
JP 2009-148320 A 2009.7.9

10

(57)【要約】
【課題】遊技機への電力供給が遮断された状態において
開閉体が開放された場合であっても、その開放があった
ことを発見することができる遊技機を提供する。
【解決手段】パチンコ機は主制御装置１６２を備えてお
り、当該主制御装置１６２に搭載されたＣＰＵ３１０に
おいて各種処理が実行される。当該構成において、遊技
機主部１２の開閉操作を監視する第１監視装置２５０と
、前扉枠１４の開閉操作を監視する第２監視装置２９０
とが設けられている。監視装置２５０，２９０において
は、施錠装置１７０の動作を契機として、電磁誘導によ
る信号が生成される。これら監視装置２５０，２９０は
主制御装置１６２と電気的に接続されている。主制御装
置１６２の主制御基板には、上記信号により駆動するカ
ウンタ回路が設けられている。このカウンタ回路の情報
に基づき、電力供給遮断時に前扉枠１４や遊技機主部１
２が開閉操作されたか否かが判定される。
【選択図】　　　図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　支持対象に対して開閉可能に支持された開閉体と、
　当該開閉体の背面側又は後方に設けられ、外部電源から供給される電力に基づいて動作
する電気機器と、
　開閉体の開閉動作に基づいて変位する可動部と、
　前記可動部の変位によって起電力を発生する起電力発生手段と、
　前記起電力発生手段の起電力に基づき前記開閉体の開放を検知する開閉検知手段と
を備えていることを特徴とする遊技機。
【請求項２】
　前記起電力発生手段は、
　磁束が変化することで電位差を生じるとともに、電気を伝導する導体と、
　前記磁束に変化を与える磁性体と、
　前記開閉体の開閉動作を契機として前記可動部を所定の方向に変位させる駆動機構と
を備え、
　前記駆動機構は、前記開閉体の開閉動作により発生する前記開閉体それ自体の動力とは
異なる動力を発生し、
　前記可動部の前記所定の方向への変位に伴って前記磁性体と前記動体との相対位置が変
位し、前記起電力発生手段に起電力が生じることを特徴とする請求項１に記載の遊技機。
【請求項３】
　支持対象と、
　前記支持対象に対して開閉可能に支持された開閉体と、
　当該開閉体の背面側又は後方に設けられ、外部電源から供給される電力に基づいて動作
する電気機器と、
　前記開閉体の閉鎖時に、前記開閉体を前記支持対象に対して施錠する施錠装置と、
　磁束が変化することで電位差を生じるとともに、電気を伝導する導体及び前記磁束に変
化を与える磁性体を有し、前記施錠装置の動作に伴って前記磁性体及び前記導体の相対位
置が変位することで起電力を発生する起電力発生手段と、
　前記起電力発生手段の起電力に基づき前記開閉体の開放を検知する開閉検知手段と
を備えていることを特徴とする遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、遊技機に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　遊技機の一種であるパチンコ機は、外枠に対して開閉可能に取り付けられた本体枠と、
本体枠に対して開閉可能に取り付けられた前面扉とを備えている。また、パチンコ機には
、制御装置が設けられているとともに、外枠に対する本体枠の開放や本体枠に対する前面
扉の開放を検知する開放スイッチが設けられている。そして、前面扉や本体枠が開放され
た場合には、それらの開放が開放スイッチにより検知され、その検知結果が制御装置に入
力される。制御装置では、開放スイッチからの検知結果に基づいて前面扉や本体枠が開放
されたと判断した場合、スピーカ部やランプ部を用いてその旨の報知などを実行する（例
えば、特許文献１参照）。
【０００３】
　ここで、パチンコ機においては、前面扉を開放し、本体枠の前面側に設けられた遊技領
域に対して不正を行う行為が想定される。また、本体枠を開放し、本体枠の背面側に搭載
された制御装置に対して不正を行う行為も想定される。これに対して、パチンコ機の電源
が投入されている状況では、上記のとおり、前面扉や本体枠の開放が制御装置において把
握され、それに対して報知処理などが実行されるため、遊技ホールの管理者等は上記不正
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行為に対処することができる。
【特許文献１】特開２００２－３２０７４４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、遊技ホールでは通常、パチンコ機の継続的な通電に起因した遊技部品等
の劣化を抑制したり省エネルギ化を実現したりするために、閉店後にはパチンコ機の電源
を遮断している。パチンコ機の電源遮断後には、制御装置への電力の供給が停止され、前
面扉や本体枠が開放されたことを制御装置にて把握することができず、それに伴って上記
のような報知処理などは実行されない。したがって、従来のパチンコ機では、電源遮断中
における上記不正行為に対処することが困難であった。
【０００５】
　なお、上記問題は、パチンコ機に限って発生するものではなく、前面扉や本体枠などの
開閉体を有する他の遊技機、例えばスロットマシンやパロット等にも同様に発生し得る。
【０００６】
　本発明は、上記例示した事情等に鑑みてなされたものであり、遊技機への電力供給が遮
断された状態において開閉体が開放された場合であっても、その開放があったことを発見
することができる遊技機を提供することを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　以下、上記課題を解決するのに有効な手段等につき、必要に応じて効果等を示しつつ説
明する。なお以下においては、理解の容易のため、発明の実施の形態において対応する構
成を括弧書き等で適宜示すが、この括弧書き等で示した具体的構成に限定されるものでは
ない。
【０００８】
　手段１．支持対象（外枠１１や本体枠１３）に対して開閉可能に支持された開閉体（遊
技機主部１２や前扉枠１４）と、
　当該開閉体の背面側又は後方に設けられ、外部電源から供給される電力に基づいて動作
する電気機器（主制御装置１６２や払出制御装置２４２等）と、
　開閉体の開閉動作に基づいて変位する可動部（鉤金具１８５）と、
　前記可動部の変位によって起電力を発生する起電力発生手段（監視装置２５０，２９０
）と、
　前記起電力発生手段の起電力に基づき前記開閉体の開放を検知する開閉検知手段（カウ
ンタ回路３２０，３３０等）とを備えていることを特徴とする遊技機。
【０００９】
　手段１の遊技機では、開閉体の開閉動作に基づいて可動部が変位する。この可動部の変
位によって起電力発生手段で起電力が発生し、開閉体検知装置による開閉体の開閉検知が
行われる。このように起電力発生手段においては、外部電源からの電力の供給を必要とす
ることなく、可動部の変位により起電力が発生する。このため、遊技ホールの営業時間外
等で遊技機への電力供給が行われていない場合でも、開閉体が開放された事実を起電力に
よって把握することができる。具体的には、その発生した起電力に基づいて開閉体の開閉
検知を実現することができる。仮に、電力遮断時に開閉体が開放され電気機器等への不正
なアクセスが行われた場合であっても、そのように不正が行われた事実を把握することが
可能となる。故に、夜間等に電力の供給を継続して行うことことを回避しつつ、すなわち
エネルギの節約（省エネ）に貢献しつつ、防犯性の向上を図ることができる。
【００１０】
　なお、「起電力発生手段」とは、可動部の運動エネルギを電気エネルギに変換する手段
を示している。因みに起電力発生手段の起電力を信号として用いてもよいし、開閉検知手
段の駆動電力として用いることも可能である。
【００１１】
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　また、「開閉検知手段」に、開閉体の開閉検知の事実を電力供給が遮断されている間、
記憶させておく構成とすることも可能である。かかる場合、開閉検知手段を開放記憶手段
ということもできる。
【００１２】
　手段２．前記起電力発生手段は、
　磁束が変化することで電位差を生じるとともに、電気を伝導する導体（コイル２７１，
２９５）と、
　前記磁束に変化を与える磁性体（磁性体２６１，２９３）と
を有し、
　前記可動部の変位に伴って前記磁性体と前記動体との相対位置が変位することを特徴と
する手段１に記載の遊技機。
【００１３】
　可動部の変位によって起電力を発生させるには、本手段に示すように、磁性体と導体と
の相対位置の変位により導体に電位差が生じる構成とするとよい。可動部の変位に伴って
磁性体と導体との相対位置が変位することで、電磁誘導によって起電力を発生させること
ができる。このように電磁誘導を利用して起電力を発生させることで、電力遮断時であっ
ても起電力を発生させることが可能となる。
【００１４】
　なお、磁性体と可動部とは必ずしも別体である必要は無く、両者を一体化して用いても
よい。かかる場合、磁性体を可動部ということもできるし、可動部を磁性体ということも
できる。また、導体と可動部とを一体化して用いることも可能である。
【００１５】
　手段３．前記開閉体の開閉動作に基づき前記可動部を所定の方向に変位させる駆動機構
を備え、
　前記駆動機構は、前記開閉体の開閉動作により発生する前記開閉体それ自体の動力とは
異なる動力を発生し、
　前記可動部の前記所定の方向への変位に基づいて前記起電力発生手段に起電力が生じる
ことを特徴とする手段２に記載の遊技機。
【００１６】
　手段３によれば、開閉体の開閉動作に基づいて可動部が所定の方向に移動する。かかる
場合、可動部は駆動機構によって発生される動力によって変位する。開閉体の開閉動作以
外を動力源（駆動機構）として動力が供給されるため、開閉体の開閉速度に依らず、所望
とする可動部の変位速度を確保しやすくなっている。
【００１７】
　発生する起電力は磁性体と導体との相対位置の変位速度に応じて変化する。かかる場合
、磁性体と導体との相対位置の変位速度が小さくなると、十分な起電力の確保が困難とな
る可能性がある。例えば、開閉体と支持対象との相対位置の変位を磁性体と導体との相対
位置の変位に直接的に利用した場合、磁性体と導体の相対速度は開閉体の開閉速度に依存
することとなる。このため、開閉体がゆっくり開閉された場合には、十分な磁場の変化が
得られず起電力の発生が抑えられるといった不都合が生じ得る。このように起電力の発生
が抑えられると、開閉検知手段による開閉体の開閉検知が困難になると予想される。しか
しながら、本手段においては、可動部の変位速度は、駆動機構によって発生される動力に
依存して決定される。すなわち、磁性体と導体との相対位置の変位速度は、動作機構の動
力に依存している。開閉体の開閉速度に依存することなく、動作機構によって磁性体と導
体との相対位置の変位速度を担保し、所望とする大きさの起電力を発生させやすくなって
いる。より具体的には、開閉体の開閉速度のばらつきに起因して、所望とする起電力が得
られなくなるといった不都合が回避されている。故に、開閉検知の確実性を増し、更なる
防犯性の向上に寄与することができる。
【００１８】
　手段４．前記可動部は第１位置から第２位置へと移動可能に設定されており、前記可動
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部の前記第１位置から前記第２位置への移動に基づいて前記起電力発生手段に起電力が発
生し、前記駆動機構は、前記可動部を前記第２位置に向けて付勢する付勢手段（コイルバ
ネ１９２，１９３）を備えていることを特徴とする手段３に記載の遊技機。
【００１９】
　手段４によれば、可動部が第１位置から第２位置へ移動することで起電力が発生する。
可動部は、付勢手段によって第２位置へと付勢されており、付勢手段の付勢力によって第
２位置へ積極的に移動させられる。
【００２０】
　手段５．前記可動部が前記開閉体の全開閉範囲のうち所定範囲にある状態において、前
記開閉体の開閉動作に伴い前記付勢手段の付勢力に抗して前記第１位置に前記可動部を移
動させるガイド部（案内傾斜部６５ａ，１８９ｂ）を備え、
　前記ガイド部による前記可動部の移動が終了した後、当該可動部は前記第１位置から前
記第２位置へ移動されることを特徴とする手段４に記載の遊技機。
【００２１】
　手段５によれば、可動部は、開閉体の開閉動作に伴ってガイド部により第１位置に移動
される。可動部は、第１位置へ到達した後、すなわちガイド部による移動が終了した後、
付勢手段の付勢力によって第２位置へ移動される。本手段においては特に、開閉体の開閉
動作を利用して可動部を第１の位置に移動させることによって、起電力を発生させるため
の準備を行うことができる。ガイド部によって、起電力発生のための予備的動作を可能と
することで、実用上好ましい構成を実現することができる。
【００２２】
　手段６．支持対象（外枠１１や本体枠１３）と、
　前記支持対象に対して開閉可能に支持された開閉体（遊技機主部１２や前扉枠１４）と
、
　当該開閉体の背面側又は後方に設けられ、外部電源から供給される電力に基づいて動作
する電気機器（主制御装置１６２や払出制御装置２４２等）と、
　前記開閉体の閉鎖時に、前記開閉体を前記支持対象に対して施錠する施錠装置と、
　磁束が変化することで電位差を生じるとともに、電気を伝導する導体（コイル２７１，
２９５）、及び前記磁束に変化を与える磁性体（磁性体２６１，２９３）を有し、前記施
錠装置の動作に伴って前記磁性体及び前記導体の相対位置が変位することで起電力を発生
する起電力発生手段（監視装置２５０，２９０）と、
　前記起電力発生手段の起電力に基づき前記開閉体の開放を検知する開閉検知手段（カウ
ンタ回路３２０，３３０等）と
を備えていることを特徴とする遊技機。
【００２３】
　手段６の遊技機では、開閉体の閉鎖時に施錠装置が動作し、開閉体と支持対象とが施錠
状態となる。この施錠装置の動作に伴って磁性体と導体との相対位置が変位し、電磁誘導
による起電力が発生する。この起電力に基づいて開閉体の開閉検知がなされる。
【００２４】
　本手段においては上述の如く、磁性体と導体との相対位置が施錠装置の動作に伴って変
位する。すなわち、開閉体の閉方向への動作とは異なる動作に依存して磁性体と導体との
相対位置が変位する。これにより、開閉体の閉方向への移動速度に依らず、所望とする磁
性体と導体との相対位置の変位速度を担保しやすくなっている。
【００２５】
　このように遊技機が通常備えていると想定される施錠装置の動作を利用して磁性体及び
導体の相対位置の変位を実現すれば、相対位置を変位させるための機構等の追加が不要と
なる。すなわち、施錠装置に起電力発生手段を動作させる機能を付与することで、開閉検
知機能の導入によって生じ得る構成の煩雑化を抑制することができる。
【００２６】
　手段７．前記施錠装置は、
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　前記支持対象及び前記開閉体のいずれか一方に固定された固定係止具（鉤金具６３や鉤
受け金具１９０）と、
　前記固定係止具に対する係止位置と係止解除位置との２つの異なる位置間にて移動が可
能な状態で他方に装着され、前記固定係止具と係止されることで前記開閉体を前記支持対
象に対して施錠状態とする可動係止具（鉤受け部材１８０や鉤金具１８５）と、
　前記可動係止具を、前記固定係止具と係止される側に向かって付勢する付勢手段（コイ
ルバネ１９２，１９３）と
を備え
　前記係止位置及び前記係止解除位置の両位置間における前記可動係止具の移動に伴って
、前記磁性体と前記導体との相対位置が変位することを特徴とする手段６に記載の遊技機
。
【００２７】
　手段７によれば、可動係止具が係止解除位置から係止位置に向かって付勢されている。
この付勢力に依存して、可動係止具は固定係止具に向かって移動する。このように可動係
止具の移動を付勢手段の付勢力に依存させることで、可動係止具の変位速度を開閉体の開
閉速度に依存することなく別個独立して設定することができる。これにより、磁性体と導
体との相対位置の変位速度を担保し、所望とする大きさの起電力の発生を担保しやすくな
っている。より具体的には、開閉体の開閉速度のばらつきに起因して、所望とする起電力
が発生しなくなるといった不都合が抑制されている。
【００２８】
　なお、可動係止具と固定係止具とが付勢された状態で係止していることで、両者の係止
状態が解除されにくくなっている。このため、外部からの振動等に起因して、係止状態が
解除されるといった不都合が抑制されている。すなわち、外部からの振動等に起因して、
可動係止具が係止解除位置へと移動するといった不都合が抑制されている。このように開
閉体が閉じられた状態での可動係止具の移動が抑えられることで、可動係止具が不意に移
動すること等に起因する起電力の発生が抑えられる。故に、開閉検知手段の誤検知を抑制
し、開閉検知精度の向上を図ることが可能となる。
【００２９】
　手段８．前記支持対象は、少なくとも前記開閉体の外周縁を外方から覆う遮蔽部（外枠
１１の外周面）を有し、
　前記可動係止具が前記２位置間を移動する際の軌道が、前記遮蔽部の内方に設定されて
いることを特徴とする手段７に記載の遊技機。
【００３０】
　手段８によれば、起電力が発生される際には、可動係止具への遊技機外部からのアクセ
スは遮蔽部によって妨げられた状態となる。これにより、施錠状態への移行すなわち可動
部係止具の移動が保護され、所望とする起電力の発生が担保される。例えば、ワイヤ等の
不正具を可動係止具の軌道上に差し込んでその可動係止具の移動を妨げることで、磁性体
と導体との相対位置の変位速度が抑えられ、発生する起電力が所定の大きさよりも小さく
なるように抑えられるといった不都合を抑制することができる。すなわち、開閉検知機能
を担保することが可能となっている。
【００３１】
　手段９．前記起電力発生手段は、少なくとも前記開閉体が閉じられた場合に起電力を発
生することを特徴とする手段１乃至手段８のいずれか１つの手段に記載の遊技機。
【００３２】
　手段９によれば、少なくとも開閉体が閉じられた場合に起電力が発生し、この起電力に
基づいて開閉検知手段による開閉検知が行われる。仮に開閉体が開放されることで起電力
が発生し開閉検知が行われる構成とした場合、開閉検知がなされた状態においては開閉体
が開放されており、遊技機内部（例えば開閉検知手段等）へのアクセスが可能となり得る
。不正行為者によって開閉体の開放が行われた場合には、開閉検知手段等へのアクセスが
され、開閉検知状態の解除や開閉検知履歴等の消去がなされるおそれが生じる。しかしな
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がら、上述の如く開閉体が閉じられた場合に開閉検知を行うことで、開閉検知の際には開
閉体を閉じた状態とし、その開閉体自身によって開閉検知手段等へのアクセスを抑制する
ことが可能である。これにより、開閉体の開放事実の隠蔽が図られるといった不都合を抑
制することが可能となる。故に、更なる防犯性の向上を期待することができる。
【００３３】
　手段１０．前記外部電源に接続され、前記検知手段による検知結果に基づき所定の不正
発生又はその可能性を報知する報知手段（エラー表示ランプ部２４やスピーカ部２６や図
柄表示装置９１等）を備えていることを特徴とする手段１乃至手段９のいずれか１つの手
段に記載の遊技機。
【００３４】
　手段１０によれば、報知手段を遊技機に設けることで、開閉体の不正開放の検知及びそ
の報知を遊技機にて完結することができる。これにより、ホールの営業形態に左右されず
、不正対策機能を有する遊技機の導入を促進することができる。例えば、遊技機が絵柄表
示装置（絵柄表示装置９１）やランプ部（エラー表示ランプ部２４）やスピーカ（スピー
カ部２６）等を有する構成においては、それら絵柄表示装置等を報知手段として利用すれ
ばよい。
【００３５】
　以下に、以上の各手段を適用し得る各種遊技機の基本構成を示す。
【００３６】
　弾球遊技機：遊技者が操作する操作手段（遊技球発射ハンドル４１）と、その操作手段
の操作に基づいて遊技球を弾いて発射する球発射手段（遊技球発射機構１１０）と、その
発射された遊技球を所定の遊技領域に導く球通路（内レール部１０１及び外レール部１０
２）と、遊技領域内に配置された各遊技部品（一般入賞口８２や釘８８等）とを備えた遊
技機。
【００３７】
　特別表示部及び可変表示装置を備えた弾球遊技機：遊技者が操作する操作手段と、その
操作手段の操作に基づいて遊技球を弾いて発射する球発射手段と、その発射された遊技球
を所定の遊技領域に導く球通路と、遊技領域内に配置された作動口、特別表示部、可変表
示装置及び可変入賞装置とを備え、作動口への遊技球の入球を検知すると特別表示部に表
示される表示内容を可変表示し、その停止時の表示内容が特定の表示内容である場合に可
変入賞装置を所定態様で開放させるようにした遊技機。
【００３８】
　スロットマシン等の回胴式遊技機：「複数の図柄からなる図柄列を変動表示した後に図
柄列を最終停止表示する可変表示手段を備え、始動用操作手段の操作に起因して図柄の変
動が開始され、停止用操作手段の操作に起因して又は所定時間経過することにより図柄の
変動が停止され、その停止時の最終停止図柄が特定図柄であることを必要条件として遊技
者に有利な特別遊技状態（ボーナスゲーム等）を発生させるようにした遊技機。
【００３９】
　球使用ベルト式遊技機：複数の図柄からなる図柄列を変動表示した後に図柄列を最終停
止表示する可変表示手段を備え、始動用操作手段の操作に起因して図柄の変動が開始され
、停止用操作手段の操作に起因して又は所定時間経過することにより図柄の変動が停止さ
れ、その停止時の最終停止図柄が特定図柄であることを必要条件として遊技者に有利な特
別遊技状態（ボーナスゲーム等）を発生させるようにし、さらに、球受皿を設けてその球
受皿から遊技球を取り込む投入処理を行う投入装置と、前記球受皿に遊技球の払出を行う
払出装置とを備え、投入装置により遊技球が投入されることにより前記始動用操作手段の
操作が有効となるように構成した遊技機。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４０】
　（第１の実施の形態）
　以下、遊技機の一種であるパチンコ遊技機（以下、「パチンコ機」という）の第１の実
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施形態を、図面に基づいて詳細に説明する。図１はパチンコ機１０の正面図、図２及び図
３はパチンコ機１０の主要な構成を展開して示す斜視図、図４はパチンコ機１０の背面図
である。なお、図２では便宜上パチンコ機１０の遊技領域内の構成を省略している。
【００４１】
　パチンコ機１０は、当該パチンコ機１０の外殻を形成する外枠１１と、この外枠１１に
対して前方に回動可能（開閉可能）に取り付けられた遊技機主部１２とを有する。外枠１
１は木製の板材を四辺に連結し構成されるものであって矩形枠状をなしている。パチンコ
機１０は、外枠１１を島設備に取り付け固定することにより、遊技ホールに設置される。
【００４２】
　遊技機主部１２は、ベース体としての本体枠１３と、その本体枠１３の前方に配置され
る前扉枠１４と、本体枠１３の後方に配置される裏パックユニット１５とを備えている。
遊技機主部１２のうち本体枠１３が外枠１１に対して回動可能（開閉可能）に支持されて
いる。詳細には、正面視で左側を回動基端側（開閉基端側）とし右側を回動先端側（開閉
先端側）として本体枠１３が前方へ回動可能とされている。
【００４３】
　本体枠１３には、図２に示すように、前扉枠１４が回動可能（開閉可能）に支持されて
おり、正面視で左側を回動基端側（開閉基端側）とし右側を回動先端側（開閉先端側）と
して前方へ回動可能とされている。また、本体枠１３には、図３に示すように、裏パック
ユニット１５が回動可能（開閉可能）に支持されており、正面視で左側を回動基端側（開
閉基端側）とし右側を回動先端側（開閉先端側）として後方へ回動可能とされている。
【００４４】
　次に、前扉枠１４について説明する。なお、以下の説明では、図１～図３を参照すると
ともに、前扉枠１４の背面の構成については図５を参照する。図５は、前扉枠１４の背面
図である。
【００４５】
　前扉枠１４は本体枠１３の前面側全体を覆うようにして設けられている。前扉枠１４に
は後述する遊技領域のほぼ全域を前方から視認することができるようにした窓部２１が形
成されている。窓部２１は、略楕円形状をなし、透明性を有するガラス２２が嵌め込まれ
ている。なお、ガラス２２に代えて、透明樹脂板を嵌め込むようにしてもよい。
【００４６】
　窓部２１の周囲には、各種ランプ等の発光手段が設けられている。例えば、窓部２１の
周縁に沿ってＬＥＤ等の発光手段を内蔵した環状電飾部２３が設けられている。環状電飾
部２３では、大当たり時や所定のリーチ時等における遊技状態の変化に応じて点灯や点滅
が行われる。また、環状電飾部２３の中央であってパチンコ機１０の最上部には所定のエ
ラー時に点灯するエラー表示ランプ部２４が設けられ、さらにその左右側方には賞球払出
中に点灯する賞球ランプ部２５が設けられている。また、左右の賞球ランプ部２５に近接
した位置には、遊技状態に応じた効果音などが出力されるスピーカ部２６が設けられてい
る。
【００４７】
　前扉枠１４における窓部２１の下方には、手前側へ膨出した上側膨出部３１と下側膨出
部３２とが上下に並設されている。上側膨出部３１内側には上方に開口した上皿３３が設
けられており、下側膨出部３２内側には同じく上方に開口した下皿３４が設けられている
。上皿３３は、後述する払出装置より払い出された遊技球を一旦貯留し、一列に整列させ
ながら後述する遊技球発射機構側へ導くための機能を有する。また、下皿３４は、上皿３
３内にて余剰となった遊技球を貯留する機能を有する。
【００４８】
　下側膨出部３２の右方には、手前側へ突出するようにして遊技球発射ハンドル４１が設
けられている。遊技球発射ハンドル４１が操作されることにより、後述する遊技球発射機
構から遊技球が発射される。
【００４９】
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　前扉枠１４の背面には、図２及び図５に示すように、通路形成ユニット５０が取り付け
られている。通路形成ユニット５０は、合成樹脂により形成されており、上皿３３に通じ
る前扉側上皿通路５１と、下皿３４に通じる前扉側下皿通路５２とが形成されている。通
路形成ユニット５０において、その上側隅部には後方に突出し上方に開放された受口部５
３が形成されており、当該受口部５３を仕切壁５４によって左右に仕切ることで前扉側上
皿通路５１と前扉側下皿通路５２の入口部分とが形成されている。前扉側上皿通路５１及
び前扉側下皿通路５２は上流側が後述する遊技球分配部に通じており、前扉側上皿通路５
１に入った遊技球は上皿３３に導かれ、前扉側下皿通路５２に入った遊技球は下皿３４に
導かれる。
【００５０】
　前扉枠１４の背面における回動基端側（図５の右側）には、その上端部及び下端部に突
起軸６１，６２が設けられている。これら突起軸６１，６２は本体枠１３に対する組付機
構を構成する。また、前扉枠１４の背面における回動先端側（図５の左側）には、上下に
延びる長尺状の鉤金具６３が設けられている。鉤金具６３には、図２に示すように、鉤部
６５が上下方向に複数並設されている。これら鉤部６５は本体枠１３に対する施錠機構を
構成しているが、詳細については後述する。
【００５１】
　次に、本体枠１３について詳細に説明する。図６は本体枠１３の正面図である。
【００５２】
　本体枠１３は、外形が外枠１１とほぼ同一形状をなす樹脂ベース７１を主体に構成され
ている。樹脂ベース７１の前面における回動基端側（図６の左側）には、その上端部及び
下端部に支持金具７２，７３が取り付けられている。図示は省略するが、支持金具７２，
７３には軸孔が形成されており、それら軸孔に前扉枠１４の突起軸６１，６２が挿入され
ることにより、本体枠１３に対して前扉枠１４が回動可能に支持されている。
【００５３】
　樹脂ベース７１の前面における回動先端側（図６の右側）には、前扉枠１４の背面に設
けられた鉤金具６３を挿入するための挿入孔７４がそれぞれ設けられている。本パチンコ
機１０では、本体枠１３や前扉枠１４を施錠状態とするための施錠装置が本体枠１３の背
面側に隠れて配置される構成となっている。したがって、鉤金具６３が挿入孔７４を介し
て施錠装置に係止されることによって、前扉枠１４が本体枠１３に対して開放不能に施錠
される。
【００５４】
　樹脂ベース７１の右下隅部には、施錠装置の解錠操作を行うためのシリンダ錠７５が設
置されている。シリンダ錠７５は施錠装置に一体化されており、シリンダ錠７５の鍵穴に
差し込んだキーを右に回すとキー操作に対して施錠装置が連動し、本体枠１３に対する前
扉枠１４の施錠が解かれるようになっている。なお、シリンダ錠７５の鍵穴に差し込んだ
キーを左に回すと外枠１１に対する本体枠１３の施錠が解かれるようになっている。施錠
装置についての詳細は後述する。
【００５５】
　樹脂ベース７１の中央部には略楕円形状の窓孔７６が形成されている。樹脂ベース７１
には遊技盤８１が着脱可能に取り付けられている。遊技盤８１は合板よりなり、遊技盤８
１の前面に形成された遊技領域が樹脂ベース７１の窓孔７６を通じて本体枠１３の前面側
に露出した状態となっている。
【００５６】
　ここで、遊技盤８１の構成を図７に基づいて説明する。遊技盤８１には、ルータ加工が
施されることによって前後方向に貫通する大小複数の開口部が形成されている。各開口部
には一般入賞口８２，可変入賞装置８３，作動口８４，スルーゲート８５及び可変表示ユ
ニット８６等がそれぞれ設けられている。一般入賞口８２は、左右にそれぞれ２個ずつ合
計４個設けられている。一般入賞口８２、可変入賞装置８３及び作動口８４に遊技球が入
ると、それが後述する検知スイッチにより検知され、その検知結果に基づいて所定数の賞
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球の払い出しが実行される。その他に、遊技盤８１の最下部にはアウト口８７が設けられ
ており、各種入賞口等に入らなかった遊技球はアウト口８７を通って遊技領域から排出さ
れる。また、遊技盤８１には、遊技球の落下方向を適宜分散、調整等するために多数の釘
８８が植設されていると共に、風車等の各種部材（役物）が配設されている。
【００５７】
　可変表示ユニット８６には、作動口８４への入賞をトリガとして図柄を可変表示する図
柄表示装置９１が設けられている。また、可変表示ユニット８６には、図柄表示装置９１
を囲むようにしてセンターフレーム９２が配設されている。センターフレーム９２の上部
には、第１特定ランプ部９３及び第２特定ランプ部９４が設けられている。また、センタ
ーフレーム９２の上部及び下部にはそれぞれ保留ランプ部９５，９６が設けられている。
下側の保留ランプ部９５は、図柄表示装置９１及び第１特定ランプ部９３に対応しており
、遊技球が作動口８４を通過した回数は最大４回まで保留され保留ランプ部９５の点灯に
よってその保留個数が表示されるようになっている。上側の保留ランプ部９６は、第２特
定ランプ部９４に対応しており、遊技球がスルーゲート８５を通過した回数は最大４回ま
で保留され保留ランプ部９６の点灯によってその保留個数が表示されるようになっている
。
【００５８】
　図柄表示装置９１は、液晶ディスプレイを備えた液晶表示装置として構成されており、
後述する表示制御装置により表示内容が制御される。図柄表示装置９１には、例えば左、
中及び右に並べて図柄が表示され、これらの図柄が上下方向にスクロールされるようにし
て変動表示されるようになっている。そして、予め設定されている有効ライン上に所定の
組合せの図柄が停止表示された場合には、特別遊技状態（以下、大当たりという）が発生
することとなる。
【００５９】
　第１特定ランプ部９３では、作動口８４への入賞をトリガとして所定の順序で発光色の
切り替えが行われ、予め定められた色で停止表示された場合には大当たりが発生する。ま
た、第２特定ランプ部９４では、遊技球のスルーゲート８５の通過をトリガとして所定の
順序で発光色の切り替えが行われ、予め定められた色で停止表示された場合には作動口８
４に付随する電動役物が所定時間だけ開放状態となる。
【００６０】
　可変入賞装置８３は、通常は遊技球が入賞できない又は入賞し難い閉状態になっており
、大当たりの際に遊技球が入賞しやすい所定の開放状態に切り替えられるようになってい
る。可変入賞装置８３の開放態様としては、所定時間（例えば３０秒間）の経過又は所定
個数（例えば１０個）の入賞を１ラウンドとして、複数ラウンド（例えば１５ラウンド）
を上限として可変入賞装置８３が繰り返し開放されるものが一般的である。
【００６１】
　遊技盤８１には、内レール部１０１と外レール部１０２とが取り付けられており、これ
ら内レール部１０１と外レール部１０２とにより誘導レールが構成され、後述する遊技球
発射機構から発射された遊技球が遊技領域の上部に案内されるようになっている。
【００６２】
　遊技球発射機構１１０は、図６に示すように、樹脂ベース７１における窓孔７６の下方
に取り付けられている。遊技球発射機構１１０は、電磁式のソレノイド１１１と、発射レ
ール１１２と、球送り機構１１３とからなり、ソレノイド１１１への電気的な信号の入力
により当該ソレノイド１１１の出力軸が伸縮方向に移動し、球送り機構１１３によって発
射レール１１２上に置かれた遊技球を遊技領域に向けて打ち出す。
【００６３】
　発射レール１１２と遊技盤８１に取り付けられた内，外レール部１０１，１０２との間
には所定間隔の隙間があり、この隙間より下方には前扉枠１４の通路形成ユニット５０に
形成されたファール球通路５５が配設されている。したがって、仮に遊技球発射機構１１
０から発射された遊技球が遊技領域の上部に到達せずに、内，外レール部１０１，１０２
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によって構成される誘導レールを逆戻りする場合には、そのファール球がファール球通路
５５内に入る。ファール球通路５５は前扉側下皿通路５２に通じており、ファール球通路
５５に入った遊技球は下皿３４に排出される。
【００６４】
　樹脂ベース７１において発射レール１１２の左方には、樹脂ベース７１を前後方向に貫
通させて通路形成部１２１が設けられている。通路形成部１２１には図３に示すように本
体側上皿通路１２２と本体側下皿通路１２３とが形成されている。本体側上皿通路１２２
及び本体側下皿通路１２３の上流側は、後述する遊技球分配部に通じている。また、通路
形成部１２１の下方には前扉枠１４に取り付けられた通路形成ユニット５０の受口部５３
が入り込んでおり、本体側上皿通路１２２の下方には前扉側上皿通路５１が配置され、本
体側下皿通路１２３の下方には前扉側上皿通路５１が配置されている。
【００６５】
　樹脂ベース７１において通路形成部１２１の下方には、本体側上皿通路１２２及び本体
側下皿通路１２３を開閉する開閉部材１２４が取り付けられている。開閉部材１２４はそ
の下端に設けられた支軸１２５により前後方向に回動可能に支持されており、さらに本体
側上皿通路１２２及び本体側下皿通路１２３を閉鎖する前方位置に付勢する図示しない付
勢部材が設けられている。したがって、前扉枠１４を本体枠１３に対して開いた状態では
開閉部材１２４が図示の如く起き上がり、本体側上皿通路１２２及び本体側下皿通路１２
３を閉鎖する。これにより、本体側上皿通路１２２又は本体側下皿通路１２３に遊技球が
貯留されている状態で前扉枠１４を開放した場合、その貯留球がこぼれ落ちてしまうとい
った不都合が防止できる。これに対し、前扉枠１４を閉じた状態では、前扉枠１４の通路
形成ユニット５０に設けられた受口部５３により付勢力に抗して開閉部材１２４が押し開
けられる。この状態では、本体側上皿通路１２２と前扉側上皿通路５１とが連通し、さら
に本体側下皿通路１２３と前扉側下皿通路５２とが連通している。
【００６６】
　次に、本体枠１３の背面構成について説明する。図８は本体枠１３の背面図である。
【００６７】
　樹脂ベース７１の背面における回動基端側（図８の右側）には、軸受け金具１３２が取
り付けられている。軸受け金具１３２には、上下に離間させて軸受け部１３３が形成され
ており、これら軸受け部１３３により本体枠１３に対して裏パックユニット１５が回動可
能に取り付けられている。また、樹脂ベース７１の背面には、裏パックユニット１５を本
体枠１３に締結するための被締結孔１３４が設けられている。
【００６８】
　樹脂ベース７１の背面における回動先端側（図８の左側）には、本体枠１３と外枠１１
及び前扉枠１４とを開放不能な施錠状態で保持する施錠装置１７０が配置されている。
【００６９】
　ここで、施錠装置１７０の構成を図９に基づいて詳細に説明する。図９は図３の部分拡
大図である。
【００７０】
　施錠装置１７０は、鋼板にて形成された長尺状の基枠１７１を有している。基枠１７１
は、縦長に延びる基枠固定部１７１ａと、その基枠固定部１７１ａにおける本体枠１３の
開閉中心側端部（図１３における右端部）から起立するようにして折り曲げ形成された部
材取付部１７１ｂとを有し、水平断面略Ｌ字状をなしている。基枠固定部１７１ａがビス
等の締結具によって樹脂ベース７１の背面に固定されることで、施錠装置１７０が樹脂ベ
ース７１に装着されている。基枠固定部１７１ａは、施錠装置１７０を樹脂ベース７１に
固定させる固定部材としての機能と、本体枠１３を補強する補強部材としての機能とを併
せ有している。なお、基枠１７１を水平断面略Ｌ字状に形成することにより、施錠装置１
７０自体の剛性を確保すると共に、本体枠１３を補強する補強部材としての機能を高める
ことが可能となっている。
【００７１】



(12) JP 2009-148320 A 2009.7.9

10

20

30

40

50

　部材取付部１７１ｂの一面側（本体枠１３の回動先端側を向いた面）には、連動杆１７
４と鉤受け部材１８０とが重なるように設けられている。具体的には、それら連動杆１７
４及び鉤受け部材１８０は、連動杆１７４を内側、鉤受け部材１８０を外側として重なっ
た状態となっている。連動杆１７４は基枠１７１の長手方向と同一方向に延びる長板状を
なしており、部材取付部１７１ｂと対向配置されている。
【００７２】
　鉤受け部材１８０は、部材取付部１７１ｂとの間に連動杆１７４を挟持する挟持部１８
１と、前扉枠１４の鉤金具６３と引っ掛かる鉤受け部１８２とを有している。より具体的
には、挟持部１８１は部材取付部１７１ｂに略平行な板状をなしているとともに、鉤受け
部１８２は基枠固定部１７１ａに略平行な略板状をなし、基枠１７１と同様に、横断面Ｌ
字状に形成されている。挟持部１８１には基枠１７１の長手方向と同一方向に延びる第１
ガイド孔１８１ａが形成されており、この第１ガイド孔１８１ａに連動杆１７４から起立
する第１取付ピン１７５が挿通されている。この第１取付ピン１７５によって鉤受け部材
１８０が連動杆１７４に取り付けられている。より詳しくは、鉤受け部材１８０は、連動
杆１７４に対し所定の方向以外への移動が規制された状態で取り付けられている。すなわ
ち、連動杆１７４及び鉤受け部材１８０は、第１ガイド孔１８１ａ内を第１取付ピン１７
５が移動可能な距離分だけ相対移動可能な状態で一体化されている。
【００７３】
　鉤受け部材１８０の鉤受け部１８２には第１ガイド孔１８１ａと同一方向に延びる第２
ガイド孔１８２ａが形成されており、この第２ガイド孔１８２ａに基枠固定部１７１ａか
ら起立する第２取付ピン１７２が挿通されている。この第２取付ピン１７２によって鉤受
け部材１８０が基枠１７１に取り付けられている。より詳細には、鉤受け部材１８０が基
枠１７１に対し所定の方向への移動が許容された状態で取り付けられている。すなわち、
鉤受け部材１８０は、第２ガイド孔１８２ａ内を第２取付ピン１７２が移動可能な距離分
だけ基枠１７１に対して相対移動可能な状態となっている。
【００７４】
　このように両取付ピン１７２，１７５を介して連動杆１７４及び鉤受け部材１８０が繋
がることで、連動杆１７４が基枠１７１から脱落しない状態で取り付けられている。
【００７５】
　鉤受け部材１８０の鉤受け部１８２には、前後方向に貫通するスリット１８３が形成さ
れており、このスリット１８３と樹脂ベース７１の挿入孔７４が連通している。スリット
１８３を介して、前扉枠１４の鉤金具６３が鉤受け部１８２に引っ掛かる構成となってい
る。
【００７６】
　本実施の形態においては、鉤受け部材１８０を、鉤金具１８５に対応して基枠１７１の
上部，下部及び中央部にそれぞれ配置した。これにより、前扉枠１４の本体枠１３からの
浮き上がりを好適に抑えることができるとともに、基枠１７１に対する連動杆１７４の浮
き上がりを好適に抑えることが可能となっている。なお、鉤金具１８５及び鉤受け部材１
８０の個数はそれぞれ３つに限定されるものではなく、例えば２つとしてもよいし、４つ
とすることも可能である。鉤金具１８５及び鉤受け部材１８０を２つ以下とした場合、左
右の手でそれぞれ別個の不正具を操り、各鉤金具１８５及び鉤受け部材１８０の施錠状態
が解除される可能性がある。しかしながら、鉤金具１８５及び鉤受け部材１８０を３つ以
上とすることで、このような不正行為（いわゆる引っ掛けゴト）を好適に抑制することが
できる。
【００７７】
　以下、鉤金具６３及び鉤受け部１８２について詳細に説明する。鉤金具６３は、前扉枠
１４に対する取付部（図示略）と、取付部から本体枠１３に向かって延びる延出部６４と
延出部の先端側に設けられた鉤部６５とを有している。鉤部６５は、延出部６４よりも下
方に突出しており、鉤受け部１８２との係止部を構成している。より詳細には、鉤部６５
には、その先端から前扉枠１４に向かって緩やかに下り傾斜する案内傾斜部６５ａが形成
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されている（図２参照）。案内傾斜部６５ａの中間部位は、スリット１８３における前側
の下端縁（以下、当接部１８３ａという）とほぼ同じ高さ位置に設定されており、前扉枠
１４が閉じられる際に案内傾斜部６５ａが当接部１８３ａと当たる構成となっている。
【００７８】
　案内傾斜部６５ａの下側の端部には、スリット１８３の下端面（以下、接触部１８３ｂ
という）に接触する保持部６５ｂが形成されている。また、鉤部６５には、鉤受け部１８
２に引っ掛かる引っ掛け部６５ｃが形成されている。引っ掛け部６５ｃは、鉤受け部１８
２の後面と平行に形成されており、保持部６５ｂよりも前扉枠１４側に配置されている。
より詳しくは、引っ掛け部６５ｃは、保持部６５ｂよりも上方に配置されている。延出部
６４の下端には、鉤受け部１８２（詳しくは鉤受け部材１８０）の上方への移動を規制す
るストッパ部６４ａが形成されている。ストッパ部６４ａは保持部６５ｂよりも上方に配
置されており、このストッパ部６４ａにスリット１８３の接触部１８３ｂが当たることで
、鉤受け部１８２の上方への移動が規制される構成となっている。
【００７９】
　連動杆１７４には金属製の板材よりなる鉤金具１８５が上下２箇所に設けられている。
鉤金具１８５は、連動杆１７４に平行な板状をなすベース部１８６を有しており、ベース
部１８６の基枠固定部１７１ａ側の端部は前記鉤受け部１８２と連動杆１７４との間に挟
まれた状態となっている。これにより、鉤金具１８５の連動杆１７４からの浮き上がりが
規制されている。本実施の形態においては、上下２箇所に鉤金具１８５を配置することで
、外枠１１に対する遊技機主部１２の浮き上がりを抑制している。
【００８０】
　ベース部１８６には、連動杆１７４に向かって起立する軸体１８７が固定されており、
連動杆１７４にはその軸体１８７が嵌まる第３ガイド孔１７６が形成されている。第３ガ
イド孔１７６は両ガイド孔１８１ａ，１８２ａと同一の方向に延びている。軸体１８７は
、第３ガイド孔１７６内をその長手方向に移動可能となっている。すなわち、鉤金具１８
５及び連動杆１７４は相対移動可能な状態となっている。
【００８１】
　鉤金具１８５は、ベース部１８６からパチンコ機１０の後方、すなわち外枠１１に向か
って延びる延出部１８８を有している。延出部１８８の先端部には、当該延出部１８８か
ら下方に突出する鉤部１８９が設けられている。一方、外枠１１には鉤部１８９に対応す
る位置に鉤受け金具１９０が取り付けられている。
【００８２】
　以下、鉤部１８９と鉤受け金具１９０の構成について詳細に説明する。鉤受け金具１９
０は左右方向に延びる板状をなしており、その背面は鉤部１８９が引っ掛かる受け部１９
０ａを構成している。より具体的には、鉤部１８９は受け部１９０ａに平行な引っ掛け部
１８９ａを有しており、引っ掛け部１８９ａと受け部１９０ａとが引っ掛かることで、外
枠１１に対して遊技機主部１２が施錠された状態となる。また、鉤受け金具１８０の上端
部は、鉤金具１８５を保持する保持部１８０ｂを構成している。具体的には、延出部１８
８が保持部１８０ｂに当たった状態となることで、鉤金具１８５が鉤受け金具１８０に保
持された状態となる。すなわち、保持部１８０ｂによって鉤金具１８５のパチンコ機１０
下方への移動が制限された状態となる。
【００８３】
　鉤部１８９にはその先端部からパチンコ機１０の前方に向けて緩やかに傾斜する案内傾
斜部１８９ｂが形成されている。一方、鉤受け金具１９０には、遊技機主部１２が閉じら
れる際に案内傾斜部１８９ｂと当たる当接部１９０ｃが形成されている。当接部１９０ｃ
は、遊技機主部１２の施錠が解除された状態、詳しくは遊技機主部１２が開放された状態
において、案内傾斜部１８９ｂの略中央の高さ位置と同じになるように設定されている。
【００８４】
　また、基枠１７１には延出部１８８及び、鉤部１８９が挿通される挿通部１７３が形成
されている。挿通部１７３はパチンコ機１０の前後方向及び上方に開放されており、鉤部
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１８９が挿通部１７３に相通された状態では、鉤金具１８５の左右方向への移動（連動杆
１７４からの離れ）、及び下方への移動が規制されている。
【００８５】
　ここで、連動杆１７４と鉤受け金具１９０と鉤金具１８５との初期位置について説明す
る。
【００８６】
　鉤受け部材１８０には基枠１７１に結合されたコイルバネ１９２が取り付けられている
。鉤受け部材１８０は、このコイルバネ１９２によって上方に引き上げられ、第２取付ピ
ン１７２が第２ガイド孔１８２ａの下端縁と当接する位置で保持されている。これにより
、基枠１７１に対する鉤受け部材１８０の初期位置が規定されている。
【００８７】
　鉤金具１８５には基枠１７１に結合されたコイルバネ１９３が取り付けられている。鉤
金具１８５は、このコイルバネ１９３によって下方に引き下げられ、延出部１８８が挿通
部１７３の下端縁と当接した状態で保持されている。これにより、鉤金具１８５の初期位
置が規定されている。
【００８８】
　このように鉤受け部材１８０及び鉤金具１８５の初期位置にある状態で、連動杆１７４
の初期位置が規定されている。具体的には、第２取付ピン１７２が第２ガイド孔１８２ａ
の下端縁に当たることで、下方への移動が規制されているとともに、軸体１８７が第３ガ
イド孔１７６の下端縁に当たることで、上方への移動が規制されている。これにより、連
動杆１７４の初期位置が決定される構成となっている。なお、連動杆１７４の上下方向へ
の移動は、コイルバネ１９２，１９３の付勢力に抗する外力が加わることで可能となる。
以下、連動杆１７４を動作させるための構成について説明する。
【００８９】
　基枠１７１には、解除操作部たる前記シリンダ錠７５が取り付けられている。このシリ
ンダ錠７５は、図２や図９等に示すように、基枠固定部１７１ａに当該シリンダ錠７５を
固定するための固定部１９５と、その固定部１９５からパチンコ機１０の前方に向けて延
びる円筒状の錠軸部１９６を有しており、該錠軸部１９６の先端面には、外部から所定の
キー操作を行うためのキー孔１９７が形成されている。そして、シリンダ錠７５の前面、
すなわちキー孔１９７は、樹脂ベース７１に形成された連通孔７１ａ及び前扉枠１４に形
成されたキーシリンダ設置孔１４ａを介してパチンコ機１０の前方に露出している。錠軸
部１９６の基端面には、キー操作に伴って回動するカム板１９８が設けられている。カム
板１９８は、当該カム板１９８の上部から開閉中心側に向かって突出形成された第１係合
爪部１９９と、カム板１９８の下部から開閉中心側に向かって突出形成された第２係合爪
部２００とを備えている。連動杆１７４には、第１係合爪部１９９に対応する第１係合孔
部１７８と、第２係合爪部２００に対応する第２係合孔部１７９とが形成されており、各
係合爪部１９９，２００が対応する係合孔部１７８，１７９に係合した状態で回動するこ
とで、キー操作によって発生する外力が連動杆に伝達される構成となっている。これによ
り、連動杆１７４が動作する。なお、シリンダ錠７５として、不正解錠防止機能の高いオ
ムロック（登録商標）を用いる構成としてもよい。
【００９０】
　次に、操作キーの回動操作に伴う施錠装置１７０の動作について図１０を用いて説明す
る。図１０（ａ）は操作キーを時計回りに回動操作した状態を示し、図１０（ｂ）は操作
キーを反時計回りに回動操作した状態を示している。なお、図１０においては、施錠装置
１７０の動作を示すため、樹脂ベース７１等は省略している。
【００９１】
　図１０（ａ）では操作キーＫをシリンダ錠７５に差し込んで、時計回りに回動操作して
いる。すると、操作キーＫの回動操作に連動して第２係合爪部２００が第２係合孔部１７
９に引っ掛かった状態で回動し、連動杆１７４は上方に移動する。連動杆１７４の第３ガ
イド孔１７６の下端縁と鉤金具１８５の軸体１８７とがあたることで、連動杆１７４の移
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動に伴って鉤金具１８５も上方へ移動する。連動杆１７４がコイルバネ１９３の付勢力に
抗して移動することで、鉤金具１８５と鉤受け金具１９０との係止状態（施錠状態）が解
除される。これにより、外枠１１に対して遊技機主部１２が開放可能となる。その後、操
作キーＫの回動操作を解除すると、コイルバネ１９３の付勢力により、連動杆１７４及び
鉤金具１８５が初期状態に復帰する。
【００９２】
　図１０（ｂ）では操作キーＫをシリンダ錠７５に差し込んで、反時計回りに回動操作し
ている。すると、操作キーＫの回動操作に連動して第１係合爪部１９９が第１係合孔部１
７８に引っ掛かった状態で回動し、連動杆１７４は下方に移動する。連動杆１７４の第１
取付ピン１７５と鉤受け部材１８０の第２ガイド孔１８２ａの下端縁とがあたることで、
連動杆１７４の移動に伴って鉤受け部材１８０も下方へ移動する。連動杆１７４がコイル
バネ１９２の付勢力に抗して移動することで、鉤金具１８５と鉤受け部材１８０の鉤受け
部１８２との係止状態（施錠状態）が解除される。これにより、本体枠１３に対して前扉
枠１４が開放可能となる。その後、操作キーＫの回動操作を解除すると、コイルバネ１９
２の付勢力により、連動杆１７４及び鉤受け部材１８０が初期状態に復帰する。
【００９３】
　ここで、前扉枠１４が本体枠１３に対して閉じられる際の施錠装置１７０（詳しくは鉤
受け部材１８０）の動作について説明する。
【００９４】
　前扉枠１４が開放された状態から本体枠１３に対する閉位置に向かって回動されること
で、前扉枠１４の鉤部６５が本体枠１３の鉤受け部材１８０に当たる。より詳細には、鉤
部６５の案内傾斜部６５ａが鉤受け部材１８０の当接部１８３ａに当たる。このように案
内傾斜部６５ａと当接部１８３ａとが当たった状態で前扉枠１４が更に回動されることに
より、案内傾斜部６５ａの傾斜に沿って鉤受け部材１８０が移動される。上述の如く、鉤
受け部材１８０はコイルバネ１９２によって付勢されており、このコイルバネ１９２の付
勢力に抗して鉤受け部材１８０が移動される。具体的には下方へ移動される。鉤受け部材
１８０が所定量移動されると、鉤部６５の保持部６５ｂと接触部１８３ｂとが接触した状
態となる。すなわち、鉤受け部材１８０が鉤部６５により、コイルバネ１９２の付勢力に
抗して所定の位置に保持された状態となる。以下、このように鉤受け部材１８０が保持さ
れた状態での位置を、施錠待機位置という。このように鉤受け部材１８０が鉤部６５によ
って保持された状態において、前扉枠１４が更に回動されることで、保持部６５ｂと接触
部１８３ｂとが離間し鉤受け部材１８０の保持状態が解除される。このように保持状態が
解除されることで、鉤受け部材１８０はコイルバネ１９２の付勢力によって元の位置に向
かって移動される。具体的には上方へ移動される。鉤受け部材１８０が所定量移動するこ
とで、鉤受け部材１８０の接触部１８３ｂはストッパ部６４ａに当たり、その移動が規制
される。かかる場合、鉤部６５の引っ掛け部６５ｃは鉤受け部１８２に引っ掛かり、前扉
枠１４が本体枠１３に対して施錠された状態となる。以下、鉤受け部材１８０の施錠状態
での位置を施錠位置という。
【００９５】
　このように、鉤受け部材１８０が鉤部６５を乗り越えて施錠待機位置から施錠位置に移
動する場合、その移動速度はコイルバネ１９２の付勢力に依存する。このため、前扉枠１
４の回動速度がばらついた場合であっても、鉤受け部材１８０の施錠位置への移動速度は
担保される。例えば、前扉枠１４がゆっくり閉じられた場合であっても、鉤受け部材１８
０は勢いよくしかも毎回同程度の速度で施錠待機位置から施錠位置に移動する。
【００９６】
　次に、遊技機主部１２が外枠１１に対して閉じられる際の施錠装置１７０（詳しくは鉤
金具１８５）の動作について説明する。遊技機主部１２が開放された状態から外枠１１に
対する閉位置に向かって回動されることで、遊技機主部１２の鉤金具１８５が外枠１１の
鉤受け金具１９０に当たる。かかる場合、鉤金具１８５が鉤受け金具１９０に対して移動
する。これら両金具１８５，１９０の相対移動に関しては、上述した鉤部６５及び鉤受け
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部材１８０の相対移動と逆の関係にある。すなわち、鉤側が移動し鉤受け側が移動しない
構成となっている。このように、遊技機主部１２の施錠時の動作態様は、外枠１３の施錠
時の動作態様とほぼ同様ではあるが、その詳細については後述する。
【００９７】
　鉤金具１８５が鉤受け金具１９０を乗り越えて施錠待機位置から施錠位置に移動する場
合、その移動速度は、上述した鉤受け部材１８０と同様に、コイルバネ１９３の付勢力に
依存する。このため、遊技機主部１２の回動速度がばらついた場合であっても、鉤金具１
８５の施錠位置への移動速度は担保される。
【００９８】
　樹脂ベース７１の背面には、係止金具１３５が複数設けられており、これら係止金具１
３５によって上述したように樹脂ベース７１に対して遊技盤８１が取り付けられている。
ここで、遊技盤８１の背面の構成を説明する。図１１は遊技盤８１を後方より見た斜視図
、図１２は遊技盤８１から主制御装置ユニット１６０を取り外した状態を示す背面図であ
る。
【００９９】
　遊技盤８１の中央に配置される可変表示ユニット８６には、センターフレーム９２を背
後から覆う合成樹脂製のフレームカバー１４１が後方に突出させて設けられており、フレ
ームカバー１４１に対して後側から上述した図柄表示装置９１が取り付けられるとともに
、その図柄表示装置を駆動するための表示制御装置が取り付けられている（図示は省略）
。これら図柄表示装置９１及び表示制御装置は前後方向に重ねて配置され（図柄表示装置
が前、表示制御装置が後）、さらにその後方に音声ランプ制御装置ユニット１４２が搭載
されている。音声ランプ制御装置ユニット１４２は、音声ランプ制御装置１４３と、取付
台１４４とを具備する構成となっており、取付台１４４上に音声ランプ制御装置１４３が
装着されている。
【０１００】
　音声ランプ制御装置１４３は、後述する主制御装置からの指示に従い音声やランプ表示
、及び表示制御装置の制御を司る音声ランプ制御基板を具備しており、音声ランプ制御基
板が透明樹脂材料等よりなる基板ボックス１４５に収容されて構成されている。
【０１０１】
　遊技盤８１の背面には、図１０に示すように、可変表示ユニット８６の下方に集合板ユ
ニット１５０が設けられている。集合板ユニット１５０には、各種入賞口に入賞した遊技
球を回収するための遊技球回収機構や、各種入賞口等への遊技球の入賞を検知するための
入賞検知機構などが設けられている。
【０１０２】
　遊技球回収機構について説明すると、集合板ユニット１５０には、前記一般入賞口８２
、可変入賞装置８３、作動口８４の遊技盤開口部に対応して且つ下流側で１カ所に集合す
る回収通路１５１が形成されている。したがって、一般入賞口８２等に入賞した遊技球は
何れも回収通路１５１を介して遊技盤８１の下方に集合する。遊技盤８１の下方には後述
する排出通路があり、回収通路１５１により遊技盤８１の下方に集合した遊技球は排出通
路内に導出される。なお、アウト口８７も同様に排出通路に通じており、何れの入賞口に
も入賞しなかった遊技球もアウト口８７を介して排出通路内に導出される。
【０１０３】
　入賞検知機構について説明すると、集合板ユニット１５０には、遊技盤８１表側の各一
般入賞口８２と対応する位置にそれぞれ入賞口スイッチ１５２ａ～１５２ｄが設けられて
いる。また、可変入賞装置８３と対応する位置にカウントスイッチ１５３が設けられ、作
動口８４に対応する位置に作動口スイッチ１５４が設けられている。これらスイッチ１５
２～１５４により遊技球の入賞がそれぞれ検知される。また、集合板ユニット１５０外に
おける可変表示ユニット８６の右側には、スルーゲート８５を通過する遊技球を検知する
ゲートスイッチ１５５が設けられている。
【０１０４】
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　遊技盤８１の背面には、集合板ユニット１５０を後側から覆うようにして主制御装置ユ
ニット１６０が搭載されている。主制御装置ユニット１６０の構成について図１３を用い
て説明する。図１３は主制御装置ユニット１６０の構成を示す斜視図である。
【０１０５】
　主制御装置ユニット１６０は、合成樹脂製の取付台１６１を有し、取付台１６１に主制
御装置１６２が搭載されている。主制御装置１６２は、遊技の主たる制御を司る機能（主
制御回路）と、電源を監視する機能（停電監視回路）とを有する主制御基板を具備してお
り、当該主制御基板が透明樹脂材料等よりなる基板ボックス１６３に収容されて構成され
ている。
【０１０６】
　基板ボックス１６３は、略直方体形状のボックスベース（表ケース体）とこのボックス
ベースの開口部を覆うボックスカバー（裏ケース体）とを備えている。これらボックスベ
ースとボックスカバーとは封印手段としての封印部１６４によって開封不能に連結され、
これにより基板ボックス１６３が封印されている。封印部１６４は、基板ボックス１６３
の長辺部に５つ設けられ、そのうち少なくとも一つが用いられて封印処理が行われる。
【０１０７】
　封印部１６４はボックスベースとボックスカバーとを開封不能に結合する構成であれば
任意の構成が適用できるが、封印部１６４を構成する長孔に係止爪を挿入することでボッ
クスベースとボックスカバーとが開封不能に結合されるようになっている。封印部１６４
による封印処理は、その封印後の不正な開封を防止し、また万一不正開封が行われてもそ
のような事態を早期に且つ容易に発見可能とするものであって、一旦開封した後でも再度
封印処理を行うこと自体は可能である。すなわち、５つの封印部１６４のうち、少なくと
も一つの長孔に係止爪を挿入することにより封印処理が行われる。そして、収容した主制
御基板の不具合発生の際や主制御基板の検査の際など基板ボックス１６３を開封する場合
には、係止爪が挿入された封印部と他の封印部との連結部分を切断する。これにより、基
板ボックス１６３のボックスベースとボックスカバーとが分離され、内部の主制御基板を
取り出すことができる。その後、再度封印処理する場合は他の封印部の長孔に係止爪を挿
入する。基板ボックス１６３の開封を行った旨の履歴を当該基板ボックス１６３に残して
おけば、基板ボックス１６３を見ることで不正な開封が行われた旨が容易に発見できる。
【０１０８】
　基板ボックス１６３の一方の短辺部には、その側方に突出するようにして複数の結合片
１６５が設けられている。これら結合片１６５は、取付台１６１に形成された複数の被結
合片１６６と１対１で対応しており、結合片１６５と被結合片１６６とにより基板ボック
ス１６３と取付台１６１との間で封印処理が行われる。
【０１０９】
　次に、裏パックユニット１５について説明する。図１４は裏パックユニット１５の正面
図、図１５は裏パックユニット１５の分解斜視図である。
【０１１０】
　裏パックユニット１５は、裏パック２０１を備えており、当該裏パック２０１に対して
、払出機構部２０２、排出通路盤２０３、及び制御装置集合ユニット２０４が取り付けら
れている。裏パック２０１は透明性を有する合成樹脂により成形されており、払出機構部
２０２などが取り付けられるベース部２１１と、パチンコ機１０後方に突出し略直方体形
状をなす保護カバー部２１２とを有する。保護カバー部２１２は左右側面及び上面が閉鎖
され且つ下面のみが開放された形状をなし、少なくとも可変表示ユニット８６を囲むのに
十分な大きさを有する。
【０１１１】
　ベース部２１１には、その右上部に外部端子板２１３が設けられている。外部端子板２
１３には、パチンコ機１０に発生した各種のエラー情報を出力するための出力端子、本体
枠１３の開放時に信号出力するための出力端子、及び前扉枠１４の開放時に信号出力する
ための出力端子等が設けられている。そして、これらの出力端子を通じて、遊技ホール側
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の管理制御装置（又はホールコンピュータ）に対して枠側の状態に関する信号が出力され
る。
【０１１２】
　ベース部２１１にはパチンコ機１０後方からみて右端部に上下一対の掛止ピン２１４が
設けられており、掛止ピン２１４を本体枠１３に設けられた前記軸受け部１３３に挿通さ
せることで、裏パックユニット１５が本体枠１３に対して回動可能に支持されている。ま
た、ベース部２１１には、本体枠１３に設けられた被締結孔１３４に対して締結するため
の締結具２１５が設けられており、当該締結具２１５を被締結孔１３４に嵌め込むことで
本体枠１３に対して裏パックユニット１５が固定されている。
【０１１３】
　ベース部２１１には、保護カバー部２１２を迂回するようにして払出機構部２０２が配
設されている。すなわち、裏パック２０１の最上部には上方に開口したタンク２２１が設
けられており、タンク２２１には遊技ホールの島設備から供給される遊技球が逐次補給さ
れる。タンク２２１の下方には、下流側に向けて緩やかに傾斜するタンクレール２２２が
連結され、タンクレール２２２の下流側には上下方向に延びるケースレール２２３が連結
されている。ケースレール２２３の最下流部には払出装置２２４が設けられている。払出
装置２２４より払い出された遊技球は、当該払出装置２２４の下流側に設けられた図示し
ない払出通路を通じて、裏パック２０１のベース部２１１に設けられた遊技球分配部２２
５に供給される。
【０１１４】
　遊技球分配部２２５は、払出装置２２４より払い出された遊技球を上皿３３、下皿３４
又は後述する排出通路の何れかに振り分けるための機能を有し、内側の開口部２２６が上
述した本体側上皿通路１２２及び前扉側上皿通路５１を介して上皿３３に通じ、中央の開
口部２２７が本体側下皿通路１２３及び前扉側下皿通路５２を介して下皿３４に通じ、外
側の開口部２２８が排出通路に通じるように形成されている。
【０１１５】
　払出機構部２０２には、裏パック基板（電力受入部又は外部電力受入部）２２９が設置
されている。裏パック基板２２９には、例えば交流２４ボルトの主電源が供給され、電源
スイッチ２２９ａの切替操作により電源ＯＮ又は電源ＯＦＦとされるようになっている。
【０１１６】
　ベース部２１１の下端部には、当該下端部を前後に挟むようにして排出通路盤２０３及
び制御装置集合ユニット２０４が取り付けられている。排出通路盤２０３は、制御装置集
合ユニット２０４と対向する面に後方に開放された排出通路２３１が形成されており、当
該排出通路２３１の開放部は制御装置集合ユニット２０４によって塞がれている。排出通
路２３１は、遊技ホールの島設備等へ遊技球を排出するように形成されており、上述した
回収通路１５１等から排出通路２３１に導出された遊技球は当該排出通路２３１を通るこ
とでパチンコ機１０外部に排出される。
【０１１７】
　制御装置集合ユニット２０４は、横長形状をなす取付台２４１を有し、取付台２４１に
払出制御装置２４２と電源及び発射制御装置２４３（以下、電源装置２４３ともいう）と
が搭載されている。これら払出制御装置２４２と電源装置２４３とは、払出制御装置２４
２がパチンコ機１０後方となるように前後に重ねて配置されている。
【０１１８】
　払出制御装置２４２は、基板ボックス２４４内に払出装置２２４を制御する払出制御基
板が収容されている。なお、払出制御装置２４２から払出装置２２４への払出指令の信号
は上述した裏パック基板２２９により中継される。また、払出制御装置２４２には状態復
帰スイッチ２４５が設けられている。例えば、払出装置２２４における球詰まり等、払出
エラーの発生時において状態復帰スイッチ２４５が押されると、球詰まりの解消が図られ
るようになっている。
【０１１９】
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　電源装置２４３は、基板ボックス２４６内に電源及び発射制御基板が収容されており、
当該基板により、各種制御装置等で要する所定の電力が生成されて出力され、さらに遊技
者による遊技球発射ハンドル４１の操作に伴う遊技球の打ち出しの制御が行われる。また
、電源装置２４３にはＲＡＭ消去スイッチ２４７が設けられている。本パチンコ機１０は
各種データの記憶保持機能を有しており、万一停電が発生した際でも停電時の状態を保持
し、停電からの復帰の際には停電時の状態に復帰できるようになっている。したがって、
例えば遊技ホールの営業終了の場合のように通常手順で電源を遮断すると遮断前の状態が
記憶保持されるが、ＲＡＭ消去スイッチ２４７を押しながら電源を投入すると、ＲＡＭデ
ータが初期化されるようになっている。
【０１２０】
　次に、遊技機主部１２や前扉枠１４が開放された場合に、その事実を把握するための構
成について説明する。
【０１２１】
　図３や図９等に示すように、施錠装置１７０の基枠１７１には、第１監視装置２５０及
び第２監視装置２９０が装着されている。第１監視装置２５０は、上側の鉤金具１８５の
下方に配置されており、この第１監視装置２５０によって遊技機主部１２の開放が監視さ
れている。一方、第２監視装置２９０は中央の鉤受け部材１８０の上方に配置されており
、この鉤受け部材１８０より遊技機主部１２の開放が監視されている。
【０１２２】
　ここで、第１監視装置２５０及び第２監視装置２９０の具体的な構成について説明する
。第１監視装置２５０及び第２監視装置２９０は同一の構成を具備してなり、それら監視
装置２５０，２９０の取り付け方向、及びそれら監視装置２５０，２９０に付随して設け
られている構成のみ相違している。故に、先ず第１監視装置２５０について詳細に説明し
、その後上述した相違点について説明する。図１６は図９の部分拡大図、図１７は第１監
視装置２５０の分解斜視図、図１８は図１６のＡ－Ａ線部分端面図である。
【０１２３】
　第１監視装置２５０は、磁性体を有する磁性体ユニット２６０と、その磁性体ユニット
２６０との相対位置の変位により誘導起電力を発生する導体ユニット２７０と、それら両
ユニット２６０，２７０を収容するハウジング２８０とを備えている。ハウジング２８０
が前記基枠１７１に形成された設置部１７１ｃにビス等の締結具によって固定されること
で、第１監視装置２５０は遊技機主部１２（詳しくは施錠装置１７０）に装着された状態
となっている。また、ハウジング２８０は光透過性を有する透明な合成樹脂材料により形
成されており、その内部が視認可能となっている。これにより、メンテナンス等による第
１監視装置２５０の内部確認の容易化が図られている。なお、ハウジング２８０は収容ケ
ース体２８０ａと蓋用ケース体２８０ｂとの２部材を固定することで構成されているが、
必ずしもこれに限定されるものではない。例えば、ハウジング２８０を１部材で構成して
もよいし、３以上の部材で構成してもよい。
【０１２４】
　磁性体ユニット２６０は、柱状をなす磁性体２６１と、この磁性体２６１を収容する収
容体２６２とを備えている。本実施の形態では、磁性体２６１は磁石（棒磁石）によって
構成されている。ハウジング２８０における鉤金具１８５と対向する部分（以下、天壁部
２８１という）には、内外に貫通する開口部２８２が形成されており、この開口部２８２
を介して、磁性体ユニット２６０（詳しくは収容体２６２）の一部がハウジング２８０の
外部に突出した状態となっている。
【０１２５】
　磁性体ユニット２６０は、ハウジング２８０内に固定された導体ユニット２７０に対し
て相対移動可能な状態とされている。ハウジング２８０には、磁性体ユニット２６０の移
動を規制する軸受部２８３が設けられている。この軸受部２８３によって、磁性体ユニッ
ト２６０の軸線方向以外の方向への移動が規制された状態となっている。より詳しくは、
磁性体ユニット２６０は、基枠１７１の長手方向と同一の方向、すなわち鉤金具１８５の
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移動方向と同一の方向にのみ移動可能な状態となっている。
【０１２６】
　次に導体ユニット２７０について詳細に説明する。導体ユニット２７０は、導電性を有
するコイル２７１と、そのコイル２７１の取付け対象としてのボビン２７２とを備えてい
る。ボビン２７２がビス等の締結具によってハウジング２８０内部に固定されていること
で、導体ユニット２７０がハウジング２８０に装着された状態となっている。ボビン２７
２は磁性体ユニット２６０の移動方向と同一の方向に延びる略筒状をなし、その外周にコ
イル２７１が螺旋状に巻き付けられている。ボビン２７２の内周面によって区画形成され
た空隙は磁性体２６１の移動領域２７３を構成している。磁性体ユニット２６０が移動領
域２７３を通過することで、磁性体ユニット２６０（詳しくは磁性体２６１）と導体ユニ
ット２７０（詳しくはコイル２７１）との相対位置が変化する構成となっている。このよ
うな相対位置の変位に起因して、コイル２７１に誘導起電力が生じる構成となっている。
すなわち、移動領域２７３は誘導起電力の発生可能領域を構成している。
【０１２７】
　ここで、磁性体ユニット２６０の移動可能な範囲について図１８及び図１９を用いて説
明する。ボビン２７２には、収容体２６２と当たるストッパ部２７４が形成されている。
図１８及び図１９の（ｄ）に示すように、収容体２６２がストッパ部２７４に当たること
で、磁性体ユニット２６０の移動領域２７３の奥側への移動が規制されている。かかる状
態においては、磁性体ユニット２６０のハウジング２８０からの突出量が最小となってい
る。また、収容体２６２には、磁性体ユニット２６０の移動を規制する規制部材としての
ストッパ片２６３が装着されている。図１９の（ｅ）に示すように、ストッパ片２６３が
ハウジング２８０（詳しくは軸受部２８３）と当たることで、磁性体ユニット２６０の鉤
金具１８５側への移動が規制されている。かかる状態においては、磁性体ユニット２６０
のハウジング２８０からの突出量が最大となっている。これらストッパ部２７４やストッ
パ片２６３等によって、磁性体ユニット２６０のストローク（移動範囲）Ｌ１が規定され
ている。
【０１２８】
　上述の如く、磁性体ユニット２６０の一端部（詳しくは収容体２６２の一端部）は、開
口部２８２を介してハウジング２８０から突出している。収容体２６２の突出端には、鉤
金具１８５に当接する当接部２６４が形成されている。当接部２６４は磁性体ユニット２
６０の移動方向と直交する平板状をなしている。一方、鉤金具１８５における当接部２６
４との接触部位には操作部１８６ａが設けられている。操作部１８６ａは、鉤金具１８５
の下端部を折り曲げて形成されており、鉤金具１８５の移動方向に直交する方向に延びる
板状をなしている。これら操作部１８６ａと当接部２６４とは相対向した状態となってい
る。
【０１２９】
　鉤金具１８５は移動可能に設けられており、基枠１７１等に固定されているわけではな
い。鉤受け金具１９０との接触等により、例えば左右方向や前後方向への位置ばらつきが
生じ得る構成となっている。本実施の形態においては、鉤金具１８５の位置ばらつきが想
定される方向において、操作部１８６ａがそれらのばらつきを許容可能な程度の広がりを
有している。具体的には、操作部１８６ａは、左右方向及び前後方向に延びる板状をなし
ている。これにより、鉤金具１８５の当接部２６４に対する相対位置のばらつきを許容し
やすくなっており、両者の接触が担保される構成となっている。
【０１３０】
　また、本実施の形態においては、当接部２６４は磁性体ユニット２６０の移動中心軸線
から放射状に延びる円板状をなしている。このため、磁性体ユニット２６０が回動したと
しても、操作部１８６ａ及び当接部２６４の相対位置がずれにくい構成となっている。す
なわち、磁性体ユニット２６０の移動中心軸線を基準とした回動を許容可能な構成となっ
ている。操作部１８６ａは、磁性体ユニット２６０の動作時の軌道から離れた位置にて当
接部２６４に接触する構成となっている。上述の如く操作部１８６ａは鉤金具１８５に設
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けられており、操作部１８６ａが当接部２６４を押した場合の反力は鉤金具１８５に伝わ
る。かかる場合、操作部１８６ａと当接部２６４との接触部位が前記軌道から離れること
で、反力に起因したモーメントにより鉤金具１８５に位置ずれや変形等の不都合の発生が
生じやすくなるおそれがある。しかしながら、本実施の形態においては、当接部２６４が
鉤金具１８５に向けて延びる構成としたことで、操作部１８６ａと当接部２６４との接触
部位を前記軌道に近づけることが可能となっている。これにより鉤金具１８５の生じるモ
ーメントを低減することができるため、施錠機能を担保しつつ、第１監視装置２５０の操
作部としての機能を付与することができる。
【０１３１】
　当接部２６４の外形は開口部２８２の外形よりも大きく設定されており、当接部２６４
と天壁部２８１との間には、コイルバネ２８５が配置されている。すなわち、コイルバネ
２８５は当接部２６４と天壁部２８１とによって挟まれた状態となっている。なお、収容
体２６２がコイルバネ２８５に挿通された状態となっており、コイルバネ２８５の外れが
抑制されている。
【０１３２】
　このコイルバネ２８５によって、磁性体ユニット２６０がハウジング２８０から突出す
る側に向けて常時付勢された状態となっている。詳しくは、コイルバネ２８５の全長は、
図１９の（ｅ）に示す前記ストッパ片２６３が軸受部２８３に当たった状態における当接
部２６４及び天壁部２８１の隙間寸法Ｃ１よりも大きく設定されている。このため、スト
ッパ片２６３と軸受部２８３とが当たった状態において、すなわち磁性体ユニット２６０
のハウジング２８０からの突出量が最大の状態において、コイルバネ２８５は圧縮されて
おり、磁性体ユニット２６０は鉤金具１８５に向けて付勢された状態となっている。
【０１３３】
　上述の如く、コイルバネ２８５による磁性体ユニット２６０の付勢方向と、コイルバネ
１９３による鉤金具１８５の付勢方向とは逆方向となるように構成されている。コイルバ
ネ２８５の付勢力は、鉤金具１８５を付勢しているコイルバネ１９３の付勢力よりも小さ
く、且つ磁性体ユニット２６０単体を上方に持ち上げることが可能な程度に設定されてい
る。このため、当接部２６４が操作部１８６ａによって押されている状態においては、コ
イルバネ１９３の付勢力が勝ることでコイルバネ２８５が圧縮されることとなる。
【０１３４】
　以下、第１監視装置２５０による遊技機主部１２の開閉検知動作について図１９に基づ
いて説明する。なお、第１監視装置２５０は、遊技機主部１２を閉じる際の施錠装置１７
０（詳しくは鉤金具１８５）の動きに連動して動作する構成であるため、鉤金具１８５の
動きについても併せて説明する。
【０１３５】
　図１９（ａ）遊技機主部１２が開放された状態を示し、図１９（ｂ）は遊技機主部１２
が閉じられる直前の状態を示し、図１９（ｃ）は遊技機主部１２が閉じられた状態（待機
状態）を示し、図１９（ｄ）は図１９（ａ）時の第１監視装置２５０の状態を示し、図１
９（ｅ）は図１９（ｂ）時の第１監視装置２５０の状態を示し、図１９（ｆ）は図１９（
ｃ）時の第１監視装置２５０の状態を示す。遊技機主部１２が開放された後、閉じられる
際には、図１９（ａ），（ｅ）→図１９（ｂ），（ｆ）→図１９（ｃ），（ｇ）の順に施
錠装置１７０及び第１監視装置２５０が動作する。
【０１３６】
　第１監視装置２５０は遊技機主部１２が閉じられた際の施錠装置１７０の動きに連動し
て動作する。具体的には、遊技機主部１２の閉位置への移動（回動）に伴い、鉤金具１８
５も鉤受け金具１９０に向かって移動する。遊技機主部１２が所定の位置に到達すると、
図１９（ａ）に示すように、鉤金具１８５の案内傾斜部１８９ｂが鉤受け金具１９０の当
接部１９０ｃに当たる。
【０１３７】
　遊技機主部１２の移動が継続されることで、鉤金具１８５と鉤受け金具１９０との上下
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方向での相対位置が変化する。詳細には、鉤金具１８５は、案内傾斜部１８９ｂの傾斜に
沿って移動する（上昇する）。かかる場合、鉤金具１８５はコイルバネ１９３の付勢力に
抗して移動することとなる。このように鉤金具１８５が上方に移動することに伴って、操
作部１８６ａも上方に移動する。操作部１８６ａによって押えられていた磁性体ユニット
２６０（詳しくは磁性体２６１）は、コイルバネ２８５の付勢力によって鉤金具１８５の
移動に合わせて上方に移動する。このように、磁性体２６１がコイル２７１から離れる側
に向けて移動することで、磁性体２６１とコイル２７１との相対位置が変化し、コイル２
７１にマイナスの電圧が発生する。なお、鉤金具１８５の移動範囲よりも、磁性体ユニッ
ト２６０の移動範囲は小さく設定されているため、磁性体ユニット２６０の移動は鉤金具
１８５の移動よりも先に止まり、鉤金具１８５及び磁性体ユニット２６０が離間する。
【０１３８】
　鉤金具１８５の上方への移動量が所定量に達すると、図１９（ｂ）に示すように案内傾
斜部１８９ｂの下端部、すなわち鉤部１８９の下端部が保持部１９０ｂに乗り上げた状態
となる。すなわち、鉤金具１８５は、コイルバネ１９３の付勢力に抗して保持部１９０ｂ
により保持された状態となっている。
【０１３９】
　かかる状態から遊技機主部１２が更に移動することで、案内傾斜部１８９ｂが保持部１
９０ｂから離間し、保持状態が解除される。これにより、鉤金具１８５は、自重及びコイ
ルバネ１９３の付勢力によって下方、すなわち第１監視装置２５０に向けて（下方へ）移
動する。鉤金具１８５が遊技機主部１２の閉位置への移動を契機として下方へ移動するこ
とで、操作部１８６ａは当接部２６４に当たる。これにより、鉤金具１８５とともに磁性
体ユニット２６０も同一の方向（下方）へ移動する。故に、磁性体ユニット２６０（詳し
くは磁性体２６１）が移動領域２７３を移動することとなる。このように、コイル２７１
に向けて磁性体２６１が移動することで、磁性体２６１とコイル２７１との相対位置が変
化し、コイル２７１にプラスの電圧が発生する。
【０１４０】
　磁性体ユニット２６０及び鉤金具１８５が所定量移動すると、先ず鉤金具１８５の延出
部１８８が保持部１９０ｂに当たり、鉤金具１８５の移動が停止する。これとほぼ同期し
て、収容体２６２の先端がストッパ部２７４に当たることで、磁性体ユニット２６０の移
動も停止する。このように施錠装置１７０が施錠状態となっている場合、磁性体ユニット
２６０の上方への移動は鉤金具１８５によって規制され、下方への移動はストッパ部２７
４によって規制されている。このため、パチンコ機１０に振動が加わる等した場合であっ
ても、磁性体ユニット２６０が不意に移動し誘導起電力が発生するといった不都合が生じ
にくくなっている。
【０１４１】
　以上詳述したように、遊技機主部１２が閉じられる際には、遊技機主部１２自身に生じ
る閉方向への動力、すなわち作業者によって閉操作されることで遊技機主部１２自体に生
じる閉方向への回転力を、鉤金具１８５を移動させるための契機として利用している。そ
して、遊技機主部１２の回転力とは異なる動力を発生する動力源、すなわちコイルバネ１
９３によって鉤金具１８５が移動する構成としている。このように、遊技機主部１２の回
転力に依存することなく、コイルバネ１９３の付勢力に依存して鉤金具１８５を移動させ
ることで、前記プラス電圧を安定して発生させることが可能となっている。
【０１４２】
　一方、遊技機主部１２が閉じられた状態から、開放される際には、図１９（ｃ），（ｇ
）→図１９（ｂ），（ｆ）→図１９（ａ），（ｄ）の順に施錠装置１７０及び第１監視装
置２５０が動作する。具体的には、前記外部キーの回動操作に伴って鉤金具１８５が上方
に移動する。これにより、操作部１８６ａによって押えられていた磁性体ユニット２６０
（詳しくは磁性体２６１）は、コイルバネ２８５の付勢力によって鉤金具１８５の移動に
合わせて上方に移動する。このように磁性体２６１がコイル２７１から離れる側に向けて
移動することで、磁性体２６１とコイル２７１との相対位置が変化し、コイル２７１にマ
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イナスの電圧が発生する。かかる状態で、遊技機主部１２を開放方向に回動操作させるこ
とで、鉤部１８９の下端部が保持部１９０ｂに乗り上げた状態となる。すなわち、鉤金具
１８５は、コイルバネ１９３の付勢力に抗して保持部１９０ｂにより保持された状態とな
る（図１９（ｂ）参照）。遊技機主部１２が開放方向へ更に回動することで、鉤金具１８
５は、案内傾斜部１８９ｂの傾斜に沿って徐々に移動する（詳しくは下降する）。これに
より、鉤金具１８５とともに磁性体ユニット２６０も同一の方向（下方）へ移動し、磁性
体２６１とコイル２７１との相対位置が変化し、コイル２７１にプラスの電圧が発生する
。本実施の形態においては特に、鉤金具１８５は案内傾斜部１８９ｂに沿って徐々に降下
することで、磁性体２６１とコイル２７１との相対位置の急激な変化が抑えられている。
すなわち、プラスの電圧の発生が大きくなりにくくなっている。これにより、遊技機主部
１２を閉じる際に発生するプラスの電圧と比較して、遊技機主部１２が開放される際に発
生するプラス電圧の方が大きくなることを抑制している。
【０１４３】
　また、上述したように、外部キーによって遊技機主部１２を開放する際には、連動杆１
７４が移動することに伴って鉤金具１８５の位置が施錠解除位置に移動する構成となって
いる。すなわち、鉤金具１８５が施錠解除位置に移動した状態においては、連動杆１７４
の位置も施錠解除位置に移動した状態となる。このため、鉤金具１８５がコイルバネ１９
３の付勢力によって元の位置に戻ろうとする際には、当該鉤金具１８５に連なって連動杆
１７４も移動することとなる。つまり、外部キーによって解錠した場合には、鉤金具１８
５は、プラスの電圧を発生する方向へ連動杆１７４を引き連れて移動することとなる。以
上詳述したように、遊技機主部１２を閉じる際には、コイルバネ１９３の付勢力によって
鉤金具１８５のみが移動される一方、外部キー操作によって遊技機主部１２を開放する際
には、コイルバネ１９３の付勢力によって鉤金具１８５及び連動杆１７４が移動される。
このように、付勢力によって移動する対象が増えることで、鉤金具１８５の変位速度が大
きくなりにくくなっている。換言すれば、コイルバネ１９３の付勢力によって移動される
対象が増えることで、プラス電力の発生が抑えられやすくなっている。
【０１４４】
　ここで、第１監視装置２５０が動作する際の、遊技機主部１２及び外枠１１の相対位置
について説明する。施錠装置１７０及び第１監視装置２５０は、遊技機主部１２が外枠１
１に対して閉じた状態で、外枠１１の内側に配置されている。換言すれば、施錠装置１７
０及び第１監視装置２５０は、遊技機主部１２と外枠１１との境界部位よりも後方に配置
されている。より詳細に説明すると、樹脂ベース７１には、施錠装置１７０を搭載するた
めの取付段差部７１ｂがパチンコ機１０の後方に張り出した状態で形成されており、この
取付段差部７１ｂによって、施錠装置１７０が遊技機主部１２と外枠１１との境界部位よ
りも後方に配置される構成となっている。取付段差部７１ｂによって遊技機主部１２（詳
しくは樹脂ベース７１）と外枠１１とが前後に重なった状態となる。この重なり量は、鉤
金具１８５の動作に要する遊技機主部１２の変位量、具体的には遊技機主部１２の回動先
端部位における前後方向の変位量よりも大きく設定されている。このため、鉤金具１８５
及び鉤受け金具１９０が図１９（ａ）→図１９（ｂ）→図１９（ｃ）に示す施錠状態に移
行される際には、パチンコ機１０の側方等からの施錠装置１７０及び第１監視装置２５０
へのアクセスが困難なものとなっている。
【０１４５】
　第２監視装置２９０も第１監視装置２５０と同様に、ハウジング２９１，磁性体ユニッ
ト２９２（磁性体２９３）及び導体ユニット２９４（コイル２９５）を備えている。基枠
１７１には、第２監視装置２９０を設置する設置部１７１ｄが形成されており、第２監視
装置２９０はこの設置部１７１ｄにビス等の締結具によって固定されている。また、第２
監視装置２９０は第１監視装置２５０と上下逆になった状態で配置されている。すなわち
、磁性体ユニット２９２は下方に配置された鉤受け部材１８０向けて突出しており、その
動作方向が第１監視装置２５０の動作方向と逆向きに設定されている。このように、第２
監視装置２９０の構成は第１監視装置２５０の構成と同様であり、その取付方向のみが異
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なっている。
【０１４６】
　第２監視装置２９０の動作自体は、第１監視装置２５０と同様であるが、それに付随す
る施錠装置１７０の動作が若干異なる。以下、施錠装置１７０の動作に伴う第２監視装置
２９０の動作について簡単に説明する。前扉枠１４が閉じられる際には、当該前扉枠１４
の鉤金具６３の閉方向への移動に基づいて施錠装置１７０の鉤受け部材１８０が変位する
。具体的には、鉤金具６３の案内傾斜部６５ａが鉤受け部材１８０の当接部１８３ａに当
たることで、鉤受け部材１８０は、その案内傾斜部６５ａに沿って第２監視装置２９０か
ら離れる方向（下方）に移動する。これにより、第２監視装置２９０の磁性体ユニット２
９２及び導体ユニット２９４の相対位置が変化し、第２監視装置２９０においてマイナス
の電圧が生成される。前扉枠１４が閉位置に向かって更に移動することで、鉤金具６３の
保持部と鉤受け部材１８０の接触部１８３ｂとが当接した状態、すなわち鉤受け部材１８
０が鉤金具６３によって保持された状態となる。かかる状態においては、鉤受け部材１８
０は第２監視装置２９０から完全に離間した状態となっており、第２監視装置２９０の磁
性体ユニット２９２がハウジング２９１から最も突出した状態となっている（図１９（ｂ
）及び（ｅ）に類似した状態）。前扉枠１４の閉位置への到達に伴って、鉤受け部材１８
０の保持状態が解除され、コイルバネ１９２の付勢力によって鉤受け部材１８０が変位前
の位置に向かって移動する。これにより、第２監視装置２９０の磁性体ユニット２９２が
ハウジング２９１内に押し込まれ、プラスの電圧が発生する。
【０１４７】
　また、図３等に示すように、第１監視装置２５０及び第２監視装置２９０の間には中継
基板３００が設けられている。中継基板３００はビス等の締結手段によって基枠１７１の
基枠固定部１７１ａに固定されている。中継基板３００には両監視装置２５０，２９０か
らの図示せぬ配線（ハーネス）が接続されており、中継基板３００は主制御装置１６２に
図示せぬ配線を介して接続されている。これらの各配線等の詳細は後述する。
【０１４８】
　次に、パチンコ機１０の電気的構成について、図２０のブロック図に基づいて説明する
。図２０では、電力の供給ラインを二重線矢印で示し、信号ラインを実線矢印で示す。
【０１４９】
　主制御装置１６２に設けられた主制御基板３０１には、主制御回路３０２と停電監視回
路３０３（電断監視回路）とが内蔵されている。主制御回路３０２には、ＣＰＵ３１０が
搭載されている。
【０１５０】
　ＣＰＵ３１０には、当該ＣＰＵ３１０により実行される各種の制御プログラムや固定値
データを記憶したＲＯＭ３１２（不揮発性情報記憶手段）と、そのＲＯＭ３１２内に記憶
される制御プログラムの実行に際して各種のデータ等を一時的に記憶するためのメモリで
あるＲＡＭ３１３（揮発性情報記憶手段）と、割込回路やタイマ回路、データ入出力回路
などの各種回路が内蔵されている。なお、ＣＰＵ３１０、ＲＯＭ３１２及びＲＡＭ３１３
がそれぞれ個別に１チップ化された構成としてもよい。これは、他の制御装置のＣＰＵに
おいても同様である。
【０１５１】
　ＲＡＭ３１３は、パチンコ機１０の電源の遮断後においても電源及び発射制御装置２４
３に設けられた電源及び発射制御基板３１４からデータ記憶保持用電力が供給されてデー
タが保持される構成となっている。
【０１５２】
　ＣＰＵ３１０には、入力ポート及び出力ポートがそれぞれ設けられている。ＣＰＵ３１
０の入力側には、主制御基板３０１に設けられた停電監視回路３０３，払出制御装置２４
２に設けられた払出制御基板３１５，後述するカウンタ回路及びその他図示しないスイッ
チ群などが接続されている。この場合に、停電監視回路３０３には電源及び発射制御基板
３１４が接続されており、ＣＰＵ３１０（主制御回路３０２）には停電監視回路３０３を
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介して電力が供給される。
【０１５３】
　一方、ＣＰＵ３１０の出力側には、停電監視回路３０３、払出制御基板３１５及び中継
端子板３１６が接続されている。払出制御基板３１５には、賞球コマンドなどといった各
種コマンドが出力される。中継端子板３１６を介して主制御回路３０２から音声ランプ制
御装置１４３に設けられた音声ランプ制御基板３１７に対して各種コマンドなどが出力さ
れる。
【０１５４】
　停電監視回路３０３は、主制御回路３０２と電源及び発射制御基板３１４とを中継し、
また電源及び発射制御基板３１４から出力される最大電圧である直流安定２４ボルトの電
圧を監視する。そして、この電圧が２２ボルト未満になると電源遮断の発生と判断し、主
制御回路３０２に対して停電信号を送信する。主制御回路３０２では、この停電信号の入
力を確認することにより、その確認結果に基づいて後述する停電時処理（電断時処理）を
実行する。
【０１５５】
　払出制御基板３１５は、払出装置２２４により賞球や貸し球の払出制御を行うものであ
る。演算装置であるＣＰＵ３３８は、そのＣＰＵ３３８により実行される制御プログラム
や固定値データ等を記憶したＲＯＭ３３９と、ワークメモリ等として使用されるＲＡＭ３
４０とを備えている。
【０１５６】
　払出制御基板３１５のＲＡＭ３４０は、主制御回路３０２のＲＡＭ３１３と同様に、パ
チンコ機１０の電源の遮断後においても電源及び発射制御基板３１４からデータ記憶保持
用電力が供給されてデータが保持される構成となっている。
【０１５７】
　払出制御基板３１５のＣＰＵ３３８には、入出力ポートが設けられている。ＣＰＵ３３
３３８の入力側には、主制御回路３０２、電源及び発射制御基板３１４、及び裏パック基
板２２９が接続されている。また、ＣＰＵ３３８の出力側には、主制御回路３０２及び裏
パック基板２２９が接続されている。
【０１５８】
　電源及び発射制御基板３１４は、電源部３１４ａと発射制御部３１４ｂとを備えている
。電源部３１４ａは、例えば、遊技ホール等における商用電源（外部電源）に接続されて
いる。そして、その商用電源から供給される外部電力に基づいて主制御回路３０２や払出
制御基板３１５等に対して各々に必要な動作電力を生成するとともに、その生成した動作
電力を二重線矢印で示す経路を通じて主制御回路３０２や払出制御基板３１５等に対して
供給する。その概要としては、電源部３１４ａは、裏パック接続基板２２９を介して供給
される交流２４ボルト電源を取り込み、各種スイッチやモータ等を駆動するための＋１２
Ｖ電力、ロジック用の＋５Ｖ電力などを生成し、これら＋１２Ｖ電力、＋５Ｖ電力を主制
御回路３０２や払出制御基板３１５やカウンタ回路等に対して供給する。
【０１５９】
　発射制御部３１４ｂは、遊技者による遊技球発射ハンドル４１の操作にしたがって遊技
球発射機構１１０の発射制御を担うものであり、遊技球発射機構１１０は所定の発射条件
が整っている場合に駆動される。
【０１６０】
　また、電源及び発射制御基板３１４には、電断時用電源手段としてデータ記憶保持用コ
ンデンサ３２１ｃが搭載されている。データ記憶保持用コンデンサ３１４ｃには、電源部
３１４ａが接続されており、パチンコ機１０の電源がＯＮ状態の場合（外部電源からの電
力供給が行われている場合）には充電される。また、データ記憶保持用コンデンサ３１４
ｃは主制御回路３０２におけるＣＰＵ３１０のＶＢＢ端子に接続されており、パチンコ機
１０の電源がＯＦＦ状態の場合や商用電源における停電発生時等といった電源遮断状態（
外部電源からの電力供給が遮断されている場合）では、データ記憶保持用コンデンサ３１
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４ｃから放電されＲＡＭ３１３に対してデータ記憶保持用電力が供給される。よって、か
かる状況であっても、データ記憶保持用コンデンサ３１４ｃからデータ記憶保持用電力が
供給されている間はＲＡＭ３１３に記憶されたデータが消去されることなく保持される。
【０１６１】
　ちなみに、データ記憶保持用コンデンサ３１４ｃに充電された電力は主制御回路３０２
のＲＡＭ３１３やその他のＲＡＭにおいてデータを記憶保持するために用いられ、電動ア
クチュエータなどの機器を動作させるためには用いられない。また、データ記憶保持用コ
ンデンサ３１４ｃの容量は比較的大きく確保されており、電源遮断前にＲＡＭ３１３に記
憶されていた情報は所定の期間内（例えば、１日や２日）保持される。また、電断時用電
源手段は、データ記憶保持用コンデンサに限定されることはなく、バッテリや非充電式電
池などであってもよい。非充電式電池の場合、パチンコ機１０の電源がＯＮ状態の際に電
断時用電源手段への蓄電を行う必要はないが、定期的に交換する必要が生じる。
【０１６２】
　また、電源及び発射制御基板３１４には、上記データ記憶保持用コンデンサ３１４ｃと
は異なる停電時処理用コンデンサが設けられている。電源及び発射制御基板３１４では、
直流安定２４ボルトの電源が２２ボルト未満になった後においても、停電時処理用コンデ
ンサから放電することにより、後述する停電時処理の実行に十分な時間の間、制御系の駆
動電源である５ボルトの出力を正常値に維持するように構成されている。これにより、主
制御回路３０２などは、停電時処理を正常に実行し完了することができる。
【０１６３】
　音声ランプ制御基板３１７は、各種ランプ部２３～２５やスピーカ部２６、及び表示制
御装置３１８を制御するものである。演算装置であるＣＰＵ３４１は、そのＣＰＵ３４１
により実行される制御プログラムや固定値データ等を記憶したＲＯＭ３４２と、ワークメ
モリ等として使用されるＲＡＭ３４３とを備えている。
【０１６４】
　音声ランプ制御基板３１７のＣＰＵ３４１には入出力ポートが設けられている。ＣＰＵ
３４１の入力側には中継端子板３１６に中継されて主制御回路３０２が接続されており、
主制御回路３０２から出力される各種コマンドに基づいて、各種ランプ部２３～２５、ス
ピーカ部２６、及び表示制御装置３１８を制御する。表示制御装置３１８は、音声ランプ
制御基板３１７から入力する表示コマンドに基づいて図柄表示装置９１を制御する。
【０１６５】
　本実施の形態では、遊技機主部１２及び前扉枠１４の開閉検知に関して特徴的な構成を
備えている。そこで、この特徴的な構成について図２１に示すブロック回路図に基づき説
明する。なお、第１監視装置２５０に付随する構成及び第２監視装置２９０に付随する構
成は同様のものとなっている。故に、ここでは、第１監視装置２５０に付随する構成につ
いて詳細に説明し、後に第２監視装置２９０に付随する構成について簡潔に説明する。
【０１６６】
　上述の如く、第１監視装置２５０は電導性を有するコイル２７１を備えている。コイル
２７１の一方の端部は鉄製の施錠装置１７０に接地（アース）されている。コイル２７１
の他方の端部は、信号線ＬＮ１を介して中継基板３００に接続されている。信号線ＬＮ１
は第１監視装置２５０に設けられたコネクタＣＮ１と中継基板３００に設けられたコネク
タＣＮ２とに着脱自在に取り付けられている。なお、信号線ＬＮ１をコネクタを介するこ
となく、ハンダ等の固着手段によって取り付ける構成とすることも可能である。
【０１６７】
　中継基板３００は、ハーネスＨを介して主制御装置１６２の主制御基板３０１に接続さ
れている。より具体的には、ハーネスＨは、中継基板３００に設けられたコネクタＣＮ３
と、主制御基板３０１に設けられたコネクタＣＮ４とに着脱自在に取り付けられている。
第１監視装置２５０から出力された信号は、ハーネスＨを構成する信号線ＬＮ２を介して
主制御基板３０１に入力される構成となっている。
【０１６８】
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　主制御基板３０１は、電源線ＥＬＮ１を介して、電源装置２４３の電源部３１４ａに繋
がっている。この電源線ＥＬＮ１によって、電源部３１４ａからの電力が主制御基板３０
１に供給される。電源線ＥＬＮ１を介して供給される電力は、主制御基板３０１内にて、
ＣＰＵ３１０の動作用電力と、第１カウンタ回路３２０の動作用電力とに大別されている
。ＣＰＵ３１０用に分岐された電力によって、同ＣＰＵ３１０が動作し後述する各種処理
が実行される。
【０１６９】
　以下、第１カウンタ回路３２０について詳細に説明する。第１カウンタ回路３２０は、
第１監視装置２５０から信号線ＬＮ１，ＬＮ２を介して所定の信号が入力された回数をカ
ウントするカウンタ機能を備えている。より具体的には、カウンタはＴフリップフロップ
３２１，３２２より構成されており、第１監視装置２５０からの信号が入力される第１Ｔ
フリップフロップ３２１と、その第１Ｔフリップフロップ３２１の出力が入力される第２
Ｔフリップフロップ３２２とが直列接続されている。
【０１７０】
　第１Ｔフリップフロップ３２１とコネクタＣＮ４との間には、ツェナーダイオード３２
３が、第１監視装置２５０に対して逆バイアスとなるように接続されている。ツェナーダ
イオード３２３は接地されており、このツェナーダイオード３２３によって電圧の安定化
が図られている。具体的には、第１監視装置２５０において所定の値よりも大きなプラス
電圧が発生した場合、そのプラス電圧はツェナーダイオード３２３によって所定の大きさ
に抑えられる。これにより、過度に大きなプラス電圧が第１Ｔフリップフロップ３２１に
入力されるといった不都合が回避されている。本実施の形態においては特に、施錠装置１
７０の動作に伴う電磁誘導によって発生する電圧を開閉検知信号として使用している。上
述の如く、ツェナーダイオード３２３を用いることで、施錠装置１７０の動作ばらつきに
伴う想定以上の大きさの電圧が第１Ｔフリップフロップ３２１に入力されることを回避し
ている。これにより、第１Ｔフリップフロップ３２１の保護を図っている。
【０１７１】
　また、電磁誘導によって発生する電圧は、施錠装置１７０の動作方向によって正負が逆
転し得る。具体的には、上述したように、コイル２７１に向けて磁性体２６１が移動する
ことでプラス電圧が発生し、コイル２７１から遠ざかる方向に磁性体２６１が移動するこ
とでマイナス電圧が発生する。第１監視装置２５０においてマイナス電圧が発生した場合
には、接地されたツェナーダイオード３２３を介してコイル２７１に電流が流れ、第１Ｔ
フリップフロップ３２１にマイナス電圧が入力されにくくなっている。
【０１７２】
　第１Ｔフリップフロップ３２１は、上記電圧が入力されるＣ入力端子３２１ａと、前記
電源線ＥＬＮ１からの供給電力が入力されるＴ入力端子３２１ｂと、第１Ｔフリップフロ
ップ３２１の動作結果を出力するＱ出力端子３２１ｃとを備えている。Ｃ入力端子３２１
ａから入力された電圧と、Ｔ入力端子３２１ｂにて検出された入力電圧（ＨＩレベル又は
ＬＯＷレベル）に応じてＱ出力端子３２１ｃからの出力信号、すなわちＱ出力端子３２１
ｃに生じる電圧が変化する構成となっている。より詳細には、Ｔ入力端子３２１ｂにて検
出された入力電圧がＨＩレベルの場合、Ｃ入力端子３２１ａから入力される電圧の立下が
りに基づいて、Ｑ出力端子３２１ｃからの出力信号がＨＩレベル及びＬＯＷレベルで切り
替えられる。このようにして設定された出力信号は、Ｑ出力端子３２１ｃを介して、ＣＰ
Ｕ３１０の入力ポート及び第２Ｔフリップフロップ３２２に出力される。
【０１７３】
　第２Ｔフリップフロップ３２２は、第１Ｔフリップフロップ３２１と同様の構成を有し
ている。具体的には、第１Ｔフリップフロップ３２１のＱ出力端子３２１ｃと接続されて
いるＣ入力端子３２２ａと、電源線ＥＬＮ１からの供給電力が入力されるＴ入力端子３２
２ｂと、第２Ｔフリップフロップ３２２の動作結果を出力するＱ出力端子３２２ｃとを備
えている。Ｃ入力端子３２２ａから入力された信号と、Ｔ入力端子３２２ｂにて検出され
た入力電圧（ＨＩレベル又はＬＯＷレベル）とに応じてＱ出力端子３２２ｃからの信号（
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具体的にはＱ出力端子３２２ｃにおける電圧）がＨＩレベルとＬＯＷレベルとで切り替え
られる構成となっている。Ｑ出力端子３２２ｃから出力された信号はＣＰＵ３１０の入力
ポートに出力される。このようにして、各Ｔフリップフロップ３２１，３２２からの出力
信号がそれぞれＣＰＵ３１０に入力されることで、ＣＰＵ３１０にて第１カウンタ回路３
２０の状態（詳しくはカウント回数）が把握される構成となっている。
【０１７４】
　また、第１カウンタ回路３２０にはコンデンサ３２４が設けられている。コンデンサ３
２４は、パチンコ機１０の電源がＯＮの状態において、電源線ＥＬＮ１から電力が供給さ
れ、蓄電された状態となる。一方、電源の供給がＯＦＦの状態においては、コンデンサ３
２４が放電することで、各Ｔフリッププロップ３２１，３２２に駆動用電力が供給される
構成となっている。なお、コンデンサ３２４の容量は比較的大きく確保されており、各Ｔ
フリップフロップ３２１，３２２を所定の期間（例えば、１日や２日）駆動可能な状態で
維持することが可能となっている。
【０１７５】
　電源線ＥＬＮ１におけるコンデンサ３２４と電源装置２４３との間には、ダイオード３
２５がコンデンサ３２４に対して逆バイアスとなるように接続されている。より詳しくは
、ダイオード３２５はコンデンサ３２４とＣＰＵ３１０との間に配されており、このダイ
オード３２５によってコンデンサ３２４に蓄積された電荷がＣＰＵ３１０等に供給される
ことが回避されている。すなわち、コンデンサ３２４に蓄えられた電荷は第１カウンタ回
路３２０（詳しくは各Ｔフリップフロップ３２１，３２２）にのみ供給される構成となっ
ている。
【０１７６】
　次に、第１カウンタ回路３２０が動作する際の一連の流れの具体例について図２２に基
づき詳しく説明する。図２２は第１カウンタ回路３２０からの検知信号パターンの切り替
わりタイミングを説明するための説明図である。図２２の上段部分には、遊技機主部１２
の外枠１１に対する開閉動作が簡略化して示されており、その下方には遊技機主部１２の
開閉動作に伴う第１監視装置２５０の動作が簡略化して示されている。なお、第１監視装
置２５０において磁性体ユニット２６０が上限位置まで上昇した状態をＵＰ、下限位置ま
で下降した状態をＤＯＷＮとしている。
【０１７７】
　図２２（ａ）は遊技機主部１２の開動作に伴う第１カウンタ回路３２０の動作を示し、
図２２（ｂ）は遊技機主部１２の閉動作に伴う第１カウンタ回路３２０の動作を示し、図
２２（ｃ）は遊技機主部１２の２度目の閉動作に伴う第１カウンタ回路３２０の動作を示
し、図２２（ｄ）は遊技機主部１２の３度目の閉動作に伴う第１カウンタ回路３２０の動
作を示す。なお、第１カウンタ回路３２０の動作は、電源ＯＮ時及び電源ＯＦＦ時におい
て共通であるため、以下電源ＯＦＦ時の動作について詳細に説明し、後に電源ＯＮ時の動
作について簡潔に説明する。
【０１７８】
　図２２（ａ）に示すように、遊技機主部１２が外枠１１に対して閉じられている状態に
おいて操作キーＫにより解錠操作がなされることに起因して、第１監視装置２５０にマイ
ナス電圧が発生する。このマイナス電圧は前記ツェナーダイオード３２３によって抑えら
れ、Ｃ入力端子３２１ａに入力される電圧の変化が抑制されている。解錠操作後に遊技機
主部１２が回動操作されると、第１監視装置２５０にはプラス電圧が発生する。このプラ
ス電圧の発生に基づいてＣ入力端子３２１ａにおける電圧に変化が生じる。かかる状態に
おいては、コンデンサ３２４によってＴ入力端子３２１ｂに所定の電圧が与えられている
。すなわち、Ｔ入力端子３２１ｂにおける電圧がＨＩレベルで維持されている。Ｔ入力端
子３２１ｂの電圧がＨＩレベルであることを条件として、Ｑ出力端子３２１ｃからの出力
信号の変更が許可された状態となっている。具体的には、Ｃ入力端子３２１ａにおける電
圧の変化、詳しくは電圧の立下りに基づいて、Ｑ出力端子３２１ｃからの出力信号パター
ンをＬＯＷレベルとＨＩレベルとの２つの状態に切替可能となっている。例えば、本実施
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の形態においては開放動作前のＱ出力端子３２１ｃからの信号がＬＯＷレベルとなってい
るため、これをＨＩレベルに切替可能となっている。
【０１７９】
　第１Ｔフリップフロップ３２１には、Ｃ入力端子３２１ａにおけるノイズを信号と誤認
することを回避し、所望とする電圧の変化のみを信号として認識するための閾値（詳しく
は電圧の下限値）が設定されている。上述したように、遊技機主部１２の開動作に伴って
発生するプラス電圧は大きくなりにくくなっており、その電圧が予め設定された閾値以下
であることを条件として、Ｑ出力端子３２１ｃからの出力信号の変更は見送られる。すな
わち、Ｑ出力端子３２１ｃからの出力信号はＬＯＷレベルのまま保持される。
【０１８０】
　Ｑ出力端子３２１ｃからの出力信号は、第２Ｔフリップフロップ３２２のＣ入力端子３
２１ａに入力されている。第２Ｔフリップフロップ３２２も第１Ｔフリップフロップ３２
１と同様にＴ入力端子３２２ｂの電圧がコンデンサ３２４によってＨＩレベルに維持され
ていることに基づいて、Ｑ出力端子３２２ｃからの出力信号の変更が許可された状態とな
っている。具体的にはＣ入力端子３２１ａにおける電圧の変化、詳しくは電圧の立下りに
基づいてＱ出力端子３２１ｃからの出力信号パターンをＬＯＷレベルとＨＩレベルとで切
替可能となっている。例えば、本実施の形態においては開放動作前のＱ出力端子３２２ｃ
からの信号がＬＯＷレベルとなっているため、これをＨＩレベルに切替可能となっている
。しかしながら、Ｃ入力端子３２１ａの信号がＬＯＷレベルのまま維持されていること、
すなわち信号の立下りが無いことで、Ｑ出力端子３２１ｃからの出力信号の切り替えは見
送られる。
【０１８１】
　遊技機主部１２が開放状態から閉方向に回動された場合、先ず第１監視装置２５０にて
マイナスの電圧が発生する（図２２（ｂ）参照）。このマイナス電圧は前記ツェナーダイ
オード３２３によって抑えられ、Ｃ入力端子３２１ａに入力される電圧の変化が抑制され
ている。遊技機主部１２が閉位置まで回動されると、第１監視装置２５０にてプラスの電
圧が発生する。このプラス電圧が前記閾値を超えていること、及びＴ入力端子３２１ｂの
電圧がＨＩレベルであることを条件として、プラス電圧の立下りに基づき第１Ｔフリップ
フロップ３２１のＱ出力端子３２１ｃからの出力信号がＬＯＷレベルからＨＩレベルに切
り替えられる。このＱ出力端子３２１ｃの信号レベルの変化、及びＴ入力端子３２１ｂの
電圧がＨＩレベルであることを条件として、第２Ｔフリップフロップ３２２のＱ出力端子
３２２ｃからの出力信号の切替の可否が判定される。詳しくはＣ入力端子３２２ａにおけ
る入力信号はＬＯＷレベルからＨＩレベルへの立ち上がっており、信号の立下りが確認さ
れないため、Ｑ出力端子３２２ｃからの出力信号の切替は見送られる。すなわち、Ｑ出力
端子３２２ｃからの出力信号はＬＯＷレベルのまま維持される。すなわち、遊技機主部１
２の１度目の開放を検知することで、第１Ｔフリップフロップ３２１から出力される信号
はＬＯＷレベルからＨＩレベルに切り替えられ、第２Ｔフリップフロップ３２２から出力
される信号はＬＯＷレベルのまま維持される。
【０１８２】
　なお、遊技機主部１２の２度目の開放動作がなされた場合における各Ｔフリップフロッ
プ３２１，３２２の動作については、上述した１度目の開放がなされた場合の動作と同様
であるため、説明を割愛する。
【０１８３】
　図２２（ｃ）に示すように、遊技機主部１２が２度目の開放の後に再度閉じられた際に
は、１度目の閉動作時と同様にマイナス電圧及びプラス電圧が発生する。Ｔ入力端子３２
１ｂの電圧がＨＩレベルであることを条件として、第１Ｔフリップフロップ３２１のＱ出
力端子３２１ａからの出力信号がプラス電圧の立ち下がりに基づきＨＩレベルからＬＯＷ
レベルに切り替えられる。かかる信号の変化、具体的には信号の立下りと、Ｔ入力端子３
２１ｂの電圧がＨＩレベルであることとを条件として、第２Ｔフリップフロップ３２２の
Ｑ出力端子３２２ｃからの出力信号はＬＯＷレベルからＨＩレベルに切り替えられる。す
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なわち、遊技機主部１２の２度目の開放を検知することで、第１Ｔフリップフロップ３２
１から出力される信号はＬＯＷレベルに切り替わるとともに第２Ｔフリップフロップ３２
２から出力される信号はＨＩレベルに切り替わる。
【０１８４】
　次に、遊技機主部１２の３度目の開閉動作に基づく各Ｔフリップフロップ３２１，３２
２の動作について説明する。なお、開放動作に伴う各Ｔフリップフロップ３２１，３２２
の動作については、上述した１度目の開放時の動作と同様となるため、説明を割愛する。
【０１８５】
　図２２（ｄ）に示すように、遊技機主部１２が３度目の開放の後、再び閉じられた際に
は、１度目及び２度目の閉動作時と同様にマイナス電圧及びプラス電圧が発生する。Ｔ入
力端子３２１ｂの電圧がＨＩレベルであることを条件として、第１Ｔフリップフロップ３
２１のＱ出力端子３２１ａからの出力信号が、プラス電圧の立ち下がりに基づきＬＯＷレ
ベルからＨＩレベルに切り替えられる。第２Ｔフリップフロップ３２２のＱ出力端子３２
２ｃからの出力信号は、第１Ｔフリップフロップ３２１からの出力信号が立ち下がりとな
ることで、ＨＩレベルのまま維持される。すなわち、遊技機主部１２の３度目の開放を検
知することで、第１Ｔフリップフロップ３２１から出力される信号はＬＯＷレベルからＨ
Ｉレベルに切り替えられ、第２Ｔフリップフロップ３２２から出力される信号はＨＩレベ
ルのまま維持される。
【０１８６】
　遊技機主部１２の４度目の開放を当該遊技機主部１２の閉動作に基づき検知した場合、
第１Ｔフリップフロップ３２１から出力される信号はＬＯＷレベルに切り替わるとともに
、第２Ｔフリップフロップ３２２から出力される信号もＬＯＷレベルに切り替わる。これ
により図２２（ａ），（ｂ）に示す状態と同一の状態に復帰する。すなわち、遊技機主部
１２の開放を４度検知することで、各Ｔフリップフロップ３２１，３２２からの出力の態
様が（ｂ）→（ｃ）→（ｄ）→（ｂ）を１サイクルとして変化する。なお、５度目以降の
遊技機主部１２の開放においては、遊技機主部１２が開放される度に、上記サイクルに基
づいて各Ｔフリップフロップ３２１，３２２からの出力の態様が切り替えられる。
【０１８７】
　以上詳述した第１カウンタ回路３２０の動作態様は、電源ＯＮ時においても同様となる
。より詳細には、電源ＯＮ時に各Ｔ入力端子３２１ｂ，３２２ｂに生じる電圧が、コンデ
ンサ３２４ではなく電源装置装置２４３によるものであることのみが相違しており、各Ｔ
フリップフロップ３２１，３２２からの出力の態様は電源ＯＦＦ時と同様に（ｂ）→（ｃ
）→（ｄ）→（ｂ）の順に切り替えられる。
【０１８８】
　ここで、第２カウンタ回路３３０及びそれに付随する構成について簡単に説明する。
【０１８９】
　上述の如く、第２監視装置２９０は伝導性を有するコイル２９５を備えており、コイル
２９５の一方の端部は鉄製の施錠装置１７０に接地（アース）されている。コイル２９５
の他方の端部は、信号線ＬＮ３を介して中継基板３００に接続されている。信号線ＬＮ３
は第１監視装置２５０に設けられたコネクタＣＮ５と中継基板３００に設けられたコネク
タＣＮ６とに着脱自在に取り付けられている。上述したハーネスＨは信号線ＬＮ４を有し
、この信号線ＬＮ４を介して第２監視装置２９０からの信号が主制御基板３０１（具体的
には第２カウンタ回路３３０）に供給される。
【０１９０】
　第２カウンタ回路３３０には、第１カウンタ回路３２０と同様に、Ｔフリップフロップ
３３１，３３２及びツェナーダイオード３３３が設けられている。また、第２カウンタ回
路３３０も電源線ＥＬＮ１からの電力が分岐して供給される構成となっている。具体的に
は、両カウンタ回路３２０，３３０は並列配置されている。第２カウンタ回路３３０には
、コンデンサ３２４と別体のコンデンサ３３４が設けられており、このコンデンサ３３４
によって、電源装置２４３からの電力供給がＯＦＦの状態における各Ｔフリップフロップ
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３３１，３３２の駆動電力が確保されている。また、コンデンサ３３４にはダイオード３
３５が接続されており、このダイオード３３５によってコンデンサ３３４に蓄えられた電
荷が第２カウンタ回路３３０（詳しくはＴフリップフロップ３３１，３３２）にのみ供給
される構成となっている。
【０１９１】
　次に、主制御装置１６２のＣＰＵ３１０により実行される各制御処理を図２３～図２６
のフローチャート等を参照しながら説明する。かかるＣＰＵ３１０の処理としては大別し
て、電源投入に伴い起動されるメイン処理と、定期的に（本実施形態では２ｍｓｅｃ周期
で）起動されるタイマ割込み処理と、ＮＭＩ端子（ノンマスカブル端子）への停電信号の
入力により起動されるＮＭＩ割込み処理とがあり、説明の便宜上、はじめにＮＭＩ割込み
処理とタイマ割込み処理とを説明し、その後メイン処理を説明する。
【０１９２】
　図２３は、ＮＭＩ割込み処理であり、当該処理は、停電の発生等によるパチンコ機１０
の電源遮断時に実行される。すなわち、停電の発生等によりパチンコ機１０の電源が遮断
されると、停電信号が停電監視回路３０３からＣＰＵ３１０のＮＭＩ端子に出力され、Ｃ
ＰＵ３１０は実行中の制御を中断してＮＭＩ割込み処理を開始する。ＮＭＩ割込み処理で
は、ステップＳ１０１にてＲＡＭ３１３に設けられた停電フラグ格納エリアに停電フラグ
をセットし、本処理を終了する。その後、後述する通常処理にて停電フラグがセットされ
ていることが確認されることで、停電時処理が実行される。
【０１９３】
　次に、タイマ割込み処理について図２４のフローチャートを用いて説明する。
【０１９４】
　ステップＳ２０１では、各種スイッチや払出制御基板３１５などからの信号読み込み処
理を実行し、その後ステップＳ２０２にて始動入賞処理を実行する。
【０１９５】
　始動入賞処理では、作動口スイッチ１５４から入力した信号に基づいて、遊技球が作動
口８４に入賞したか否かを判定する。そして、遊技球が作動口８４に入賞している場合に
は、第１特定ランプ部９３及び図柄表示装置９１の作動保留球数が上限値未満であること
を条件として、その入賞に対して大当たりを発生させるか否かの指標となるカウンタ値の
ＲＡＭ３１３への格納処理を実行する。当該カウンタ値が大当たりの発生に対応した値で
ある場合には、その入賞に対応した遊技回において大当たりが発生することとなる。つま
り、始動入賞処理において、大当たりといった特別遊技状態への移行抽選機能（移行判定
手段）が果たされる。
【０１９６】
　始動入賞処理の後、ＣＰＵ３１０は本タイマ割込み処理を一旦終了する。なお、タイマ
割込み処理において、大当たりを発生させるか否かの指標となるカウンタ値を更新する処
理なども実行するようにしてもよい。
【０１９７】
　次に、電源投入時のリセットに伴い起動されるメイン処理について、図２５のフローチ
ャートを用いて説明する。
【０１９８】
　先ずステップＳ３０１では、電源投入に伴う初期設定処理を実行する。具体的には、従
側の制御基板（払出制御基板３１５等）が動作可能な状態になるのを待つために例えば１
秒程度、ウェイト処理を実行する。続くステップＳ３０２では、ＲＡＭ３１３のアクセス
を許可する。
【０１９９】
　その後、ステップＳ３０３では、電源及び発射制御装置２４３に設けたＲＡＭ消去スイ
ッチ２４７がオンされているか否かを判定し、続くステップＳ３０４ではＲＡＭ３１３の
停電フラグ格納バッファに停電フラグが格納されているか否かを判定する。また、ステッ
プＳ３０５ではＲＡＭ判定値を算出し、続くステップＳ３０６では、そのＲＡＭ判定値が
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電源遮断時に保存したＲＡＭ判定値と一致するか否か、すなわち記憶保持されたデータの
有効性を判定する。ＲＡＭ判定値は、例えばＲＡＭ３１３の作業領域アドレスにおけるチ
ェックサム値である。なお、ＲＡＭ３１３の所定のエリアに書き込まれたキーワードが正
しく保存されているか否かにより記憶保持されたデータの有効性を判断することも可能で
ある。
【０２００】
　上述したように、本パチンコ機１０では、例えばホールの営業開始時など、電源投入時
にＲＡＭデータを初期化する場合にはＲＡＭ消去スイッチ２４７を押しながら電源が投入
される。従って、ＲＡＭ消去スイッチ２４７が押されていれば、ステップＳ３０７～Ｓ３
１０の処理に移行する。また、電源遮断の発生情報が設定されていない場合や、ＲＡＭ判
定値（チェックサム値等）により記憶保持されたデータの異常が確認された場合も同様に
ステップＳ３０７～Ｓ３１０の処理に移行する。
【０２０１】
　ステップＳ３０７では、音声ランプ制御装置１４３に音声ランプ初期化コマンドを出力
する。これにより、ＲＡＭデータの初期化やＲＡＭ判定値により記憶保持されたデータの
異常等が報知される。続くステップＳ３０８では、従側の制御基板となる払出制御基板３
１５等を初期化するために、払出初期化コマンド等を出力する。続くステップＳ３０９で
はＲＡＭ３１３の使用領域を０にクリアし、ステップＳ３１０ではＲＡＭ３１３の初期化
処理を実行する。その後、ステップＳ３１１にて割込み許可を設定し、後述する通常処理
に移行する。
【０２０２】
　一方、ＲＡＭ消去スイッチ２４７が押されていない場合には、停電フラグが格納されて
いること、及びＲＡＭ判定値（チェックサム値等）が正常であることを条件に、ステップ
Ｓ３１２に進む。ステップＳ３１２では、停電フラグ格納バッファに格納されている停電
フラグをクリアする。続くステップＳ３１３では、従側の制御基板を電源遮断前の遊技状
態に復帰させるための復電コマンドを出力する。その後、ステップＳ３１４～ステップＳ
３１７の復電時用開放監視処理を実行する。当該復電時用開放監視処理については後に詳
細に説明する。その後、ステップＳ３１１にて割込み許可を設定し、後述する通常処理に
移行する。これにより、電源遮断前の状態に復帰する。
【０２０３】
　次に、通常処理について、図２６のフローチャートを用いて説明する。この通常処理で
は遊技の主要な処理が実行される。
【０２０４】
　通常処理において、ステップＳ４０１では、前回の処理で更新されたコマンド等の出力
データを従側の各制御基板に出力する。具体的には、後述するコマンド設定処理にてセッ
トされたコマンドを払出制御基板３１５等に対して出力する。また、図柄表示装置９１に
よる第１図柄の変動表示に際して停止図柄コマンド、変動態様コマンド等を音声ランプ制
御装置１４３に出力する。
【０２０５】
　続くステップＳ４０２では、第１特定ランプ部９３に表示される色の切り替えを行うた
めの第１特定ランプ部制御処理を実行する。第１特定ランプ部制御処理では、大当たり判
定や第１特定ランプ部９３に配設されたＬＥＤランプの光源スイッチのオンオフ制御など
が行われる。そして、第１特定ランプ制御処理では、始動入賞処理にて格納されたカウン
タ値に基づいて大当たりを発生させると判定した場合、遊技状態を大当たり状態に移行さ
せる。つまり、第１特定ランプ制御処理において、特別遊技状態への移行機能（移行手段
）が果たされる。なお、第１特定ランプ部制御処理において、図柄表示装置９１による第
１図柄の変動表示の設定も行われる。
【０２０６】
　第１特定ランプ部制御処理の後は、ステップＳ４０３にて大入賞口開閉処理を実行する
。大入賞口開閉処理では、大当たり状態である場合において可変入賞装置８３の大入賞口
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を開放又は閉鎖する。すなわち、大当たり状態のラウンド毎に大入賞口を開放し、大入賞
口の最大開放時間が経過したか、又は大入賞口に遊技球が規定数だけ入賞したかを判定す
る。この規定数だけ入賞したか否かの判定は、上述した大入賞口用カウンタを確認するこ
とにより行われる。そして、これら何れかの条件が成立すると大入賞口を閉鎖する。つま
り、大入賞口開閉処理において、特別遊技状態の進行機能（進行手段）が果たされる。
【０２０７】
　その後、ステップＳ４０４では、第２特定ランプ部９４に表示される色の切り替え処理
を行うための第２特定ランプ部制御処理を実行する。第２特定ランプ制御処理では、ゲー
ト保留球数が１以上であることを条件に第２特定ランプ部９４における表示色の切り替え
を開始する。この際、表示色の切り替え時間も設定する。そして、作動口８４に付随する
電動役物を所定時間開放する場合には、第２特定ランプ部９４において所定の色の停止表
示が行われる。
【０２０８】
　ステップＳ４０４の後は、ステップＳ４０５にて、遊技球発射制御処理を実行する。遊
技球発射制御処理では、電源及び発射制御基板３１４の発射制御部３１４ｂから発射許可
信号を入力していることを条件として、所定期間（例えば、０．６ｓｅｃ）に１回、遊技
球発射機構１１０のソレノイド１１１を励磁する。これにより、発射レール１１２上にあ
る遊技球が遊技領域に向けて打ち出される。ちなみに、発射許可信号は、ＣＰＵ３１０に
おける入力ポート３１１以外の入力ポートに入力されており、当該遊技球発射制御処理に
てその入力ポートに発射許可信号があるか否かを確認する。
【０２０９】
　続くステップＳ４０６では、ＲＡＭ３１３内に設けられた停電フラグ格納バッファに停
電フラグが格納されているか否かを判定する。停電フラグが格納されていない場合は、繰
り返し実行される複数の処理の最後の処理が終了したこととなるので、ステップＳ４０７
にて次の通常処理の実行タイミングに至ったか否か、すなわち前回の通常処理の開始から
所定時間（本実施形態では４ｍｓｅｃ）が経過したか否かを判定する。所定時間が経過し
ていない場合には、ステップＳ４０６に戻り、所定時間が経過している場合には、ステッ
プＳ４０１に戻る。
【０２１０】
　一方、ステップ４０６にて、停電フラグが格納されている場合は、電源遮断が発生した
ことになるので、ステップＳ４０８以降の停電時処理を実行する。つまり、ステップＳ４
０８では、タイマ割込み処理の発生を禁止する。続くステップＳ４０９では、電断時更新
処理を実行する。この電断時更新処理については、後に説明する。その後、ステップＳ４
１０にて電源が遮断されたことを示す停電コマンドを他の制御基板に対して出力する。そ
して、ステップＳ４１１にてＲＡＭ判定値を算出、保存し、ステップＳ４１２にてＲＡＭ
３１３のアクセスを禁止した後に、電源が完全に遮断して処理が実行できなくなるまで無
限ループを継続する。なお、電源が完全に遮断された後も、電源及び発射制御基板３１４
のデータ記憶保持用コンデンサ３２１ｃからデータ記憶保持用電力が供給されるため、電
源遮断前にＲＡＭ３１３に記憶されていた情報はそのままの状態で所定の期間内（例えば
、１日や２日）保持される。
【０２１１】
　次に、遊技機主部１２及び前扉枠１４の開放の監視に関する電気的構成について、図２
７のブロック図に基づいて説明する。
【０２１２】
　主制御装置１６２（詳しくは主制御基板３０１）には、第１監視装置２５０及び第２監
視装置２９０が電気的に接続されている。より具体的には、第１監視装置２５０及び第２
監視装置２９０は、主制御基板３０１の第１カウンタ回路３２０及び第２カウンタ回路３
３０に電気的に接続されている。これら各カウンタ回路３２０，３３０は主制御装置１６
２のＣＰＵ３１０に接続されており、そのＣＰＵ３１０によって、第１カウンタ回路３２
０及び第２カウンタ回路３３０から入力された信号に基づき遊技機主部１２や前扉枠１４
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の開放事実が把握される。
【０２１３】
　この場合、ＣＰＵ３１０のＲＡＭ３１３には、遊技機主部用格納エリア３１３ａ及び前
扉枠用格納エリア３１３ｂが設けられている。そして、電源投入中において把握した第１
カウンタ回路３２０の検知状態は遊技機主部用格納エリア３１３ａに格納され、電源投入
中において把握した第２カウンタ回路３３０の検知状態は及び前扉枠用格納エリア３１３
ｂに格納される。ＲＡＭ３１３は、上記のとおりパチンコ機１０の電源遮断中においても
データ記憶保持用の電力が供給され、データの記憶保持が行われる構成であるため、電源
遮断時に各検知状態格納エリア３１３ａ，３１３ｂに格納されていた検知状態は、データ
記憶保持用の電力が供給されている範囲において記憶保持される。ＣＰＵ３１０では、各
カウンタ回路３２０，３３０から出力される検知状態の情報に基づいて、電源遮断中に遊
技機主部１２及び前扉枠１４の開放が行われたか否かを判定し、その判定結果に基づいて
特定出力処理を実行する。なお、遊技機主部１２及び前扉枠１４の開閉検知状態をまとめ
ることで情報を統括し、ＲＡＭ３１３に設けられた１の格納エリアに１の情報として格納
することも可能である。
【０２１４】
　ここで、遊技機主部１２及び前扉枠１４の開放に関して、主制御装置１６２のＣＰＵ３
１０により実行される各制御処理を説明する。
【０２１５】
　先ず、通常処理（図２６）にて実行される処理について説明する。
【０２１６】
　通常処理では、ＮＭＩ割込み処理において停電フラグがセットされた場合、上記のとお
りステップＳ４０８～ステップＳ４１２の停電時処理を実行する。そして、停電時処理で
は第１カウンタ回路３２０及び第２カウンタ回路３３０に関して、ステップＳ４０９にて
電断時更新処理を実行する。
【０２１７】
　電断時更新処理では、図２８のフローチャートに示すように、先ずステップＳ６０１に
て信号読み込み処理を実行する。この信号読み込み処理では、第１カウンタ回路３２０及
び第２カウンタ回路３３０から入力した信号（電気信号パターン）の読み込みが行われる
。そして、この読み込まれた信号の情報は、ＣＰＵ３１０のレジスタに記憶保持される。
続くステップＳ６０２では、遊技機主部更新処理を実行する。なお、各カウンタ回路３２
０，３３０からの信号の読み取り処理を電断時処理にて実施するのではなく、各カウンタ
回路３２０，３３０からの信号の読み取り処理を図２４に示すタイマ割込み処理や図２６
に示す通常処理にて実施することも可能である。
【０２１８】
　遊技機主部更新処理は、信号読み込み処理にて把握した第１カウンタ回路３２０の検知
状態の情報が、ＲＡＭ３１３の遊技機主部用格納エリア３１３ａに格納されている検知状
態の情報と異なっている場合に、検知状態の情報の更新を実行する処理である。
【０２１９】
　当該遊技機主部更新処理について詳細には、図２９のフローチャートに示すように、先
ずステップＳ７０１にて比較処理を実行する。比較処理では、上記信号読み込み処理にて
ＣＰＵ３１０のレジスタに記憶した検知状態の情報と、ＲＡＭ３１３の遊技機主部用格納
エリア３１３ａに格納されている検知状態の情報とを比較する。続くステップＳ７０２で
は比較処理にて比較した各検知状態が一致しているか否かを判定する。その結果、一致し
ている場合には、そのまま本遊技機主部更新処理を終了する。一方、一致していない場合
には、ステップＳ７０３にて、最新の検知状態の情報、すなわちＣＰＵ３１０のレジスタ
に記憶されている検知状態の情報を、遊技機主部用格納エリア３１３ａに格納した後に、
本遊技機主部更新処理を終了する。
【０２２０】
　電断時更新処理の説明に戻り、ステップＳ６０２にて遊技機主部更新処理を実行した後
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は、ステップＳ６０３にて前扉枠更新処理を実行する。前扉枠更新処理では、信号読み込
み処理にて把握した第２監視装置２９０の検知状態の情報が、ＲＡＭ３１３の前扉枠用格
納エリア３１３ｂに格納されている検知状態の情報と異なっている場合に、検知状態の情
報の更新を実行する。この具体的な処理内容については、遊技機主部更新処理と同様であ
るため、ここでは説明を省略する。ステップＳ６０３にて前扉枠更新処理を実行した後に
、本電断時更新処理を終了する。
【０２２１】
　上記のように電断時更新処理が実行されることにより、パチンコ機１０の電源が遮断さ
れる時点での各監視装置２５０，２９０における検知状態の情報のＲＡＭ３１３への記憶
が確実に行われる。
【０２２２】
　次に、メイン処理（図２５）にて実行される処理について説明する。
【０２２３】
　メイン処理では、各カウンタ回路３２０，３３０に関して、ステップＳ３１４～ステッ
プＳ３１８の復電時用開放監視処理を実行する。
【０２２４】
　復電時用開放監視処理では、先ずステップＳ３１４にて検知状態把握処理を実行する。
検知状態把握処理では、第１カウンタ回路３２０及び第２カウンタ回路３３０から出力さ
れた信号（電気信号パターン）の読み込みが行われる。この読み込まれた信号の情報は、
ＣＰＵ３１０のレジスタに記憶保持される。この場合、ＣＰＵ３１０には第１レジスタと
第２レジスタとが少なくとも設けられており、第１カウンタ回路３２０の信号の情報は第
１レジスタに記憶保持され、第２カウンタ回路３３０の信号の情報は第２レジスタに記憶
保持される。
【０２２５】
　続くステップＳ３１５では、比較処理を実行する。比較処理では、上記検知状態把握処
理にてＣＰＵ３１０のレジスタに記憶した第１カウンタ回路３２０の検知状態と、ＲＡＭ
３１３の遊技機主部用格納エリア３１３ａに格納されている検知状態の情報とを比較する
。また、比較処理では、上記検知状態把握処理にてＣＰＵ３１０のレジスタに記憶した第
２カウンタ回路３３０の検知状態の情報と、ＲＡＭ３１３の前扉枠用格納エリア３１３ｂ
に格納されている検知状態の情報とを比較する。
【０２２６】
　続くステップＳ３１６では、比較処理にて比較した第１カウンタ回路３２０の各検知状
態が一致しているか否かを判定するとともに、第２カウンタ回路３３０の各検知状態が一
致しているか否かを判定する。その結果、両方がそれぞれ一致している場合には、ステッ
プＳ３１１にて割込み許可を設定し、通常処理に移行する。いずれか一方でも一致してい
ない場合には、電源遮断中において遊技機主部１２又は前扉枠１４が開放されたことを意
味するため、ステップＳ３１７に進む。
【０２２７】
　ステップＳ３１７では、復電時用報知処理を実行する。復電時用報知処理では、音声ラ
ンプ制御装置１４３に復電時報知用コマンドを出力する。これにより、スピーカ部２６か
らの報知音の出力、エラー表示ランプ部２４の点灯、及び図柄表示装置９１での報知表示
が行われる。但し、これらの報知態様は通常時報知用コマンドに基づく報知の態様とは異
なっている。また、音声ランプ制御装置１４３では、状態復帰スイッチ２４５などといっ
た報知解除操作が行われるまで各種報知を継続させる。つまり、通常時と復電時とでは、
報知の態様だけでなく、報知解除の態様も異なっている。なお、これに限定されることは
なく、報知の態様や報知解除の態様が通常時と復電時とで同一であってもよい。
【０２２８】
　また、復電時用報知処理では、遊技ホールに設けられたホールコンピュータに外部端子
板２１３を介して復電時報知用信号を出力する。この場合、ホールコンピュータでは復電
時報知用信号をパチンコ機１０から入力した日時やパチンコ機１０の台番号といった識別



(36) JP 2009-148320 A 2009.7.9

10

20

30

40

50

情報を履歴として記憶する処理や、遊技ホールに設けられた監視カメラを対象となるパチ
ンコ機１０に向けるといった処理を実行する。
【０２２９】
　上記復電時用報知処理が実行されることにより、電源遮断中に遊技機主部１２又は前扉
枠１４が開放操作されていた場合には、それを遊技ホールの管理者等に報知することがで
き、仮にそれが不正開放である場合にはそれに対処させることができる。
【０２３０】
　なお、復電時用報知処理において遊技機主部１２が開放操作されていた場合と前扉枠１
４が開放操作されていた場合とで、電断時報知用コマンド又は電断時開閉検知信号の情報
形態を異ならせてもよい。この場合、前扉枠１４が電源遮断中に開放された場合と遊技機
主部１２が電源遮断中に開放された場合とで、パチンコ機１０自身又はホールコンピュー
タにおいて報知の態様を異ならせることができ、遊技ホールの管理者等に対して適切に対
処させることが可能となる。また、復電時用報知処理は、上記のものに限定されることは
なく、復電時報知用コマンド又は復電時報知用信号のいずれか一方のみを出力する構成と
してもよい。また、復電時報知用コマンドの出力に基づく処理として、スピーカ部２６か
らの報知音の出力、エラー表示ランプ部２４の点灯、又は図柄表示装置９１での報知表示
のうち一部のみを実行する構成としてもよい。
【０２３１】
　ステップＳ３１７にて復電時用報知処理を実行した後は、ステップＳ３１８に進む。ス
テップＳ３１８では、ステップＳ３１４においてＣＰＵ３１０のレジスタに記憶されてい
る各カウンタ回路３２０，３３０の検知状態の情報のうち、ステップＳ３１６にて一致し
ないと判定された検知状態の情報を、該当する格納エリア３１３ａ，３１３ｂに格納する
。その後、ステップＳ３１１にて割込み許可を設定し、通常処理に移行する。
【０２３２】
　以上詳述した第１の実施の形態によれば、以下の優れた効果を奏する。
【０２３３】
　遊技機主部１２及び前扉枠１４の開放を、電力供給が遮断された状態において監視可能
となっている。これにより、省エネ（節電）に貢献しつつも、パチンコ機１０に対する不
正を好適に抑制することができる。
【０２３４】
　また、遊技機主部１２及び前扉枠１４の開閉検知が別個独立に行われる構成とした。こ
のため、遊技機主部１２及び前扉枠１４のうち開放が行われた対象を特定することができ
る。故に、パチンコ機１０における不正の対象となった箇所の特定を容易なものとするこ
とができる。
【０２３５】
　図１９等に示すように、遊技機主部１２の閉動作に基づき動作する鉤金具１８５によっ
て、すなわち遊技機主部１２の閉動作を契機（トリガ）として動作する鉤金具１８５によ
って、コイル２７１と磁性体２６１との相対位置が変位する構成とした。鉤金具１８５は
、案内傾斜部１８９ｂによって変位した後、コイルバネ１９３によって変位前の位置に戻
される。すなわち、鉤金具１８５の変位速度は案内傾斜部１８９ｂによる当該鉤金具１８
５の変位量とコイルバネ１９３の付勢力に依存しており、コイル２７１と磁性体２６１と
の相対位置の変位速度もそれら付勢力等に依存している。これにより、遊技機主部１２の
閉速度のばらつきに起因する起電力ばらつきを抑えることができ、開閉体の開閉検知精度
を向上することが可能となっている。遊技機主部１２の閉動作そのものを利用して、導体
と磁性体との相対位置の変位を実現する構成とした場合、遊技機主部１２の閉速度が起電
力の大きさに対して直接的な影響力を持つこととなる。すなわち、遊技機主部１２の閉速
度が小さいと起電力が十分に発生されない可能性がある。このため、例えば不正行為者に
よって遊技機主部１２がゆっくり開閉された場合、不正行為の発見が行われない可能性が
生じ得る。しかしながら、上述の如く、鉤金具１８５の動作を起電力発生のための契機と
して利用することで、遊技機主部１２の開閉速度に依らず起電力を担保しやすい構成とす
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ることが可能である。これにより、防犯性の向上に貢献することが可能となっている。な
お、前扉枠１４の開閉検知についても、鉤受け部材１８０の動作を起電力発生のための契
機として利用している。鉤受け部材１８０においては、鉤金具１８５と同様に、鉤金具６
３の案内傾斜部６５ａに沿って変位した後、コイルバネ１９２の付勢力によって変位前の
状態に戻る構成となっている。これにより、前扉枠１４の開閉速度に依らず起電力を担保
しやすくなっている。
【０２３６】
　また、図９等に示すように、各監視装置２５０，２９０を施錠装置１７０に装着するこ
とで、これらを一体化した。このため、監視装置２５０，２９０及び施錠装置１７０を別
々に組み付ける場合と比較して、両者の位置ばらつきを好適に抑えることができる。さら
に、施錠装置１７０の動作隙確保用のスペースに監視装置２５０，２９０を固定して配置
することで、施錠装置１７０の動作を担保しつつ施錠装置１７０周りの空間の有効活用を
図っている。更に、メンテナンス等の際に確認すべき装置をまとめて配置することで、確
認作業の効率化に貢献している。
【０２３７】
　磁性体ユニット２６０，２９２と導体ユニット２７０，２９４とを監視装置２５０，２
９０としてユニット化するとともに、可動部としての鉤金具１８５等と別体で構成した。
そして、鉤金具１８５の操作部１８６ａが第１監視装置２５０の当接部２６４に対して当
接した状態において、両者が連動して変位し、監視装置２５０，２９０に誘導起電力が発
生する構成とした。鉤金具１８５等は遊技機主部１２等の施錠時に動作する部分であり、
遊技機主部１２等の位置ばらつきを許容するためのがたつきを有すると考えられる。この
ため、予め設定された動作方向以外の方向への位置ばらつきが生じやすいと想定される。
上述の如く監視装置２５０，２９０と鉤金具１８５等とを別体とし、操作部１８６ａと当
接部２６４とが所定の範囲で当接可能とすることで、鉤金具１８５等の位置ばらつきが操
作部１８６ａと当接部２６４と当接位置の変位によって許容可能となっている。これによ
り、鉤金具１８５等の位置ばらつきに起因して、磁性体ユニット２６０，２９２と導体ユ
ニット２７０，２９４との位置ずれが誘発されるといった不都合を抑制可能としている。
仮に、鉤金具１８５等自身を磁性体としたり、鉤金具１８５等に磁性体を固定したりした
場合、鉤金具１８５の位置ばらつきを考慮して磁性体と導体との間に干渉を回避するため
のクリアランス等を設定する必要がある。かかる場合、磁性体と導体と相対位置の変化に
よって発生する誘導起電力を大きくすることが難しくなるばかりでなく、誘導起電力の大
きさにばらつきが生じやすくなる。しかしながら、上述の如く、監視装置２５０，２９０
をユニット化することで、磁性体ユニット２６０，２９２と導体ユニット２７０，２９４
との相対位置のばらつきを抑え、安定して大きな起電力を得ることが可能となっている。
【０２３８】
　遊技機主部１２の開閉検知が、当該遊技機主部１２の閉時に行われる構成とした。この
ため、開閉検知結果が不正に改ざんされるといった不都合が生じにくく、一層好適な不正
抑制効果を期待することができる。以下、より具体的に説明する。仮に、遊技機主部１２
が開放される際に開閉検知が行われる構成とした場合、遊技機主部１２が開放されている
ため開閉検知情報が保存されたカウンタ回路３２０等への不正アクセスが行われる可能性
が生じる。かかる場合、不正行為者によって、その開閉体の開放の履歴等が消去されると
いった不都合が生じ得る。このように開放の履歴が消去された場合、不正発見の遅れが懸
念される。しかしながら、上述の如く、遊技機主部１２の閉時に開閉検知を行う構成とす
ることで、遊技機主部１２が閉じた状態で開閉検知の履歴等が保存される。このため、第
１監視装置２５０や主制御装置１６２へのアクセスは困難なものとなり、開閉検知履歴の
改ざんが困難なものとなる。故に、開閉検知機能の担保に貢献することができる。
【０２３９】
　図３等に示すように、各監視装置２５０，２９０が遊技機主部１２に配置されている。
遊技機主部１２には主制御装置１６２や電源装置２４３等が配置されており、これら各制
御装置１６２と同じ取付対象に配置することで、配線等の取り廻しの簡略化に貢献してい
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る。特に本実施の形態においては、遊技機主部１２及び前扉枠１４がそれぞれ独立して開
閉可能となっており、上述の如く、監視装置２５０，２９０を遊技機主部１２に配置する
ことで、遊技機主部１２及び前扉枠１４の独立開閉機能が担保されやすくなっている。
【０２４０】
　遊技機主部１２が閉じられる際に、遊技機主部１２の回転角度が所定の範囲内に達して
からは、外枠１１の外周面によって施錠装置１７０の視認が妨げられた状態が維持される
。すなわち、鉤金具１８５が鉤受け部材１８０に接触するタイミングでは、これら鉤金具
１８５と鉤受け部材１８０へのパチンコ機１０の外部からのアクセスが規制される。この
ため、遊技機主部１２と外枠１１との境界部位から不正具を挿入し、その不正具によって
鉤金具１８５の移動を妨げようとする行為は困難なものとなっている。故に、鉤金具１８
５の移動を故意に妨げることで電磁誘導による信号の出力をさまたげるといった不正行為
を困難なものとすることができる。
【０２４１】
　また、前扉枠１４においては、本体枠１３に対して閉じられる際に、本体枠１３の挿入
孔７４に鉤部６５が挿通され、本体枠１３の背面側に設けられた施錠装置１７０と施錠状
態に移行される構成となっている。鉤部６５に対して移動可能に設けられた施錠装置１７
０（詳しくは鉤受け部材１８０）は本体枠１３によって覆われた状態となっているため、
不正具等によって鉤受け部材１８０の移動を妨げにくくなっている。故に、鉤受け部材１
８０の移動を故意に妨げることで電磁誘導による信号の出力をさまたげるといった不正行
為を困難なものとすることができる。
【０２４２】
　夜間等の電源ＯＦＦ時に遊技機に対して不正が行われる場合、不正行為者は防犯カメラ
等の他の防犯システムによる不正発覚を警戒して迅速な行動を要求されると考えられる。
かかる場合、遊技機主部１２や前扉枠１４を開放して不正処置等を施した後は、直ちに遊
技機主部１２や前扉枠１４を閉じて、作業を終了するものと想定される。時間のロスを招
いたり目立ったりすることは不正発覚の要因となりやすく、例えば遊技機主部１２や前扉
枠１４が複数回にわたって開放されるとは考えにくい。
【０２４３】
　本実施の形態においては、各カウンタ回路３２０，３３０にそれぞれ２つのＴフリップ
フロップ３２１等を設け、遊技機主部１２及び前扉枠１４が４の倍数を除く回数開放され
た場合に検知可能とした。具体的には４度の検知を１サイクルとして元の検知状態に復帰
する構成とした。上述の如く、電源ＯＦＦ時に遊技機主部１２等が開放される回数はおお
よそ１度であると考えられる。これに基づいて、カウンタ回路３２０，３３０で少なくと
も３度の開放を検知可能とすることで、構成を簡略化しつつ、不正開閉検知機能を担保し
ている。なお、図２２に示すように、遊技機主部１２等の閉動作だけではなく、開動作に
伴ってプラス電圧が発生する構成となっている。仮にそれらのプラス電圧が閾値を超えた
値を示し、カウンタ回路３２０，３３０にて開放のカウントがされたとしても、開閉検知
は３度まで可能であるため、これによって誤検知が生じるといった不都合が抑制されてい
る。因みに、Ｔフリップフロップ３２１等の数を増すことで、検知サイクルを長く（詳し
くは検知回数を多く）することも可能である。具体的には１サイクルを構成する検知回数
は、Ｔフリップフロップの数をＮとして２のＮ乗で表されるため、Ｎ数を増すことにより
、１サイクルの長さを元の検知状態への実質的な復帰が困難な長さにしてもよい。このよ
うに、１サイクルを長くすることで、開放事実の隠蔽が困難となり、開閉検知機能の信頼
性向上を図ることが可能となる。
【０２４４】
　また、各カウンタ回路３２０，３３０においては、施錠装置１７０の鉤金具１８５等の
施錠位置への動作に基づいて遊技機主部１２等の開放回数がカウントされる。このため、
カウンタ回路３２０，３３０の検知状態を変更して開放事実の隠蔽を図るには、遊技機主
部１２を施錠状態とした後、施錠状態の解除を行う必要がある。このように、カウンタ回
路３２０，３３０の検知状態を変更する度に解錠操作を行うことは、手間がかかるため、
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不正行為の発覚の可能性を高めることとなる。故に、遊技機主部１２等の開閉を繰り返す
ことで、不正開放事実の隠蔽を図ることが困難となり、遊技機の防犯性の向上に貢献する
ことができる。
【０２４５】
　カウンタ回路３２０，３３０に各監視装置２５０，２９０で発生したプラス電圧が入力
されることで、開閉検知が行われる構成とした。このプラス電圧は、遊技機主部１２等の
開動作及び閉動作に基づいて発生する構成となっている。上述の如く、閉動作に伴って発
生するプラス電圧は、カウンタ回路３２０，３３０における閾値を越えるように設定され
ている。このため、閉動作時には確実な開閉検知が行われる。一方、開動作時には遊技機
主部１２等の回動速度に応じてプラス電圧の大きさが変化する構成を採用している。この
ため、開放する毎に開閉検知が行われるか否かのばらつきが生じやすくなっている。故に
、遊技機主部１２等の開閉を繰り返すことで、カウンタの状態を不正前の状態に戻すとい
った不正の隠蔽行為が困難なものとなっている。仮に、遊技機主部１２等をゆっくり開放
して、開動作時の開閉検知の回避を図った場合、遊技機主部１２等の開閉に時間がかかる
こととなる。結果として、不正発覚の可能性が高まるため、遊技機主部１２等をゆっくり
開放されるといった対策が講じられることを好適に抑制することができる。
【０２４６】
　（第２の実施の形態）
　本実施の形態では、監視装置２５０，２９０からの信号に基づく遊技機主部１２及び前
扉枠１４の開閉記録の保持に関する構成が上記第１の実施の形態と異なっている。そこで
、以下にその構成について詳細に説明する。なお、以下の説明では、上記第１の実施の形
態との相違点を中心に説明し、同一の構成については基本的に説明を省略する。図３０は
本実施の形態におけるブロック回路図である。
【０２４７】
　図３０に示すように、本実施の形態では、上記第１の実施の形態と同様に、主制御装置
１６２、電源装置２４３、中継基板３００、及び各監視装置２５０，２９０が設けられて
いる。各監視装置２５０，２９０は磁性体２６１，２９３及びコイル２７１，２９５を有
している。それらコイル２７１，２９５と中継基板３００との接続に関する構成は、第１
の実施の形態と同様であるため、説明を省略する。また、中継基板３００と主制御装置１
６２との接続に関しても同様である。
【０２４８】
　ここで本実施の形態においては、第１カウンタ回路３２０に代えて第１記録保持回路３
５０が設けられており、第２カウンタ回路３３０に代えて第２記録保持回路３６０が設け
られている。両記録保持回路３５０，３６０は同様の構成を有するため、先ず第１記録保
持回路３５０について詳細に説明し、後に第２記録保持回路について簡単に説明する。
【０２４９】
　電源装置２４３の電源部３１４ａと主制御基板３０１とは電源線ＥＬＮ１によって接続
されている。電源線ＥＬＮ１を介して供給されている電力は、主制御基板３０１内にて、
ＣＰＵに向けた電力と、第１記録保持回路３５０に向けた電力とに分けられる。第１記録
保持回路３５０に向けて分岐された電力線には遅延スイッチ３５１が設けられており、こ
の遅延スイッチ３５１がＯＮになることで第１記録保持回路３５０への電力の供給が可能
となり、ＯＦＦになることで電力の供給が遮断された状態となる。第１記録保持回路３５
０に供給された電力は、ダイオード３５２を介して整流され、ソースコンデンサ３５３と
ＭＯＳＦＥＴ３５４のソース側とに流入可能となっている。なお、ダイオード３５２はソ
ースコンデンサ３５３に対して逆バイアスとなるように接続されている。
【０２５０】
　ソースコンデンサ３５３は接地されておりパチンコ機１０の電源がＯＮの状態で、蓄電
される構成となっている。ＭＯＳＦＥＴ３５４のゲート端子には、ダイオード３５５を介
して信号線ＬＮ２から信号、すなわち第１監視装置２５０からの信号が入力される構成と
なっている。ＭＯＳＦＥＴ３５４はゲート端子３５４ａの入力電圧がＨＩレベルである場
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合にソース・ドレイン間に電流が流れ、ＬＯＷレベルである場合にソース・ドレインに電
流が流れないタイプのものである。すなわち、第１監視装置２５０からの信号（詳しくは
プラス電圧）によって、電流の流れが調整されるものである。ＭＯＳＦＥＴ３５４のドレ
イン側にはソースコンデンサ３５３とほぼ同等の容量を有するドレインコンデンサ３５６
が接続されており、このドレインコンデンサ３５６は接地されている。またドレインコン
デンサ３５６とＭＯＳＦＥＴ３５４との間にはプルアップ抵抗３５７を有するリード線が
接続されており、その片側の端部はダイオード３５５とＭＯＳＦＥＴ３５４のゲート端子
と間に接続されている。リード線とゲート端子との間には遅延手段としてのメインスイッ
チ３５８が設けられている。このメインスイッチ３５８がＯＮになっている状態では、信
号がＭＯＳＦＥＴ３５４のゲート端子に到達可能となり、ＯＦＦになっている状態では、
信号の到達が遮断される構成となっている。また、ドレインコンデンサ３５６はＣＰＵ３
１０の入力ポートに接続されており、ＣＰＵ３１０によってドレインコンデンサ３５６に
電力が蓄えられているか否かを判別可能となっている。さらにドレインコンデンサ３５６
には、ＣＰＵ３１０によって回路の開閉が制御される放電スイッチ３５９が接続されてい
る。放電スイッチ３５９は接地されており、回路が閉じた状態に移行されることで、ドレ
インコンデンサ３５６に蓄えられた電荷が放出（放電）される構成となっている。
【０２５１】
　上記第１の実施形態においては、Ｔフリップフロップ３２１等にコンデンサ３２４等か
ら電力が供給されることで、開閉記録を保存する構成としたが、本実施の形態においては
、ドレインコンデンサ３５６の蓄電状態の変化そのものによって開閉記録を保存する構成
とした。以下、上述した第１記録保持回路３５０の動作について詳細に説明する。
【０２５２】
　パチンコ機１０の電源がＯＮの状態では、電源装置２４３からソースコンデンサ３５３
に電力が供給され、ソースコンデンサ３５３が蓄電された状態となる。パチンコ機１０の
電源がＯＦＦの状態では、ソースコンデンサ３５３は蓄電されているとともに、ドレイン
コンデンサ３５６は空になっている。かかる状態において、遊技機主部１２が開された後
、閉じられる際に、第１監視装置２５０から信号が出力される。出力された信号は、ダイ
オード３５５によって整流され、ＭＯＳＦＥＴ３５４のゲート端子に到達する。これによ
り、ゲート端子３５４ａにおける電圧がＨＩレベルとなることで、ソースコンデンサ３５
３が放電され、放電された電気がＭＯＳＦＥＴ３５４を介してドレインコンデンサ３５６
に流入する。かかる場合、プルアップ抵抗３５７によって、電流の一部がＭＯＳＦＥＴ３
５４のゲート端子３５４ａに導かれ、ＭＯＳＦＥＴ３５４のゲート端子３５４ａにおける
電圧がＨＩレベルで維持された状態となる。これにより、ソースコンデンサ３５３からド
レインコンデンサ３５６への電気の移動が継続される。両コンデンサ３５３，３５６間で
の電気のやり取りが終了した状態においては、ソースコンデンサ３５３はほぼ空、そして
ドレインコンデンサ３５６はほぼ一杯となる。ドレインコンデンサ３５６はＣＰＵ３１０
の入力ポートに電気的に接続されており、ＣＰＵ３１０にて検出されるドレインコンデン
サ３５６の電圧が変位（上昇）することとなる。
【０２５３】
　次に、主制御装置１６２のＣＰＵ３１０により実行される各制御処理の相違点を図３１
～図３３のフローチャートを参照しながら説明する。図３１及び図３２は電源投入時のメ
イン処理を示し、図３３は電断時処理を示す。
【０２５４】
　図３１及び図３２に示すように、メイン処理においては、ステップＳ３１８で検知状態
を更新した後、ステップＳ３１９にてメインスイッチ３５８のＯＦＦ信号を出力する。こ
れにより、メインスイッチ３５８が開状態となり、ＭＯＳＦＥＴ３５４のゲート端子３５
４ａへの信号が遮断される。すなわち、ＭＯＳＦＥＴ３５４における電流の流れが遮断さ
れた状態となる。次にステップＳ３２０にて放電スイッチ３５９のＯＮ信号を出力する。
ドレインコンデンサ３５６に電荷が蓄えられている場合には、その電荷が放電される。次
に、ステップＳ３２１にて遅延スイッチ３５１のＯＮ信号を出力する。これにより、ソー
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スコンデンサ３５３への電荷の蓄積が開始される。
【０２５５】
　次に電断時処理の相違点について説明する。図３３に示すように、電断時には、ステッ
プＳ６０３にて本体枠更新処理が行われた後、ステップＳ６０４にて遅延スイッチ３５１
のＯＦＦ信号が出力される。これにより、電源供給ラインから第１記録保持回路３５０が
切り離された状態となる。次に、ステップＳ６０５にて放電スイッチ３５９のＯＦＦ信号
が出力される。これにより、ドレインコンデンサ３５６の放電が抑えられて状態となる。
このように２つのスイッチ３５１，３５９のＯＦＦ信号が出力された後、ステップＳ６０
６にてメインスイッチ３５８のＯＮ信号が出力される。メインスイッチ３５８がＯＮ状態
となることで、ＭＯＳＦＥＴ３５４のゲート端子３５４ａへの信号の入力が許容される。
故に、第１記録保持回路３５０が活動化された状態となる。なお、各スイッチ３５１，３
５８，３５９はＦＥＴ等のトランジスタによって構成するとよい。
【０２５６】
　第２記録保持回路３６０についても、第１記録保持回路３５０と同様の構成が設けられ
ている。具体的には、第２記録保持回路３６０は、第１記録保持回路３５０と並列に配置
されており、第２監視装置２９０からの信号が入力される構成となっている。また、第２
記録保持回路３６０は、第１記録保持回路３５０同様に、ソースコンデンサ３６３，ドレ
インコンデンサ３６６，ＭＯＳＦＥＴ３６４，プルアップ抵抗３６７，各種スイッチ３６
１，３６８，３６９を備えている。これらの構成により、夜間等の電力供給が遮断された
状態における、前扉枠１４の開放事実の把握が可能となっている。なお、各スイッチ３６
１，３６８，３６９は、上記スイッチ３５１等と同様に、ＦＥＴ等のトランジスタによっ
て構成するとよい。
【０２５７】
　以上詳述した第２の実施の形態によれば、以下の優れた効果を奏する。
【０２５８】
　記録保持回路３５０，３６０を設けたことで、夜間等の電力供給が遮断された状態にお
ける、遊技機主部１２及び前扉枠１４の開放事実の把握が可能となっている。これにより
、節電に図りつつ、不正の抑制に貢献することができる。
【０２５９】
　遊技機主部１２及び前扉枠１４を閉じられることで電荷の移行が行われる構成とした。
すなわち、遊技機主部１２及び前扉枠１４の閉動作をトリガとしてドレインコンデンサ３
５６に電荷が蓄積される構成とした。このため、遊技機主部１２及び前扉枠１４を開放し
た際には、記録保持回路３５０，３６０は動作しない。仮に不正行為者が、ドレインコン
デンサ３５６に蓄えられた電荷を強制的に放電させようとしても、遊技機主部１２及び前
扉枠１４を開いた状態では電荷の移行が行われる前段階であるため、このような不正放電
を行うことはできない。故に、開閉検知記録の不正消去（すなわち不正行為の隠蔽）を回
避しやすい構成となっている。なお、ＣＰＵ３１０によって、ドレインコンデンサ３５６
に加えソースコンデンサ３５３の電荷量の確認を行う構成とすることも可能である。これ
により、ソースコンデンサ３５３に蓄えられた電荷の不正放電が行われた場合に、ドレイ
ンコンデンサ３５６に対する電荷の供給が阻害されたという事実を把握することが可能と
なる。
【０２６０】
　通常、パチンコ機１０の電源が再投入されることで、コンデンサ３５３，３６３，３５
６，３６６への電荷の補給及び放電が行われる。すなわち、遊技機主部１２や前扉枠１４
の開放の記録が消去される。仮に、不正行為者が自身の不正行為を隠蔽するために、パチ
ンコ機１０の電源を投入した後、電源を落したとしても、不正の隠蔽を完全なものとする
ためには再び遊技機主部１２や前扉枠１４を閉じる必要がある。このように、再び遊技機
主部１２や前扉枠１４を閉じる行為は記録保持回路３５０，３６０によって新たに保存さ
れるため、このような不正行為の隠蔽を回避することが可能となっている。
【０２６１】
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　各監視装置２５０，２９０からの信号がＭＯＳＦＥＴ３５４のゲート端子に到達するこ
とをトリガとして、ソースコンデンサ３５３，３６３及びドレインコンデンサ３５６，３
６６間での電荷の移行が開始しされる構成とした。すなわち、監視装置２５０，２９０か
らの信号が一瞬であり継続的に保持されない構成であっても、コンデンサ３５３，３６３
，３５６，３６６間の電荷の移行は継続される構成とした。これにより、各監視装置２５
０，２９０に信号をＨＩレベルで保持するための構成が不要となり、構成の煩雑化を回避
することが可能となっている。
【０２６２】
　また、本実施の形態においては、コンデンサ３５６等の容量の変化によって、開放を検
知する構成とした。電源ＯＦＦ時に遊技機主部１２等の開閉検知が何度行われても、コン
デンサ３５６等の容量が開閉検知前の状態に復帰することはない。これにより、開閉検知
の回数によらず確実な開閉検知を担保している。言い換えれば、遊技機主部１２等の開閉
回数によって開放の検知が行えなくなるといった不都合が回避されている。これにより、
開閉検知機能の信頼性向上が図られている。また、開閉検知の回数による差異をなくし、
開放の検知が行われたという事実のみを記憶する構成としたことで、開放回数のカウント
に関連する構成が不要となる。このため、記憶保持回路の構成を簡略化に貢献することが
できる。
【０２６３】
　（第３の実施の形態）
　上記第２の実施の形態では、第１記録保持回路３５０及び第２記録保持回路３６０を用
いることで遊技機主部１２及び前扉枠１４が開放された事実を把握する構成としたが、本
実施の形態においては、この構成が簡略化されている。そこで以下に、各記録保持回路４
００，４１０についての詳細を図３４に基づいて説明する。図３４は本実施の形態におけ
る各記録保持回路４００，４１０を示すブロック図である。
【０２６４】
　図３４に示すように、第２の実施の形態と比較して、ドレインコンデンサ３５６，３６
６及び放電スイッチ３５９，３６９が省略されている。更に、ＣＰＵ３１０の入力ポート
には、ソースコンデンサ３５３，３６３から延びる信号線ＬＮ５，ＬＮ６が接続されてお
り、それらソースコンデンサ３５３，３６３に電荷が蓄えられているか否かを検知できる
構成となっている。
【０２６５】
　かかる構成においては、電力供給が遮断された状態にて遊技機主部１２や前扉枠１４が
閉じられることで、ＭＯＳＦＥＴ３５４，３６４における電流の移動が許容される。これ
により、ソースコンデンサ３５３，３６３の電荷が放電される。
【０２６６】
　次に、主制御装置１６２のＣＰＵ３１０により実行される各制御処理の相違点を図３１
～図３３のフローチャートを参照しながら説明する。上述したように放電スイッチ３５９
，３６９が省略されているため、これに付随している各種処理も省略することができる。
具体的には図３２におけるステップＳ３２０と、図３３におけるステップＳ６０５とを省
略した処理が設定されている。また、Ｓ３１４の検知状態把握処理においては、ソースコ
ンデンサ３５３，３６３の電荷量の確認が行われる。そして、Ｓ３１５及びＳ３１６にお
いては、電源ＯＦＦ時に充電されてほぼ一杯となった電荷が、電源ＯＮ時に変化している
か否かが判定される。具体的には、電源ＯＦＦ時の電荷量から予め想定されている自然放
電量を減算して設定される閾値と電源ＯＮ時の電荷量とが同程度になっているか否かが判
定される。なお、上述の如く閾値と電源ＯＮ時の電荷量とが同程度になっているか比較す
る構成を変更し、閾値に対して電源ＯＮ時の電荷量が下回っているか否かを判定する構成
とすることも可能である。また、電源ＯＦＦ時と電源ＯＮ時の電荷量を比較するのではな
く、電源ＯＮ時の電荷量が電源ＯＦＦ時の電荷量と関係なく設定された基準値を下回って
いるか否かで判定する構成とすることも可能である。かかる場合、図３３に示す電断時更
新処理のＳ６０１～Ｓ６０３を省略することができる。
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【０２６７】
　以上詳述した第３の実施の形態によれば、以下の優れた効果を奏する。
【０２６８】
　ソースコンデンサ３５３，３６３に蓄えられた電荷が放電されることで、遊技機主部１
２や前扉枠１４が開放された事実を記憶する構成とした。不正行為者が遊技機主部１２や
前扉枠１４の開放記録を消去しようと試みた場合、ソースコンデンサ３５３，３６３の電
荷が放電された後に、電荷を再付与する必要がある。放電させる行為と比較して、電荷を
充填する行為は一層困難であると考えられる。このため、防犯性の更なる向上に貢献し得
ると考えられる。また、このように電荷を充填する行為は、遊技機主部１２や前扉枠１４
を閉じた状態で行う必要があるため、不正の隠蔽工作を一層困難なものとすることができ
る。
【０２６９】
　また、仮にソースコンデンサ３５３，３６３の電荷量の増加により開閉体の開放を検知
する構成とした場合、ソースコンデンサ３５３，３６３の電荷が自然放電等に起因して減
少することで、開閉検知が困難なものとなる可能性がある。具体的には、遊技機主部１２
等の動作に基づき蓄電された後、電荷量が自然放電等により蓄電前の状態と同一となるま
で減少した場合、電荷量の変化がなかったものと誤認される可能性がある。かかる場合、
遊技機主部１２等が開放されたにもかかわらず、その開放事実を把握できない可能性が生
じ得る。一方、本実施の形態に示すように、ソースコンデンサ３５３，３６３の電荷量の
減少により遊技機主部１２等の開放を検知する構成とした場合には、自然放電等により電
荷量が所定量以下まで減少した場合であっても、元の電荷量との間に差が生じることとな
る。このため、電荷量の変化を容易に把握することができる。かかる場合、電荷量の変化
の要因が遊技機主部１２等の開放に起因するか否かを特定することは困難となるが、少な
くとも遊技機主部１２等が開放された可能性があることを示唆し、不正に対する注意を促
がすことはできる。これにより、パチンコ機１０に対する不正の見逃しを抑制できる。
【０２７０】
　上述の如く、ドレインコンデンサ３５６等を省略し、構成の簡略化に貢献しつつも、遊
技機主部１２や前扉枠１４の開放事実の把握機能を担保することが可能である。
【０２７１】
　（第４の実施の形態）
　上記第１の実施の形態乃至第３の実施の形態においては、遊技機主部１２や前扉枠１４
の開放事実を記録・保存するための構成を主制御基板３０１に搭載する構成としたが、本
実施の形態においては、これらの各構成をそれぞれの監視装置に搭載する構成とした。そ
こで、以下にその構成について詳細に説明する。なお、以下の説明では、上記第１の実施
の形態との相違点を中心に説明し、同一の構成については基本的に説明を省略する。図３
５は本実施の形態におけるブロック回路図である。
【０２７２】
　図３５に示すように、本実施の形態では、上記第１の実施の形態と同様に、主制御装置
１６２、電源装置２４３、中継基板３００、及び各監視装置４２０，４３０が設けられて
いる。各監視装置４２０，４３０は磁性体２６１，２９３及びコイル２７１，２９５を有
している。これら各構成の詳細については、第１の実施の形態と同様であるため、説明を
省略する。
【０２７３】
　本実施の形態においては、第１監視装置４２０に第１監視基板４２１を搭載し、第２監
視装置４３０に第２監視基板４３１を搭載した。これら各監視基板４２１，４３１は同様
の構成を有しているため、ここでは第１監視基板４２１について説明する。
【０２７４】
　第１監視基板４２１には、第３の実施の形態で説明した記録保持回路４００と同様の構
成を有してなる第１記録保持回路４２２が設けられている。第１監視基板４２１にはコイ
ル２７１の片側の端部が半田等の固着手段により固定されている。第１監視基板４２１に
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は、中継基板３００に信号を伝達する信号線ＬＮ１が取り付けられている。具体的には、
信号線ＬＮ１は第１監視基板４２１に設けられたコネクタＣＮ１と中継基板３００に設け
られたコネクタＣＮ２とに着脱自在に接続されている。
【０２７５】
　中継基板３００は、ハーネスＨ（詳しくは信号線ＬＮ２）を介して主制御基板３０１に
接続されている。具体的にはハーネスＨは、中継基板３００に設けられたコネクタＣＮ３
と、主制御基板３０１に設けられたコネクタＣＮ４とに着脱自在に接続されている。
【０２７６】
　主制御基板３０１の内部においては、電源装置２４３からの供給電力が分割されている
。これら分割された電力は、ＣＰＵと中継基板３００とに供給される構成となっている。
中継基板３００へ向かう電力の伝達経路には、電流の流れを許容又は遮断する遅延スイッ
チ３５１が設けられている。この遅延スイッチ３５１がＯＮの状態で電流の流れが許容さ
れるとともに、ＯＦＦの状態で電流の流れが遮断される構成となっている。両コネクタＣ
Ｎ３，ＣＮ４間にはハーネスＨを構成する電源線ＥＬＮ２が接続されており、この電源線
ＥＬＮ２を介して中継基板３００への電力の供給が実現されている。中継基板３００のコ
ネクタＣＮ２と第１監視基板４２１のコネクタＣＮ１との間にも電源線ＥＬＮ３が接続さ
れており、この電源線ＥＬＮ３を介して、第１監視装置２５０への電力の供給が行われる
構成となっている。すなわち、電源装置２４３から主制御基板３０１に供給された電力の
一部は、電源線ＥＬＮ２→中継基板３００→電源線ＥＬＮ３を経由して第１監視基板４２
１のソースコンデンサに到達し、このソースコンデンサ３５３に蓄電される構成となって
いる。
【０２７７】
　かかる構成においては、ソースコンデンサ３５３の蓄電状況が信号線ＬＮ１，中継基板
３００，信号線ＬＮ２を介してＣＰＵ３１０の入力ポートに出力される。ソースコンデン
サ３５３は、電力供給が遮断される際には電荷が蓄えられた状態となる。電源供給遮断時
に遊技機主部１２が開閉されることで（詳しくは閉じられることで）、ソースコンデンサ
３５３の電荷が放電される。パチンコ機１０が起動された際に、ソースコンデンサ３５３
に電荷が蓄えられていないことを検知することで、遊技機主部１２が開放された事実を把
握することができる。
【０２７８】
　第２監視基板４３１においても同様に、信号線ＬＮ４及び電源線ＥＬＮ４を介して中継
基板３００と繋がった状態となっている。また、信号線ＬＮ３及び電源線ＥＬＮ２を介し
て主制御基板３０１と繋がっている。これにより、第２記録保持回路４３２から出力され
た開閉検知信号がＣＰＵ３１０に入力される構成となっている。第２監視基板４３１の動
作については第１監視基板４２１と同様であるため説明を省略する。
【０２７９】
　なお、主制御装置１６２のＣＰＵ３１０により実行される各制御処理については第３の
実施の形態と同様であるため説明を省略する。
【０２８０】
　以上詳述した第４の実施の形態によれば、以下の優れた効果を奏する。
【０２８１】
　監視装置から記録保持回路（詳しくはＭＯＳＦＥＴ）への信号の伝達を遮断する等の不
正を抑制することができる。監視装置からの信号がＭＯＳＦＥＴに到達されない場合、記
録保持回路の動作が正常に行われない可能性がある。本実施の形態においては、記録保持
回路４２２，４３２（監視基板４２１，４３１）を監視装置４２０，４３０内に配置した
ことで、上述したような不正行為を困難なものとすることができる。すなわち、監視装置
４２０，４３０と中継基板３００とを繋ぐ信号線ＬＮ１，ＬＮ３を取り除いたり、中継基
板３００と主制御基板３０１とを繋ぐハーネスＨを取り除いたりする等の不正行為が行わ
れたとしても、記録保持回路４２２，４３２そのものへの影響を回避すること可能となっ
ている。すなわち、信号線ＬＮ１等が取り外された状態で遊技機主部１２等の開放が行わ
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れても、これを記録することが可能となっている。
【０２８２】
　また、上述の如く信号線ＬＮ１等が取り外されることで、ＣＰＵ３１０の入力ポートへ
の信号の伝達が妨げられることが考えられる。本実施の形態においては、遊技機主部１２
等の開閉は、ソースコンデンサ３５３，３６３の電荷を元にＣＰＵ３１０で検知される。
具体的には、パチンコ機１０の電源をＯＦＦにした際のソースコンデンサ３５３，３６３
に蓄えられた電荷がそのまま残っているか否かで判定される。信号線ＬＮ１等が取り外さ
れることでＣＰＵ３１０への信号が途絶えた場合には、ソースコンデンサ３５３，３６３
の電荷が無くなったものとみなされる。これにより、遊技機主部１２等の開放が行われた
事実を間接的に把握することができる。故に、信号線ＬＮ１等の取り外しによって開閉検
知機能が損なわれるといった不都合を回避し、更なる防犯性の向上に貢献することができ
る。
【０２８３】
　（第５の実施の形態）
　上記各実施の形態においては、電磁誘導によって遊技機主部１２や前扉枠１４の開放検
知信号を生成し、その開放検知信号に基づいて遊技機主部１２や前扉枠１４の開放事実を
記録・保存する構成としたが、本実施の形態においては、電磁誘導による信号発生手段の
代わりに記録保持回路を開閉するスイッチを設ける構成とした。これにより、電気的構成
の簡略化を図っている。そこで、以下にその構成について図３６～図３８に基づき詳細に
説明する。図３６及び図３７は第５の実施の形態におけるパチンコ機の主要な構成を展開
して示す斜視図、図３８は図３６のＢ－Ｂ線部分断面図であり、図３８（ａ）は前扉枠１
４が開放された状態を示し、図３８（ｂ）は前扉枠１４が閉じられた状態を示す。
【０２８４】
　本実施の形態においては、図３６や図３７に示すように、本体枠１３の回動先端側に前
扉枠１４の開放を監視するための第１監視装置４４０を設けた。第１監視装置４４０は本
体枠１３の樹脂ベース７１に形成された取付孔７１ｅに嵌まった状態でビス等の締結具に
より固定されている。より詳細には、取付孔７１ｅは前後に貫通しており、この取付孔７
１ｅを介して第２監視装置４６０が前扉枠１４側及び裏パックユニット１５側に突出した
状態となっている。また、本体枠１３の回動基端側には遊技機主部１２の開放を監視する
第２監視装置４６０が設けられている。第２監視装置４６０も第１監視装置４４０と同様
に、樹脂ベース７１に形成された取付孔７１ｆに嵌まった状態で固定されており、この取
付孔７１ｆを介して前扉枠１４側及び裏パックユニット１５側に突出した状態となってい
る。これら各監視装置４４０，４６０は同様の構成を有しており、その取付方向及びそれ
ら監視装置４４０，４６０に付随して設けられる構成のみ異なっている。そこで、以下第
２監視装置４６０について詳細に説明し、その後、第２監視装置４６０との相違点に基づ
いて第１監視装置４４０について簡単に説明する。
【０２８５】
　図３８等に示すように、第２監視装置４６０は、本体枠１３に対する取付部としてのケ
ース体４６１と、ケース体４６１から前扉枠１４の背面に向かって突出可能に設けられた
プッシャ４７０とを備えている。ケース体４６１は前後方向に延びる円筒状の本体部４６
２を有しており、その内部をプッシャ４７０が移動可能となっている。より詳しくは、本
体部４６２の中心軸線と同一方向に移動可能となっている。本体部４６２の前側の開口部
位には、プッシャ４７０の前方への移動を規制するストッパ部４６３が設けられている。
プッシャ４７０にはストッパ部４６３と接触する接触部４７１が形成されており、これら
ストッパ部４６３と接触部４７１とが当たった状態ではプッシャ４７０の一部がケース体
４６１における前側の開口部位から突出する構成となっている。プッシャ４７０の突出端
には、前扉枠１４の背面と当たる当接部４７２が形成されている。
【０２８６】
　本体部４６２の内部には、プッシャ４７０を前扉枠１４に向かって付勢するコイルバネ
４６５が設けられており、このコイルバネ４６５の付勢力によって、ストッパ部４６３と
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接触部４７１との接触状態が保持される構成となっている。コイルバネ４６５は本体部４
６２の中心軸線方向に延びており、本体部４６２の内周面に沿って配置されている。より
詳細には、コイルバネ４６５の一方の端部はプッシャ４７０に固定されており、他方の端
部は本体部４６２の後側開口部位を塞ぐ取付板部４６４に固定されている。本体部４６２
の内部空間には、第２監視基板４６６が配置されており、第２監視基板４６６は、ビス等
の固定手段によって取付板部４６４に固定されている。この取付板部４６４における裏パ
ックユニット１５側にはコネクタＣＮ６が固定されている。すなわち、取付板部４６４は
第２監視基板４６６とコネクタＣＮ６によって挟まれた状態となっている。取付板部４６
４には、内外に貫通する連通孔４６７が形成されており、その連通孔４６７を介してコネ
クタＣＮ６と第２監視基板４６６とが接続された状態となっている。
【０２８７】
　第２監視基板４６６と前記接触部４７１は図示せぬ配線によって接続されている。この
接触部４７１は導電性を有する合成樹脂材料によって形成されている。また、第２監視基
板４６６はストッパ部４６３とも図示せぬ配線によって接続されており、ストッパ部４６
３は導電性を有する合成樹脂材料によって形成されている。すなわち、これら接触部４７
１及びストッパ部４６３は各配線の接続端子を構成している。本実施の形態においては、
ストッパ部４６３と接触部４７１が接触することで、第２監視基板４６６を中心とする検
知回路が閉じた状態となる。この第２検知回路４７８に関する詳細は後述する。
【０２８８】
　なお、ケース体４６１及びプッシャ４７０におけるストッパ部４６３及び接触部４７１
以外の部位には導電性を有さない樹脂材料が用いられており、ストッパ部４６３と接触部
４７１との接触状態以外を契機として上記検知回路が閉じない構成となっている。
【０２８９】
　ここで、第２監視装置４６０の動作について図３８を用いて説明する。図３８（ａ）に
示すように、前扉枠１４が開放された状態においては、コイルバネ４６５の付勢力によっ
てプッシャ４７０が前方に突出する。かかる場合、プッシャ４７０の接触部４７１がケー
ス体４６１のストッパ部４６３当たり前方への移動が規制された状態となっている。かか
る状態においては、上述した検知回路が閉じた状態となる。
【０２９０】
　前扉枠１４が本体枠１３に対して閉じられる際には、前扉枠１４の背面がプッシャ４７
０の当接部４７２に当たる。これにより、前扉枠１４の閉動作に伴ってプッシャ４７０が
ケース体４６１の奥側に押し込まれる。より詳しくは、当接部４７２がコイルバネ４６５
の付勢力よりも大きな外力によって押し込まれることで、プッシャ４７０が移動する。プ
ッシャ４７０の移動によって、接触部４７１はストッパ部４６３から離間し、上述した検
知回路が開いた状態となる。このように、前扉枠１４における当接部４７２と対向する部
分（操作部１４ｄ）は第２監視装置４６０を操作する操作部としての機能を有している。
【０２９１】
　第１監視装置４４０も第２監視装置４６０と同様に、ケース体４４１，プッシャ４５０
，コイルバネ４４５，第１監視基板４４６を備えている。またケース体４４１にはストッ
パ部４４３が、そしてプッシャ４５０には接触部４５１及び当接部４５２がそれぞれ設け
られている。以下、図３６及び図３７に基づいて第２監視装置４６０との相違している部
分について具体的に説明する。
【０２９２】
　第２監視装置４６０の当接部４７２がパチンコ機１０の前方、すなわち前扉枠１４側に
露出しているのに対して、第１監視装置４４０の当接部４５２はパチンコ機１０の後方、
すなわち裏パックユニット１５側に露出している。具体的には、第２監視装置４６０は、
樹脂ベース７１に形成された取付孔７１ｆにプッシャ４７０を前側、コネクタＣＮ６を後
側として嵌め込まれた状態で固定されている。
【０２９３】
　第２監視装置４６０におけるプッシャ４７０の当接部４７２が前扉枠１４（詳しくは操
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作部１４ｄ）に当たるのに対して、第１監視装置４４０のプッシャ４５０の当接部４５２
は外枠１１に当たる構成となっている。より具体的には、外枠１１には、当接部４５２と
当たる操作部（図示略）が設けられている。操作部は当接部４５２と対向する板状をなし
外枠１１にビス等の締結具によって固定されている。この操作部が当接部４５２に当たり
、プッシャ４５０がパチンコ機１０の前方に押し込まれることで、ストッパ部４４３と接
触部４５１との接触状態が解除される構成となっている。
【０２９４】
　次に、本実施の形態における電気的構成を前記第４の実施の形態と比較して説明する。
図３９は第５の実施の形態における電気的構成を示すブロック図である。
【０２９５】
　図３９に示すように、本実施の形態では、上記第４の実施の形態と同様に、主制御装置
１６２、電源装置２４３、中継基板３００が設けられている。すなわち、各監視装置４４
０，４６０に設けられた監視基板４４６，４６６等の詳細な構成が異なっている。なお、
主制御装置１６２及び中継基板３００の接続に関する構成や、中継基板３００及び各監視
基板４４６，４６６の接続に関する構成も第４の実施形態と同様であるため、説明を省略
する。また各監視基板４４６，４６６は同様の構成を有するため、以下第２監視基板４６
６を取り上げて詳細に説明する。
【０２９６】
　第２監視基板４６６には、第４の実施の形態で説明したソースコンデンサ３５３等と同
様のソースコンデンサ４７５が設けられており、ソースコンデンサ４７５はプッシャ４７
０の接触部４７１と接続されている。また第２監視基板４６６には、プルダウン抵抗４７
６が設けられ、このプルダウン抵抗４７６は接地（アース）されている。プルダウン抵抗
４７６はケース体４６１のストッパ部４６３に接続されている。かかる構成において、接
触部４７１とストッパ部４６３とによってスイッチ４７７が形成されており、これらスイ
ッチ４７７，ソースコンデンサ４７５，プルダウン抵抗４７６によって第２検知回路４７
８が形成されている。
【０２９７】
　ここで第２検知回路４７８の動作について簡単に説明する。夜間等における電力供給が
遮断された状態においては、ソースコンデンサ４７５には所定量の電荷が蓄えられている
。かかる状態においては、スイッチ４５７が開いた状態となっており、ソースコンデンサ
４７５の電荷が保持される。一方、電力供給が遮断されている間に、前扉枠１４が開放さ
れた際には、スイッチ４７７が閉じた状態となり、ソースコンデンサ４７５の電荷がプル
ダウン抵抗４７６に向かって流れ放電される。これにより、ソースコンデンサ４７５の電
荷量が減少する。ソースコンデンサ４７５の電荷量に関する情報については、上記第２乃
至第４の実施の形態と同様に、ＣＰＵ３１１に出力され、前扉枠１４の開放が行なわれた
か否かが判定される。
【０２９８】
　なお、ＣＰＵ３１１にて行われる制御処理については、第３の実施の形態における各ス
イッチ３６８，３６９の制御が省略される点のみ異なるため、詳細な説明は省略する。
【０２９９】
　また、第１監視装置４４０の第１監視基板４４６については、上述の如く第２監視装置
４６０の第２監視基板４６６と同様の構成を有している。より詳しくは、第１監視基板４
４６は、ソースコンデンサ４５５，プルダウン抵抗４５６，スイッチ４５７を備えており
、これらソースコンデンサ４５５等によって第１検知回路４５８が構成されている。
【０３００】
　第１検知回路４５８における具体的な動作については、第２検知回路４７８と同様であ
るため説明を省略する。
【０３０１】
　以上詳述した第４の実施の形態によれば、上記各実施の形態と比較して、電気的構成を
簡略化することで、ＣＰＵ３１０に生じる制御負荷を低減することができるという優れた
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効果を奏する。
【０３０２】
　特に第１監視装置４４０については、本体枠１３の回動先端側に配置されているため、
本体枠１３の回動角度に対する、当接部４５２と外枠１１の操作部との相対位置の変位を
担保しやすい構成となっている。このため、本体枠１３（詳しくは遊技機主部１２）の開
放角度が小さい場合であっても、プッシャ４５０を好適に動作させることができる。すな
わち、本体枠１３の開放に対する第１監視装置４４０の応答性の向上に貢献している。こ
れにより、例えば本体枠１３を少しだけ開放し、その隙間からワイヤ等の不正具が挿入さ
れるといった不都合を好適に抑制することができる。なお、第２監視装置４６０も本体枠
１３の回動先端側に配置することも可能である。かかる場合、遊技盤８１の遊技領域に対
する不正を好適に抑制することが可能となる。
【０３０３】
　（その他の実施の形態）
　なお、上述した実施の形態の記載内容に限定されず、例えば次のように実施してもよい
。
【０３０４】
　（ａ）上記第１乃至第４の各実施の形態では、遊技機主部１２及び前扉枠１４の開閉検
知情報をパチンコ機１０内部にて保存し、その保存された情報を元にＣＰＵ３１０の処理
にて遊技機主部１２等の開放が行われたか否かを判定する構成としたが、これを変更し、
保存された情報を外部端子板２１３を介してホールコンピュータに出力し、ホールコンピ
ュータにて遊技機主部１２等の開放が行われたか否かの判定を行う構成としてもよい。
【０３０５】
　また、上記第１乃至第３の各実施の形態では、遊技機主部１２及び前扉枠１４の開閉検
知情報をパチンコ機１０内部にて保存し、その保存された情報を元にホールコンピュータ
に信号を出力する構成としたが、これを以下のように変更してもよい。すなわち、監視装
置２５０，２９０から出力される信号を外部端子板２１３を介して島設備のホールコンピ
ュータに直接送る構成としてもよい。これにより、信号の保存等に関する構成をホールコ
ンピュータ側に配置することができる。より具体的には、カウンタ回路３２０や記録保持
回路３５０等をホールコンピュータ側に配置する等すればよい。このようにホールコンピ
ュータ側に記録及び判定等に関する構成をまとめることが可能であるため、島設備に配置
される各遊技機の構成を煩雑化することなく防犯性の向上に貢献できる。また、ホールコ
ンピュータ側に開閉検知に関する構成がまとめられることで、機種変更等の際にこれらの
構成を流用可能となる。故に、開閉検知に関する構成のリユース性向上が期待できる。
【０３０６】
　（ｂ）上記第１乃至第４の各実施の形態では、遊技機主部１２及び前扉枠１４の両者に
開閉検知のための構成を設けたが、いずれか一方にのみ開閉検知のための構成を追加する
ことも可能である。また、本実施の形態においては、各監視装置２５０，２９０を別個独
立して設けたが、これらを一体化することも可能である。
【０３０７】
　（ｃ）上記第１乃至第４の各実施の形態では、遊技機主部１２及び前扉枠１４の閉時に
おいては確実な開閉検知が行われ、開時においては開放を検知するか否かのばらつきが生
じる構成としたが、遊技機主部１２及び前扉枠１４の開時及び閉時の両方にて確実に開閉
検知を行う構成としてもよい。
【０３０８】
　また、遊技機主部１２及び前扉枠１４の開時においては確実な開閉検知が行われ、閉時
においては開放を検知するか否かのばらつきが生じる構成とすることも可能である。但し
、かかる場合、遊技機主部１２等の開放に伴って開閉検知が行われるため、開閉検知が行
われた際には、遊技機主部１２等が開放された状態となりやすい。このように、遊技機主
部１２等が開放されていることで、遊技機内部へのアクセスが容易となり得る。例えば、
主制御装置１６２等への不正なアクセスがなされ、開閉検知記録が変更又は消去されると
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いった不都合が生じ得る。故に、上記変更を実施する際には、開閉検知記録の変更等を防
止するための構成が必要になると考えられる。
【０３０９】
　（ｄ）上記第１乃至第４の各実施の形態では、「可動部」として施錠装置１７０の鉤金
具１８５及び鉤受け部材１８０を使用したが、これに限定されるものでなく、以下のよう
に変更してもよい。すなわち、遊技機主部１２や前扉枠１４の動作をトリガとして動作す
る動作機構を別途設けてもよい。例えば、動作機構が、所定の方向に往復移動する移動体
と、移動体をその移動方向に付勢する付勢部材（バネやゴム等）と、移動体の位置を規制
する規制部とを備える構成とするとよい。移動体は付勢部材の付勢力に抗して配置されて
いる初期位置と、付勢部材の付勢力によって移動される動作位置との２位置間で移動可能
に設定する。また、規制部は、遊技機主部１２が閉じらた状態において移動体の移動を許
容する許容位置と、遊技機主部１２が開放された際に移動体の移動を規制する規制位置と
で切替可能に設ける。遊技機主部１２には規制部を操作する操作部を設け、操作部が規制
部に当たることで、規制部が許容位置に切り替わる構成とする。これら操作部と規制部は
遊技機主部が閉じられた際に当る構成とするとよい。また、遊技機主部１２には移動体を
付勢部材の付勢力に抗して移動させる移動体案内部が設け、遊技機主部１２の開放に伴っ
て移動体が初期位置に案内される構成とする。かかる場合、操作部が規制部から離間する
ことで規制部が規制位置に切り替わる。これにより移動体が初期位置に保持された状態と
なる。
【０３１０】
　このように、施錠装置と独立して動作機構を設けることで、起電力発生手段や検知装置
の配置自由度の向上に貢献することができる。なお、上述した構成を前扉枠１４に適用す
ることも可能である。
【０３１１】
　（ｅ）上記第１乃至第４の各実施の形態では、移動可能に設けられた磁性体２６１が、
固定された「導体」としてのコイル２７１に対して移動することで、両者の相対位置が変
位する構成としたが、これを以下のように変更することも可能である。すなわち、固定さ
れた磁性体に対して、移動可能に設けられた導体が移動する構成とすることで両者の相対
位置が変位する構成とすることも可能である。但し、導体を移動させる構成とした場合、
導体から延びる配線を導体自身の移動量を見越して長くすることが望ましい。
【０３１２】
　また、「磁性体」として棒状の磁石を用いることとしたが、これに限定されるものでは
ない。例えばＵ字状の磁石を用いることも可能であるし、２つの板状の磁性体を対向配置
して用いることも可能である。以下、上述した変形例のうち後者について具体的に説明す
る。磁性体２６１の代わりに鉄製の棒状体を収容体２６２に装着する。そして、導体ユニ
ット２７０の代わりに相対向する板状の磁性体をハウジング２８０内に配置する。移動可
能に設けられた棒状体が両磁性体の間を通過することで、電磁誘導が発生する構成とすれ
ばよい。かかる場合、棒状体をその移動方向と直交する方向を向くように装着することが
望ましい。これにより、棒状体が通過する磁場領域の範囲を広げ、電磁誘導の発生を容易
なものとすることができる。
【０３１３】
　（ｆ）上記第１乃至第４の各実施の形態では、遊技機主部１２と外枠１１との一対の開
閉機構において、遊技機主部１２側に磁性体２６１と「導体」としてのコイル２７１とを
まとめて配置したが、これを以下のように変更することも可能である。例えば、磁性体及
び導体の両者を外枠１１に配置することも可能である。また、磁性体及び導体のうちいず
れか一方を遊技機主部１２に配置するとともに、他方を外枠１１に配置することも可能で
ある。かかる場合、遊技機主部１２と外枠１１との相対位置のばらつきに起因して、磁性
体と導体との相対位置もばらつきやすくなると考えられる。このような相対位置のばらつ
きによって、誘導起電力の大きさもばらつきやすくなると想定される。故に、望ましくは
磁性体及び導体は遊技機主部１２や外枠１１等の同一の対象に配置するとよい。
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【０３１４】
　（ｇ）上記第１乃至第４の各実施の形態では、各監視装置２５０，２９０からの信号を
中継基板３００にまとめる構成としたが、これを以下のように変更してもよい。すなわち
、各監視装置２５０，２９０に別々の中継基板を設けてもよい。かかる場合、ハウジング
２８０，２９１内部に中継基板を配置することも可能である。また中継基板３００を省略
することも可能である。
【０３１５】
　（ｈ）上記第１乃至第４の各実施の形態では、起電力発生手段において、磁性体と導体
との相対位置の変化による電磁誘導によって発生される起電力を利用したが、これを変更
し、圧電素子（ピエゾ素子等）に圧力が加わることで発生される起電力を利用することも
可能である。
【０３１６】
　（ｉ）上記第１乃至第４の各実施の形態では、各監視装置２５０，２９０におけるコイ
ル２７１及びコイルバネ２８５にそれぞれ別個独立の機能を付与したが、両者の機能を１
のコイルに付与することも可能である。例えば、コイル２７１をバネとして使用してもよ
い。より具体的には、ボビン２７２のストッパ部２７４を排除するとともに、コイル２７
１の磁性体ユニット２６０側の一端部が収容体２６２に固定される構成とすればよい。こ
れにより、コイルバネ２８５を削除することができる。但しかかる場合、磁性体ユニット
２６０の移動に伴ってコイル２７１も伸縮するため、両者の相対変位速度が小さくなるこ
とが懸念される。かかる場合、電磁誘導が十分に行われない可能性がある。そこで、磁性
体２６１に磁力の強い磁石を採用したり、コイル２７１の巻き数を増す等したりすること
が望ましいと考えられる。
【０３１７】
　（ｊ）上記第１乃至第４の各実施の形態では、各監視装置２５０，２９０からの信号が
主制御装置１６２に入力される構成としたが、これを変更し、各監視装置２５０，２９０
からの信号が音声ランプ制御装置１４３等の他の制御装置に入力される構成とすることも
可能である。すなわち、他の制御装置において、遊技機主部１２等の開閉を検知する構成
とすることも可能である。
【０３１８】
　（ｋ）上記第１乃至第４の各実施の形態では、図２５や図３１に示すように、検知状態
把握処理Ｓ３１４～検知状態の更新処理Ｓ３１８の各処理を、ＲＡＭ消去スイッチがオン
の場合にのみ実施する構成としたが、これを以下のように変更することも可能である。す
なわち、ＲＡＭ消去スイッチがオフの場合にも同様の検知状態把握処理Ｓ３１４～検知状
態の更新処理Ｓ３１８各処理を行ってもよい。例えば、音声ランプ初期化コマンドの出力
処理Ｓ３０７の直前に上記各処理Ｓ３１４～Ｓ３１８を追加するとよい。
【０３１９】
　（ｌ）上記第１乃至第４の各実施の形態では、施錠装置１７０の一部として設けられた
鉤金具１８５等を可動部として利用する構成としたが、必ずしもこれに限定されるもので
はない。施錠装置１７０とは別に起電力を発生するための専用の可動部を有する構成とし
てもよい。例えば、鉤金具１８５及び鉤受け金具１９０と同様の構成を有する１対の起電
力発生用金具を遊技機主部１２及び外枠１１にそれぞれ配置し、それら起電力発生用金具
の動作に基づいて起電力を発生させる構成とすることも可能である。
【０３２０】
　（ｍ）上記第２乃至第４の各実施の形態では、各監視装置２５０，２９０等によって生
成された起電力を信号として利用することで、コンデンサ３５６，３６３等の容量を変化
させる構成としたが、これを以下のように変更してもよい。すなわち、各監視装置２５０
，２９０等によって生成された起電力そのものをコンデンサに蓄える構成としてもよい。
コンデンサに蓄えられた電荷の有無を確認することで、遊技機主部１２等の開放を検知す
ることができる。このように、各監視装置２５０，２９０等により生成された電力をその
ものを蓄電する構成とすることで、外部電源からの電力をコンデンサに蓄えておく必要が
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無くなる。これにより、更なる省エネに貢献することができる。
【０３２１】
　（ｎ）上記第１の実施の形態では、遊技機主部１２及び前扉枠１４に個別に対応するカ
ウンタ回路３２０，３３０を設けたが、これを変更し、遊技機主部１２及び前扉枠１４の
開閉回数をまとめてカウントするカウンタ回路を１つ設けることも可能である。かかる場
合、両監視装置２５０，２９０からの信号線を中継基板３００又は主制御基板３０１等に
てまとめ、そのまとめられた信号を統合されたカウンタ回路に入力する構成とすればよい
。これにより、遊技機主部１２及び前扉枠１４の開閉検知機能を担保しつつ、構成の簡略
化に貢献することができる。
【０３２２】
　同様に、第２及び第３の実施の形態においても、各記録保持回路３５０，３６０等を統
合し１つの記録保持回路によって遊技機主部１２及び前扉枠１４の開閉を検知することも
可能である。かかる場合、遊技機主部１２及び前扉枠１４のうちいずれかが開放されたか
を判別することは困難となるが、少なくとも不正が行なわれた可能性があることを示唆す
ることはできる。
【０３２３】
　（ｏ）上記第１の実施の形態では、両Ｔフリップフロップ３２１，３２２に対する電力
供給源としてのコンデンサ３２４を１つでまとめる構成としたが、これを変更し、それぞ
れのＴフリップフロップ３２１，３２２に個別のコンデンサを設定してもよい。Ｔフリッ
プフロップ３３１，３３２に関しても同様の変更は可能である。
【０３２４】
　（ｐ）上記第１の実施の形態では、Ｔフリップフロップ３２１，３２２を直列に２つ繋
げることで第１カウンタ回路３２０を構成したが、Ｔフリップフロップの数はこれに限定
されるものではなく、少なくとも複数備えていればよい。Ｔフリップフロップの数を増す
ことで、１サイクル中における開閉検知回数の上限をあげることができるため、遊技機主
部１２等の開閉を繰り返すことでＴフリップフロップを不正開放前の状態に戻すといった
不正行為を困難なものとすることができる。なお、Ｔフリップフロップを１つだけ設ける
構成とすることも可能であるが、開動作及び閉動作の両動作に基づいてそれぞれプラス電
圧が発生する構成にあっては、一度の開閉動作によってＴフリップフロップの状態が1サ
イクル分切り替わり元の状態に復帰する可能性がある。このため、望ましくは複数のＴフ
リップフロップを具備するとよい。
【０３２５】
　なお、Ｔフリップフロップ３２１等に代えてＪ－ＫフリップフロップやＤフリップフロ
ップ等の他のフリップフロップを用いることも可能である。
【０３２６】
　（ｑ）上記第２の実施の形態では、ドレインコンデンサ３５６，３６６の蓄電状況のみ
をＣＰＵ３１０にて確認する構成としたが、これに加えて、ソースコンデンサ３５３，３
６３の蓄電状況をＣＰＵ３１０にて確認する構成としてもよい。これにより、更なる防犯
性の向上が期待できる。
【０３２７】
　（ｒ）上記第２の実施の形態における、放電スイッチ３５９，３６９と接地（アース）
との間にプルダウン抵抗を設けることも可能である。これにより、ドレインコンデンサ３
５６等に蓄えられた電荷をより好適に放電することができる。
【０３２８】
　（ｓ）上記第３及び第４の実施の形態では、主制御基板３０１又は各監視装置４２０等
に記録保持回路３５０，４２０等を配置したが、これを変更し、中継基板３００に配置す
ることも可能である。
【０３２９】
　（ｔ）上記第１乃至第４の各実施の形態では、「付勢手段」としてコイルバネ１９２等
を用いる構成としたが、これを変更し、板バネやゴム等を用いる構成としてもよい。



(52) JP 2009-148320 A 2009.7.9

10

20

30

40

50

【０３３０】
　（ｕ）上記第１乃至第４の各実施の形態では、コイル２７１の取付部材として、ボビン
２７２を用いたが、これを用いない構成とすることも可能である。
【０３３１】
　（ｖ）上記実施の形態とは異なる他のタイプの遊技機にも適応可能である。例えば、遊
技球を遊技媒体として用いるパチンコ機、アレンジボール機、雀球等の弾球遊技機に適用
可能である。また、遊技球を遊技媒体として用い、いわゆるスロットマシンに類似した遊
技を行うことのできる球使用回胴遊技機（いわゆる、パロット）へも適用できる。
【０３３２】
　以上詳述した各実施の形態における構成及び（ａ）～（ｖ）の各別例における構成のそ
れぞれを、任意に組み合わせた構成とすることも可能である。例えば、各実施の形態の構
成と複数の別例を組み合わせてもよい。
【図面の簡単な説明】
【０３３３】
【図１】第１の実施の形態におけるパチンコ機を示す正面図である。
【図２】パチンコ機の主要な構成を展開して示す斜視図である。
【図３】パチンコ機の主要な構成を展開して示す斜視図である。
【図４】パチンコ機の構成を示す背面図である。
【図５】前扉枠の構成を示す背面図である。
【図６】本体枠の構成を示す正面図である。
【図７】遊技盤の構成を示す正面図である。
【図８】本体枠の構成を示す背面図である。
【図９】施錠装置を示す図３の部分拡大図である。
【図１０】施錠装置の動作を説明する動作説明図である。
【図１１】遊技盤の背面構成を示す斜視図である。
【図１２】遊技盤から主制御装置ユニットを取り外した状態を示す背面図である。
【図１３】主制御装置ユニットの構成を示す斜視図である。
【図１４】裏パックユニットの構成を示す正面図である。
【図１５】裏パックユニットの分解斜視図である。
【図１６】監視装置を示す図９の部分拡大図である。
【図１７】監視装置の主要な構成を分解して示す分解斜視図である。
【図１８】図１６のＡ―Ａ線部分端面図である。
【図１９】監視装置及び鉤金具の動作を説明する動作説明図である。
【図２０】パチンコ機の電気的構成を示すブロック図である。
【図２１】カウンタ回路の主要な構成を示すブロック図である。
【図２２】第１カウンタ回路からの検知信号パターンの切り替わりタイミングを説明する
ための説明図である。
【図２３】主制御装置のＣＰＵによるＮＭＩ割込み処理を示すフローチャートである。
【図２４】タイマ割込み処理を示すフローチャートである。
【図２５】メイン処理を示すフローチャートである。
【図２６】通常処理を示すフローチャートである。
【図２７】前扉枠及び遊技機主部の開放の監視に関する主制御基板の電気的構成を示すブ
ロック図である。
【図２８】電断時更新処理を示すフローチャートである。
【図２９】遊技機主部更新処理を示すフローチャートである。
【図３０】第２の実施の形態における記録保持回路の主要な構成を示すブロック図である
。
【図３１】第２の実施の形態におけるメイン処理を示すフローチャートである。
【図３２】第２の実施の形態におけるメイン処理を示すフローチャートである。
【図３３】第２の実施の形態における電断時処理を示すフローチャートである。
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【図３４】第３の実施の形態における記録保持回路の主要な構成を示すブロック図である
。
【図３５】第４の実施の形態における記録保持回路の主要な構成を示すブロック図である
。
【図３６】第５の実施の形態におけるパチンコ機の主要な構成を展開して示す斜視図であ
る。
【図３７】第５の実施の形態におけるパチンコ機の主要な構成を展開して示す斜視図であ
る。
【図３８】図３６のＢ－Ｂ線部分断面図である。
【図３９】第５の実施の形態における記録保持回路の主要な構成を示すブロック図である
。
【符号の説明】
【０３３４】
　１０…遊技機としてのパチンコ機、１１…支持対象としての外枠、１２…開閉体として
の遊技機主部、１３…支持対象としての本体枠、１４…開閉体としての前扉枠、１４ａ…
キーシリンダ設置孔、６３…鉤金具、７１…樹脂ベース、７１ｂ…取付段差部、７５…シ
リンダ錠、１６２…主制御装置、１７０…施錠装置、１７１…基枠、１７４…連動杆、１
８０…移動体としての鉤受け部材、１８５…移動体としての鉤金具、１８６ａ…操作部、
１９０…鉤受け金具、１９２，１９３…付勢手段としてのコイルバネ、２２４…電気機器
としての払出装置、２４２…払出制御装置、２４３…電源及び発射制御装置、２５０…第
１監視装置、２６０（２９２）…磁性体ユニット、２６１（２９３）…起電力発生手段を
構成する磁性体、２６３…ストッパ片、２６４…当接部、２７０（２９４）…導体ユニッ
ト、２７１（２９５）…起電力発生手段を構成するコイル、２７３…移動領域、２８０…
ハウジング、２８３…軸受部、２８５…コイルバネ、２９０…第２監視装置、３００…中
継基板、３０１…主制御基板、３１０…ＣＰＵ、３１２…ＲＯＭ、３１３…ＲＡＭ、３２
０，３３０…カウンタ回路、３２１，３２２…Ｔフリップフロップ、３２４…コンデンサ
、３５０，３６０…記録保持回路、３５３，３６３…ソースコンデンサ、３５６，３６６
…ドレインコンデンサ、４００，４１０…記録保持回路、４２０，４３０…監視装置、４
２２，４３２…記録保持回路。
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